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1

･巻頭言.

一邊倒の危険
、 松川恭佐

1956年も，余すところ1ケ月となった。この夏頃から，しきりに新聞・ラジオで知らされてきた，内外政情
の複雑きわまる報道も，半年にも及ぶと，少しく耳にたこが出来たようだ。しかし，国内のもめごとは別とし

て，国際事情の穣相は，その一つを取りあげても，なかなか容易な事態ではないようである。年末に当り，こ
の癖陣しかけた感覚を新らたにして，静かに身のあたりをふりかえって見よう。

火を噴く戦車縦隊が，国境を越えて雪崩れこ象，大編隊の爆撃機群が異境の空を圧するような場面が，今日
叢のあたりに出現しようとは，誰しも考えなかったことであろう。これは，いわゆる大国が，白昼公然と弱小

国や文化の低い国の自由をもぎとって，自国の利益一辺倒の慾望に燃えているなまなましい断面の一つである。
言うまでもなく以上は，原子力解放利用の推進とならんで，今年最大の関心事として，世界の視聴を集めた

東欧と中東における動乱勃発の姿である。国連の乗り出しと，各国の憤怒・ヲ鐸が少しは利いたためか，これ

らの戦火も第3次大戦の一歩手前で一応止まった形であるが，国際政局の現状は，依然くすぶりつづけている。

これ力揃大戦終結後わずかにn年目の世界の荒れかたであるのだ。

希望は変化を生承，変化は進歩をもたらすという見方からすれば，或いは今日のような険しい世相は，全人

類社会の大飛躍を劃する時代となるのかも知れない。そして進歩の極致が，われわれを天国の繁栄に導くか，

滅亡に一致せしめるかは，人なの選ぶ進歩への過程方法の差異にかかっていると言えるだろう。それはすなわ

ち平和共存と，一辺倒圧政の対処的相違にあるのである。

一色化，一辺倒圧政の危険は，歴史を遡れば，ほとんど各国・各民族が共通に犯して来た，罪悪の戦に記録

されている。しかし，それはもはや許されない，平和共存の時代である。

、国際情勢の話を，林業拶馴課に持ち込むのもおかしいようだが，われわれ社会の向上進歩のために,一辺倒

を避けるべしとする理においては少しも変りはない。

われわれ同学間でも屡/々批判されているように，わが国林学林業界の動向を見ると一一先進国にも同じよう

な失敗例があると聞くが－ややもすると，謂観なものに飛びついて他の何物をも省魏る暇なく，新方向一辺
倒になり勝ちになることだ。

林業は長期にわたる産業であり,かつ環塊条件の鋤鵬多岐なる本邦林野の特殊性も存するのであるから,-'一分

掘り下げた基盤なくして,単純一斉に方針を変えるようなことがあっては,収拾のつかない中途半端なものが出

来たり，立消えになったりする恐れが多分にある。そのため成果の照査探究すら全然不可能に陥る結果となる

のである。従って，いつまで経っても経験的鐵|『の上に抜け出ることがむずかしいのではあるまいかと思う。

たとえば，森林経営の一部分を見ても，更新の方法，間伐の種類あるいは作業法の選定などにおいて，しっ

かりした実験をぬきにして，簡単に右か左かをきめる。しかも取りあげられた一つの行き方以外は，しばしば

反逆道であるかの如く見なされるのであるから，進歩的変化の余地を求める幅も厚味も有しないし，方向の再

転換もまた容易に起り勝ちとなるのである。

このような通有性は，感激し易くて単純潔癖な国民性にも因るであろうが，特にわれわれ社会の底の浅さに

ついて反省させられる所が少くないと思う。

正しい進歩への変化の要求は，飽くまで穣極的でなければならないが，浅くて広い智識だけでは，少し掘り

進めると，すぐ厚い壁にぶつかる。これでば専門的に役に立たないばかりでなく，広く総合判断する場合にも，

理解と批判を求めえないことになる。現在少数ながら，専門技術者の重用されている所以であることは言う蓑

でもない。理解と批判の欠けている，空白部に侵潤し易いものは，最も危険なる一辺倒の思想である。

これらの点を推考すると，間口の広い林学･林業の本質に鑑承て，林野関係のそれぞれ専門学科ｶﾐ,独立し

て分科しないことが，進歩を阻む大きな原因になっていると言えよう。大学教育のごときも，称産学科の分立

くらいではどうにもならないと思う。国土の7割を占める森休を背景とし，多数の独立した学科をもって，専

門的人材を育成普及しなければ，広く社会と伍して平和共存的発展を期することは至難と言うべきである。

世界の動きに寄せて，自分の無智をばくろするような話になったが，会員諸賢，特に若き世代の方灸の奮起

と努力によって，大きな専門的力壁をもつ林学・林業の建設を乞い願う老婆心として，ご諒承ねがいたい。

(NoV、20, 1956)
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として次第に固めて行こう」という戦法？をとった。そ

してそのばん勇をふるう一番槍りを小生力演って出た。

それが「林業炭術174号」である。このように対外的活

動を続けると共に，対内的にも前述の戦法を採用し，営

林局との間に活溌に論議を重ね,夏には全営林局を3ブ

ロックに別けて討論会を行い一応地方遊説も終えた。

このような戦法をある人ば「アドバルーン戦法」とい

う名称を与えられたが，確かに有効な戦法であった。し

かしこの戦法も度力廻ぎると思わぬ所に被害を及ぼすこ

とがある。私の本誌に発表した小論が，つい筆が走りす

ぎて，嶺教授に多大の御迷惑をかけてしまった。「森林

経理学関係職員懇談会」が4月に開かれたことも，その

ときの当番幹事が｢嶺教授」であったことも知らなかっ

た私は，そのような機会を利用して意見を聞くという手

近な道をとらず，不遜にも公開の誌上で，論争？をする

ようなことになってし主:つた。そのため教授をして誠に

苦しい立場にたたせてしまう結果となり申訳けなく，こ

の点衷心よりお詫びを申上げたい。

にもかかわらず教授はわたくしのzI論に対してこ主か

に分析検討され，適切な批判と有効な意見を提示され』

特に｢今回企図されつつある改正案には,私共が年夛睦
張してきた点が多分に取り入れられており」又「小沢氏

の所論の中にも私が賛成する点も少なくない」と，その

錨に対して力強い支持を与えられたことは，誠にわれ

われにとって心強いことであり，今後自信をもって進め

られることとなり，この点鞠受に厚く感謝しなければな

らない。

したがって，わたくしとしてはもう再び論争めいたこ

とを試みる必要もなく，寄せられた批判と意見を参考と

して更に撫頓を練ればよいわけであるが，「蒔いた種は

自ら刈り取らねばならない」点も少くないし，この上と

もお教えを頂かなくてはならない点もある。更には私の

小論に対して寄せられた多くの人左特に地方の方々に対

して，感謝の意もこめて今後の御助言を期待してここに

敢えて筆をとるに至ったものである。

1．「従来」の森林経理学について

教授のいわれる「従来」の森〃…学とわたくしのい

う「従来」のそれとほ，多少その時点を異にしているよ

うに思う（數授がしばしば繰り返される，そのような考

えは確信もあった，というときは，すでに「礎来」では

なく「新しい」はんちゅうで論ぜられているのではある

まいか）のでそれについて若干のべ，次いで森林罎学

の辿るべき方向それもわたくしの見解ではなく一般に言

わればじめたことを中心として述べてゑたい。

（1）吉田鯉士は｢建設以来一世紀の麗鐘を有する森休

罎学は，今やこれ等膨群たる捗判の波に乗せられて，

新たなる彼岸に劉陸し，新しき壌馳を開拓せざる可から

森林経理学
と

国有林経営計画
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小沢今朝芳

《
）

まえがき

調恭汁画制度の再舞討に祷手してからはや1年になん

なんとしている。国有*確営計画もこれと時を同じくし

て再権寸をはじめたが，本格的に着手したのは，本年2

月下ｼ旬であった。しかもその出発は，蘂営計画（経

営案）に行き詰りを生じ，これを談善するために識討

する，ということではなく，まず国有林と民有林との施

業凋整を図るためには，燕糯f画制度と国有綱留営計画

との関係をどうすればよいか，一方国有林も公企業とし

ての企諜顎勺経営を夢読されているが，企諜性を謡軍する

ためにほ寵鐺需荊画ほ如何にあるべきか，このようにして

公共性と企業性の調和ある濯営を行い，全体として生産

力を飛躍的に高めるためには，紹営計画はどのような仕

組とすべきか，まず「白紙に絵をかいて承よう」という

わけであった。出発してからの2，3ケ月というものは

「画いては消し」又「画く」といった有穣であったが，

どうやら素描らしいものが出来たのが5月頃であった。

この頃林野庁内で有志の人に集って頂き秘蝿したのであ

るが，当時としては賛否両論いずれとも決め難い状況に

あった。そこでずすめられるままに勇敢にも世に間うて

承ることとした。それが「耕業経済92号」の小論であ

る。出発がそのようなものであったから多分に観念論と

象られる部分もあり，実は発表してから「一笑」にふさ

れそうな感じがしないでもなかった。ところが予期以上

の反響があり，多くの人盈から激励や助言を頂いた。つ

まり「素描の段階であり，もとより全貌は掴めないが，

関心を惹くものである」ということらしい，そして「従

来の燕窪学との関係をもう少し詳しく述べてくれ」

という注文もあり，一方これらの反響を分析したわれわ

れは「とに角未熟のままでよいからどしどし釜美して象

よう，そうすれば必ず反響がある，これらの反響を参考

、
i

肇

、

多

p

一
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小沢：森林経理学と国有林経営計画

まず森林経理学をひもとくと，はじめの方に必ず経営

の指導原則というもの力識かれている。国語学的林学の

当時として当然のことであったかもしれないが今日より

承れば，これらは「林政学」のはんちゅうに属する。

経営目的とか，具体的な収謹規制についても，あのよ

うな単純な錐術では解決できないし，いずれの技術を採

用すべきかに当っても古典的な商業算術の域を脱してい

ない。叉時間的規整に対して経済的考察が乏しいし，場

所的鍵盤には立地論的考察に欠けている。更に具体的に

言えば，例えば伐期令の決定に当っても，厳密に言えば

近代経済学の智識なくしては行いえない。教授の言われ

る「2分ないし3分の経済学」を包含した森称経理学で

は到底処理できそうもない。このようにして収穫規制を

主な目標とする森林経理学の相当部分は嚇業経営学」

として発展すべきであろう。

森林経理学をひもといてまず総くことは，未だかつて

わが国において，試験的にも試みられなかったであろう

数多くの諸含の方式（裟授の言われる建築設計，つまり

各種の家の建て方）が提示されている，その他当時とし

ては，充分権威もあり価値のあった学説も説かれてい

る。しかしこれらが全く意味がないというのではない，

新しい研究も過去の研究を足掛りとしなくてはなるま

い。それでこれらは一括して適当な表現が見当らないが

「林学説史」とでもいう一分野にしてはどうか。もっと

も吉田博士は経理学を三つの分野にわけて，その一つと

して「歴史的森林経理学」というものを構想されている

が，わたくしのいう学説史もそのようなものかもしれな

い｡

その他｢艫学皇亭進錬学」『測群」「測瀞学｣等‘々

に分解して行きそうである。しかもそのように分解して

も尚残るものがありとすれば，それは限られた「物的組

織論」であろう。溌受の言ﾂつれるように吉田，野柿河博

士ほ「経営経済学の物的組織論として経理学の占める位

置づけをされた」わたくしもそうあるべきだと考えてい

る。もっとも鐸は，これらの学科の総合の上に経理学

は築かれて行くという立場をとっておられるから同意は

得られまい。一歩謹ってそのような学とした場合，他の

分野が著しく講塗したのに比し繼蕊学は旧態依然ではな

いかという批判も生れようし，あるいは吸収はした力硝

化不良に陥ってしまってもこまる，或はそれらの総合の

上にたっているからこそ，何寿も不安定な>艫におか

れ，その弱さを示すのではあるまいか。

しかしこの点についても教授が未だ「新しい衣をつけ

た趣学」の職淑を提示されていないので，即断してい

る処があるかもしれないが，実は「職員懇息罎」におい

て「森満鐸学は実験講座であると…･われわれの意見

ざる擬篁に際会せるかの如くにも看取せられるのであ

る」とその見解を述べられ, r"i=理論森脚鐸学の

溝饅に鐸的の変革」を加えようと意図された鐸であ

るが，遣憾ながらそれは果されず後日の機会に譲られた

ようである。わたくしが「従来」の:というときの従来と

ば’ドイツ的森ﾎｨ経理学をアプライする段階にとどまっ

ており，そこから脱却して，日本の檸育な自然環寛，経

済環寛に提をおろした森＃…学，別言すればﾗ舜勺演

釈的森林“学から実質的帰納的森儲趣学が打ちたて

られる以前のものをさしている。しかし前にも述べた如

く，野村i霊f言の林業経営臓皆学，岡崎博士の穎蔀欄留営計

画はその認点は異にしているとはいえ，このような意味

における「新しい」さきがけであることは廊皇いないで

あろう。

大倉教授は本誌8月号において「学として先駆的であ

った森林縄理学は，澗永の空間的配y腱論に出発してい

る。そうしてこのような出発は当初から凋錐按術の目標

からかなりの晦誰感を諏是としていた。何んとなれば，

潜在的にもせよ顕在的にもせよ，企業性のない森休はあ

りえないし，林業は何よりもZ窒篭であるから，この蘂葵

が必ずしも意識の表面に浮んでこなかったのは，所謂森

林の公益|生と称するベールのためでもあるが，一面独乙

形垂義の臓桁にも由ると思う」と述べられ更に語をつ

いで「･…林学のまわりにあって必ずしも重麓されなか

った断片酌講智識が，森林鐸学の無力化と時を同じく

して漸く厚さを加え，雑然から学としての体系を整えは

じめた，纒翌学は行く方知らざる有様でいるでばない

か」と魑塁学としての独りだちを危ぶふ，新しい分野に

包疑せしむべきことを説かれている。

山科氏（島根大）は林雪俊誌10月号において「大

学において初めて森林経理学の講義を聞いた時に，内容

の謡孜する中世紀的な香りと共に，その名称と内容があ

まりにもかけはなれていることを感じたのは著者一人で

はあるまい」と，更にわたくしに手紙を寄せられた或る

大学院学生は「燕確理学という学問は，易しくいえば

言えることをどうしてあのように錨膵な表現をとらなく

てはならないのだろうか」と，これらは森獅経選洋に対

する星斡宣な劉青を吐露したものと思う。

つまりこのようにして，森;耀里学に対して累澗を抱

く人糞が多いということは，ついわたくしをして「従

来」の濟誰締登理学から脱却しない経理学が現在識ぜられ

ているのではないかという，即断をさせてし蚕うわけで

ある。

②次に密ﾓの織型学の内容に少しく立入ってふよ

う。この鶴理学を現侭杓な感覚から眺むるときは，他の

色盈の分野に分解して行く運命にあるように思われる。

●二
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小沢：森林経理学と国有称経営計画

要点たとえば，伐期令，収稚統制の方法等にも一応の説

明ば与えている」がそれはほんの’つま承程産である。

ひたすら照査法による集約施業の追求を試承ている。こ

の著書を読んだ或る山持ちの人は「わが子をいつくし象

育てるような気持で，このように山を取扱って歌たい」

と述べておられた。世襲的な山持ちがわが国私有林の特

徴の一つでもあるが,所謂これらの地主的森林所有者が

この著書によって目覚め，例え択伐によることがむずか

しいとしても，そのI榊'1を汲糸とったならば，これらの

森林の生産力も一段と高められよう。このように私有林

を対象とした森林経理学（勿論名前ほ適当ではないが）

が発展していくことを期待したい。

（4）以上できわめて大ざっぱでばあるが，従来の森林

経理学についての批判と将来の方向を述べた。考え方の

出発点は教授とわたくしとでは多少ことなっているが，

更につきつめて行けば結局同じ所に落着くのかもしれな

い。したがって従来の森林経理学に対する批判はこの辺

で切り上げて，今後の方向について努力したい，とは言

ってもわたくしにほ森林経理学の新しい方向づけなど出

来るものではない。わたくしは国有林経営計画の再検討

という佳事に携るものの一人として，国有林という枠内

で「国有称経営計画はどうあるべきか」を考えて行くに

すぎないが， その場合前途に光明を与えてくれるもの

は，教授の構想せられている「新しい衣をつけた森林経

理学｣である。われわれは実務者の立場から,どしどし問

題を提起して行きたいし，教授ほ研究者の立場からこれ

らの諸問題に解決の緒口を与えて頂きたいものである。

したがって今後とも，これにこりずにわれわれのいたら

ない研究を援助して頂きたい。

は殆んど完全に一致している」と言ﾂつれただけでは，わ

れわれ部外者にほ判然とその燕朱がとれない。

（8）そこで森締径理学はどの方向に識震すべきであろ

うか。

二つの方向があるように思われる（或は一つかもしれ

ないが一応わけて承よう)。その一つは，前記吉田・野

柿河博士，大倉教授，山科氏等の主張せられる凋集経営

学の一分科として｢物的組織論｣に純化する方向である。

教捜は「溌竪塾学ほ篭鑛学の智識の他に多方面に亘る自然

科学の智識を必要とし，更にこれを総合して緬冑と結合

して統一的意志のもとに漣剛させるための独自の研究分

野をうけもつものである」と主張されるが，巍受の考え

られるように自舜岸と社会科学がしかも自然科学の立

場から融合することは容易ではあるまい。これがうまく

融合したとすれば，それは森例経廼淳というはんちゅう

のものより，澗蒙経営学に大分接近したものになるので

はなかろうか。

森林経理学が組織論に純化したときの，内容にふさわ

しい名称ほ仲食承つからないが，大倉教授ほ「森林計画

学」と称せられ，造林学の一部を含めるもののようであ

る。この点山科氏はその立場を明らかにして，震ず森林

経理学の内容を社会科学的部門と自然科学的部門に分割

じ「････社会科学的な理論を基礎とした林業経営学の一

分科として新しく組立てられねばならない」として，こ

の物的組識論を社会科学的部門としての林業経営学の一

分科として「ﾎ瘻生鐵月織学」と体系づけられている。

この点教授の自縛岸的部門で取扱うとする立場と対照

的であり，鐸講座からは遠のいたのも興味がある。

もう一つの方向ば，岡崎博士「森林経営計画」が示し

ている方向である。佐藤(敬)教授は"･リ戸ンエージ11

月号において「林業経営の経済的原則は国諾学的であっ

た。初期の林学教科書が国有林の象を対象において論

じ，国家林業学に終始している．…」と述べ「どうも日

本の林学も国有称学＝国有林林学の域を脱しえないこと

久しかった」と述懐せられているが，就中森林経理学は

その発生がそうであったのであるが，今日でも「国有林

のための」森林経理学であるという色が濃い。言うなれ

ば｢巨大経営｣を主体としたものであって,民有林或いは

中規模,小規模経営のための経理学ではなかったようで

ある。岡崎教授はその点，民有林就中私有林のというか

小中痩摸経営における「物的経営計画」をとり上げてい

る（もっともこの判断は私個人のものであって，岡崎教

授はそう考えておられないかもしれない)。そしてその

内容も従来のものとは一変している。「初めて森林経理

学を学ぶ学生諸君のために，旧い森林経理学のうちの軍

吃．

ム
ゾ

。

0

無
二2． わたくしは問題を提起したにすぎなし、

（1） 「新しい学説」を提案したのでもなければ，「新

しい理論」が確立されたのでもない。ただわれわれは当

面せる問題を提起したまでである。しからぱ問題意識は

何か，それは簡単に言うなれば，野村勇氏が本誌30年

12月号において述べられているとうりである。すなわち

同氏は「･･ ･ ･林業経営の費本主義的認識と森林経理学を

支配する問題意識との間のずれである。このような両者

における問題意識のずれは，林業をめぐる経済活動の資

本主義的発展，および一般経営学,近代経済学の最近に

鐺けるすばらしい発展により拍車がかけられている。さ

らに具体的にそのギャップを表現すれば，実際の森林経

営を実行する場合，既成森林経理学はあまり有効な手段

をあたえていないといった不満である」と述べているが

問題の核心に触れた言である。

叉佐蝉授（前出）は「国諮学的林学からの解放，賀

－4－
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小沢：森林経理学と国有林経営計画

源林業からの脱却，経営経済学の確立，企業会計への移

行，林業経済の発展，人工造林主義への復帰，これらの

一連の系列は，すべて一豚の根，すなわち林業Q企業性

自覚ないしは企業性強調の根の上に生えた産物だと象ら

れよう」と看破している。具体的には嶺教授が（吉田博

士の定義を引用されての）「森林経理の形式的任務は所

謂森林経営案を編成し且つこれを繩等し更新することに

ある」と言われても，かくて生れた経営案は単なる物質

的生産計画であって,真の意味の経営案(つまり経営計

画）ではなV､，言うなればそれは施業案であろう。

（2）経済評論10月号における近藤教授並びにそのグル

ーダの方煮の林業ないし林学に対する批判をどのように

われわれは考えたらよいのであろうか。これだけ徹底的

にというよりも曲解せる林業観に対して，林学から一矢

報いる人が未だ出ないとはどうしたことだろう。まずは

林業経済ないしは林政学者から反ばくの火の手をあげて

貰いたいが，森林経理学者もこれに一枚加わるべき責務

がある。すなわち文中「林業の発達をこばんでいるもの

に官房学的森林経理学がある」といわんばかりの意見が

あるからである。その他「林材」「グリーンエージ」「林

材労働月報」「法律時報」等を枚挙にいとまのないほど

批判が出ている。そしてそれが必ずとり上げる問題は
4P

「森林経理学の古さ」である。しかもこれらが，一般の

与論を形づくる「一般誌」であるから，なおのこと耳を

傾けなくてはならない。「森泳経理学の本質を知らざる

ものの言でとるに足らない」とすましてはおれない。

このようにして林学就中森鮒径理学の屋台骨のゆすぶ

られている真中にあって，われわれは国有林の経営計画

のあり方を考えなくてはならない。われわれの提起する

問題が時には「表現の適切さを欠くこと」も叉やむをえ

まい。

そこで，われわれは，霧誰擶篭理学の最近のうごきを何

とかしてくわしく知ろうとして，教授にも計画課監修の

「経営壕簔務参考盗料」の一部として，特にドイツ方面

のうごきを一本にまとめて頂くことを再三お願いしたわ

けである。地方の方にも二，三人お願いし，すでにその

一部ほ発刊したが，尚別の一本は目下とりまとめられて

おられる状況にある。森赫怒理学関係の論文は仲食見当

らないわれわれとしては，その拠り所を探しあぐねてい

るといった有様である。

とに角ほじめに述べたように，われわれは新学説を発

表して学界を迷わそうとするような気持ちは毛頭抱いて

いない。当面せる問題を鐙超して学界の御協力を願って

いるものであることを特に強調しておきたい。

3． 経営計画に関する具体的諸問題について

われわれが考えている国有林経営計画に関連して，教

授は個灸の問題をとり上げて，たびたび「従来と何も変

っていない」ということを強調されている。この点わだ ‘

くしは従来のものとは根本的に違っているとぼ言わない

にしても，変っていると考えている。ただ教授の考えて

おられることとは大した相違はないようであり，この点

ば冒頭に述べたようにわれわれにとっては心強い限りで

ある。つまり教授ほすでに「新しい」経理学の視野にた

っての上で変っていないと主張されているのではあるま

いか。そうとすれば大半の問題は解消しそうであるの

で，殊更に項を改めて述べるまでもないのであるが，更

に確認したい意味もあり，又わたくしとしてもその考え

を一層固めて行きたいと思うので，個々の具体的な問題

について見解を述べておきたい。

（1） まず法正林について考えて承よう。法正赫のもつ

内容が時代とともに変るものであり，場所と時とを問わ

ない絶対的な法正林瀧どというものはありえないことも

承知している。しかし時とともに変るとしても，そのも

つべき条件をも適宜に変えても敢えて法正林と呼ばねば

ならない真意が了解し兼ねる。そして目標林を定めて,，

それに現実林を近づけようと努力することが，法正林思

想だということも納得できない。林業に限らずに他の産

業と錐もいずれも，一応の目標はもっている。しかしそ

れはあくまでも目標林であって目的林ではない。それは

「法正林」とか「法正赫思想」とかいう時代がかったも

のではない。言うなれば「経営者椿神」である。経済的

配慮に乏しい「汐休の空間的配列理論」は精神的指導理

念としては幾分かの効果はあるとしても実践的意義ほ少

いと思う。だからといって吉田博士の「法正林ば最もよ

き技術的組織と最もよき経済的組織とをもった森林であ

る」と言われても，その言葉のもつ意味はわかっても実

際にこれを求むることはできまい。すなわち飯島氏（林

業経済研究発表会）の言うように，最もよき技術的組織

が最もよき経済組織であるということでなければ，法正

林は成立しえないことを示しており，これはまた次元を

異にするものであるから統一するものでもあるまい。教

授もこのような厳正な意味での法正林を支持しているわ

けではない。その内容ばわたくしが言った目標林といっ

たようなものであろうし，われわれも目標林までも否定

するものでばないが，それはあくまで目安でなくてはな

らない。されば，その内容を適当にすりかえて蓑でも法

正林と呼ばなくてもよかろう。その内容にふさわしく目

標林で充分である。わたくしが法正林を否定し，法正林

思想を嫌う所以は，まず一般には森抹経理学と言えば法

正林という程徹底的にたたきこまれてきたから，その

「内容は昔のそれとは違い誉う-よ」と言っても仲々理解

されない。特に前の小論において「これを経営計画にも

琴
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ちこむことはさけて頂きたいものである」と述べたのも

法正林ないしは法正林思想のもつ実践的意溌を重視した

からにほかならない。すなわち，はじめは目標位で考え

たものも，さて画き終えて承ると，何か権威らしいもの

が生れ，遂には単なる目標にとどまらず，それは実現可

能な，否営遷見しなくてはならない目的であるかの如きさ

つかくに陥ってしもう。そして更にこのような演釈的に

定められたものを，カメラルタキセ法等による法正蓄蔵

方式によってf…が律せられて行くということにな

る。しかし夷祭には多くの場合高い目標であったため

に，結果的には麓職の形をとり，その浦珠では危険はな

かったが，必要以上に鴬職されたために，生産力の向上

にブレーキをかけるようなことになった。

しかしだからと言ってそのような研究までも否定しよ

うとするものではない。凋永の育成過程は溌倣であっ

て，いまだ収穫逓瀕測の支配する程には集約化されてい

ないと考えるが，法正林をこの収鱈逓減則に結びつけた

研究を期待したい。

，侭）生産目標つまり伐羅の決定に当っては従来とは

その考え方を変えている。つまり簡単にいえば，従来は

「供給が需繧を決める」のだとして，まず例の華純な算

術によって伐採量が決まり，これに基いて繩首計画も事

簔計画も定められて行った。これを「需要を中心とし

た」計画という考え（当然なことであるが）にたって，

しかもこれにもとづいて発生する造林,繩首その他諾盈

の計画がそれぞれの立場から検討され，最終的に予算的

制約のもとに伐蝿量が定められるわけである。しかし，

かく簡単には決定しない，この生産目標と経営計画との

関係をﾒ録しておこう。綬営計画はどのようにして決定

し進行して行くかというと，

イ目的の設定

経営目的の設定であるが，これは鍔卿的な方針と短

期的な方針とある。

ロ計画の決定

イの目的に従って第一次の計画が措定され，これは

ハ以下の修正をうけて決定を承る。

ハ予 測

経済予測はむしろイにおいて行い，ここでは経営予

測を行う。

二計画統制

ホ予算編成

へ予算統制

といった順序で経営計画は進められて行く。したがって

生産目標なるものもこれらの調整をえた上で決定をみる

わけである。

そこで具体的問題に入ってみるに，法正林は演釈的手

法によって想定されたものであるが，ここに言う生産目

標はそれとは遮っている。まず前記の梼討から生産すべ

き堂を定める。皆伐に例をとれば現実称の織茂から蓄

領・成:…をおさえ，つまり現在の林力をおさえ，こ

れを基礎にして予め決められた生窪を実行したとき生

ずべき伐跡地，それから生ずる謂建人工林の議資・成長

愚等将来の林力を趨津して幾つかの鐸をなし，他方そ

の裏付けとなる繩首計画,造*橋f画・労務計画簿を予算

とにらゑ合せた上で，これらの試算のどれを採用するか

を決定して生産目標が走るものであり，編瓢的に決るも

のである。つまり麺E体の如く当初からその量的鐡造が

行われるのではなく，帰納的に定まるものであるから，

はじめからその量的判断はできないわけである。したが

って教綬の言われるように「生産目標も鍵堯の生産ｵ毒厨

から飛躍したものであれば，絵にかいた餅で実現できな

くなる危険性を生ずる点は法正林思想と変りはない」と

いうことにはならない。すなわちそのようなことになる

主なる場合は，イ，収穫表の適用を誤ったとき，ロ，天

災その他の被害を蒙つたとき，ハ，予算がともなわなか

ったとき等であろう，イ，戸については致し方がない。

予算がつかないときは不実行ということで伐採の方も不

実行となり，実行できただけの生産目標にとど蓑るわけ

である。つまり予算統制とは，予算で事業を統制するこ

とであるから当然のことである。

尚，教授は「法正林思想こそオートメーションの理想

に通ずるものである」と言われているが，この考え方が

「法正林実現の目標が強調せられるのあまり，すべての

森林生産技術がそのために抑圧せられる」に至らねば幸

いである。

（3） 「法正林，保続，作業級が否定されたとしても大

した座化ではない」と教授は主張せられる。この辺まで

くると前に指摘した如く，教授はすでに「新しい」立場

から論ぜられているように思われる。例えばわれわれは

作業級は保続の単位と考えていた。しかるに，保続の単

位ではない地利級と取扱いを基礎とした単位としての

「加諜団」も大した変化ではないと言われる。そしてそ

の単位の犬さは従来のものとはかけ離れて大きいもので

あるがそれも大したことではなく「地域の広さは本質的

な条件ではない」と言われる。確かに本質酌な条件で朧

ないが「重要な制約条j牛となりうる」と考えている。

「緯団とは言ってもそれは｛…を大きくしただけで

はないか」という意見に対して，われわれは次のように

答えてきた。すなわち，例えば「択伐林ないし択伐赫型

を呈している」というとき，大ざっぱに言って林の中に

立って見わたせる範囲（精を1，2反歩であろうか）に

おいて，各種の令階叉は鐙吸のものが適当にスリ混って
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小沢：森林経理学と国有林経営計画

いる場合をさして言う。若しもこの場合範囲を広げて，

例えばここに100町歩の称班があり, 1年生から50年

生までのスギ人工林が各灸2町歩あて存在したとする。

この場合「地域が拡っただけだ」という説によれば同じ

くこれを択伐林と言うであろう。更にf轍,寵轌区ま

で拡大して考えれば，そのすべてが人工林であっても，

叉ﾎ剛について言えば同令淋であっても，全体からみれ

ば，やはり択伐林と言うものになろう。「広さ」という

ものは軽視できない駕要さをもっている。

（4）伐期令についても「40年～70年の如く巾をもた

せるという程鹿では大した凌化ではない」という。わた

くしは個人的には伐期令ほ重視していないがその事は別
の機会に漣るとしても，例えば30年もの巾があっても

大した変化ではないのだろうか。つまり「同一樹種にお

いて，同一地位，同一則痢のもとで，尚かつ30年もの

巾があるという伐期令の概念」が従来の経理学にあった

のであろうか。叉「直径や形質を基準とすべきであると

いう，もう一歩進んだ考え方も捲蒸されている」という

が，択伐満就中照査法ではそのように説かれていること

は承知しているが，皆伐による人工淋にもそのように言

われて.いたのであろうか。輪伐期はf饒級において傷綴
をばかるために殊に皆伐林にその必詞生を感じてきたが

巍受は「輪伐期を廃した点も，従来の繼里学者の中に輪

伐期無用論者もあるので，特にとりたてて新しいことで

はない」と言われる。これも択伐林についてはその通り

であって，国有林に鎧いても採用していないが，皆伐に

よる人二口休にもそのように言われていたのであろうか。

（5）わたくしが澗桑経営学の必要性を強調したのに対
して謝受は「小沢氏の論文によれば（森料言f画は）経済

学の専門家が適任であるといっておられるような感じさ
えうける」と述べられているが，それは誤解にもとづく

所感だと思う。私は経営学の箸識を大いに導入しなくて
はいけないことは強調したが，林学以外の人に求めたも

のではなく，森;維理学者が進んで吸収されることを願
ったのである。現に混麗されている所謂凋識営学昔と

称せられる人友はいずれも,稗学出身であるのみでなく，
森$…学者である｡叉巍受はプリンクマン．エーレポ
ーのことに触れ，磯辺教授が「経済学者の説く農業経済

学が農学技術の理解が十分でないため，現実と遊離する

傾向に向うこと」を警告されたというが，これらの人を
はいずれも豊かな体験の持主であり， したがって磯辺
教授がそのような失言をされることはあるまいと思われ
る。すなわち，チユウネン朧自ら農場を10年間経営しつ

つ精細な押記を用い，その費料によって後の理論的研究

を完成しており，エーレボーは40才になるまで農業経営

の実務に桃っており，またプリンクマンも豪農の旧家に
生れ，7年間実地に農業に従事した後大学教育をうけ，

学堺に入った人である。これらの人,々の理論的研究の基

礎には豊富なる簔証的研究力揃提となっている。わが国

において料錐鍔学の樹立に向って嶽筐せられている人
人の多くは，かつて国有林に職を奉じていたことを思え

ば，巍受が心配されるような「舞莞と遊離する」ような

ことはあるまいと考えられる。

（6） 「近代的森林調査法」についてわたくしが楽観し

ていることを指摘され警告された。すなわちその精度に

ついてわたくしが「信頼度95％誤差率10％で十分で

あり」そして「森林計画の基礎数字はこの程度の精度で

十分でああ」と言明したと述べ，教授は言紫鋭く「私の

数理統計の智識では到底理解しえないことである」と非

難された。わたくしはこの方面の智識は極めて乏しいの

で，表現の適切さを欠き誤解されたのではないかと思う

ので補足したい。

イまず教授は，われわれ力諺謀彦菅えている精度は，

現在の識上方式による織吏位だと毒つれているが，実は

われわれは環庄の国有林の蓄積識査の穏菫がどの位のも

のか残念ながら確認していない。教授の言われるよう

に，現在穏吏であるならば，急いでこのような調査はと

り入れなくてもよかろう。しかも現在大阪,畳野，東

京，秋田の4局で，溜鐘区を単位として近代的燕#調査

法を詞施しているが，現在の積上げ方式より経費が嵩む

し，功程もあがらない，にも拘らず敢えて断行する所以

は精度が現在より向上するということと，箸観性ある数

値がえられるということにほかならない。それから富士

山の五合目附近も東鰄鄭良の満湶も同じ精度にやる必要

はあるまい。州痢とその累琳のもつ性賂に差をつけ，第

一種赫は15％，第二種蕊林は5％,第三頑蕊琳は10

％の誤差で一応はじめて染ようとしている。したがっ

て全体から承れば7～8％にとどまろうか。

ロ成窪を差引計算によって算定するかのようにと

られているが，それだけではない。全スポットの或る本

数について成鐸垂を入れ，両者の調整を図ることとし，

差引計算によるときの数値及び計画に実喋に用いられる

数値は謬瑳の下限の数値を用いることとしている。

ハわれわれがこのような謬籠篝事で満足しているわけ
● ● ● ● ● ● ● ｡ ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ◆

ではない。現在の予算ではこの位がギリギリであるから

これで出発するわけである。将来技術も熟練しかつ空中

写真が安く出来上れば更に精度は向上しよう。叉何より
も「客観性」をもった数値だということに大きな期待を

よせて敢えて「森林計画の基礎数値」にするわけであ

る。例えば橘をわたる場合にも，その安全度がわかって

おれば安心してわたれるというものである。わが国の蓄

積が60億石といわれてもどの程度の精度のものやら確
認されていない，にも拘らずこの数値を基礎として「森

林計画や林政」は不安のうちにすずめられている。この
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場合この60億石は信霞度95％，謬籠讓蕊10％と標示され

ていたとすれば,そのことを考慮して,安心して燃政が
進められること恰も「橋をわたる」と同じである。10％
の誤差があるから士6億の巾がある，だからと言って心
配ないという「数学的証明ができるか」ということは見

当ちがいの論になりはしないか。

ニ トランシツト澗腫にもコンパス測量にも免諭誤差

がある。われわれが注意して行った全林密顛査でも4
～6％の誤差があった。教授ばおそらく2％認蓬（スエ

ーデンではその程度におさめている由）にならなければ

簔麺すべきでばない，つまり「国有林で実施するのは時

期尚早なり」と言われるのであろう。ただわれわれは現

在より樹童が向上するならば，一日も早く実施して行き

たい，つまり謡責調査というようなものは，常に実淡だ

と考えているから，そして何辺か繰り返して正しい値に

近づきたいし，一日も早く主観的調査という「精神的苦
痛」からのがれたいと思う。

ホこの瀞琵は濯蓑区までとし，小班毎には従来の積
上げ方式による（それも第一分刻に重点をおき他は目測

叉は差引計算による)｡したがって4班の集計値とは一

致しない。そして例えば伐採量は濯営計画において与え

られるから，篭鎧区毎には与えられただけ伐採すればよ

い。仮りに10ケ赫斑の{謡旨定があったとし，調毒昔

力過大に見積っていたときは，この10ケ林班伐っても与

えられた伐癌はまだ譲っている，この場合は更]こ2ケ

なり3ケ制班追加して伐ってよいわけである。つ玄り上

からの数値を橇慣する限りこのようになる。このことが

「小班毎挺ほそんなに金をかけた調査はいらない，事業
計画をたてるに必要な程度で充分である」ということで
ある。

へ 「小沢氏が時代おくれで無用となったと麓見され

るドイツの龍塁壁学は，霊や成長量の内容をもつと錘勺

に把握すべきであるとの努力をしている。どちらが果し

てi拳した考え方であろうか」と述べられているが，こ

れは要するに「木材に貴重性」を生じたから勢いそのよ

うな舞討を必要としてきたもので，経理学の発達がそう

させたのではない。

ト とに角現在大学や研究所において，このような新

しい識調査法を研究している人公の多くは，かつて国

有林に職を奉じ，身を以て現在の積上げ方式の行詰りを

感じた人交である。巍受がこの新しい森林調査港の導ス

に極めて僕重であり,・グリーンエージ9月号における座

誇の蓑雲をみても，非常に消溌勺であらせられる。是

非薩逗頁にたって，この調査港の聲及のために一肌ぬいで

頂きたいと思う。

切巍受が即断による誤解をされている点が誉Fある

ので，その2，3について弁明しておきたい。

イ 「このような上位計画さえあれば，一調湘ﾂf有者
や一濯営区の生韮葺汁画が不要であるということであれ

ば，断じて同意できない」と言われているが，そのよう

なことを述べたことはない。教授は上位計画C休政計
画）下位計画（経営計画・頚業計画）を混同されてい､る
のではあるまいか。

口 「国有林は毒終として捗燦資本の立場をとって.．

．．」を直ちに「黄本家的瓶鎧」と即断され，私企業的に
利潤を追及するのだと誤解されている。国有林そして公
企業の立場は，しかく簡単に割切れるものでないことは

今麺tぺるまでもあるまい。これは官嗜蕊羅鴬から公企業
へと錨蔓した遮径を述べたものである。

ハ資料18に「国有ﾎ確営は繩攻に奉仕すべきもの

である」と書いてあると即断されている。資料18には

「…･一般林政のために奉仕すべきは当然であるにして

も」と書いてあり繩攻にのふ奉仕すべきだとはしていな

い。尚教授は「繩攻に奉仕することは国家に奉仕するこ

とである」と理探し，国有林ば国民に奉仕すべきである

と述ぺられている。今日の自由資本主義国における経済
体制下にあって，特にわが国において，柿攻に奉仕する

ことが直ちに国家に奉仕することを意味するのであろう

か。柿攻は国家ではなく国民の隔祉職僅のために遂行さ
れているものと考えている。

4． 二つのお願いと一つの提案

以上くどくどと弁解めいたことを述べてきたが，ここ

で麹受に対するお願いと今後とも御教示を頂きたいので
一つの捲落をしたい。

（1）二つのお願い

イ糊経理の浸近のうごきを，ドイツ方面と日本と

にわけて，そのアウトラインをお教え願いたい。Abetz

謝受の論文を中心としておすすめ頂くのも滴蒜である。
ロ麹受の熊想せられている「新しい衣をつけた経理

学｣の体系を速かにお示し願いたい｡謝受の織観が提示
されれば，このような論議も，もつと建設的な方向に進
むような気がするので是非お願いしたい。

②一つの提案

林業経営，林業経済に関心をもっている人をで「林業
経済研究会」が作られており，私もその末席をけがして
いる。現在では地方会員も久れて50名を超えている。

何時も白熱的な論議が行われている。森林経理学専攻者

の集いにおいても，さぞかし活気を帯びた討議が行われ
ていることと思うが，われわれのような実務者も加えた

研究会を設けて頂きたい。例えば森林計画研究会という
名称の会はすでにあるので，森林経営計画研究会でもよ
い，とに角､院者と実務者との大いに討議する場をもち
たいと考えるので教授の斡旋をお願いしたい。

最後に重ねて教授の稜極的な批判並びに意見に対して

厚く感謝を申上げる。折角の批判に対して反裁畔Iのよう
な形になってしまい，礼を失した点もあるかとも考えら
れるが，表現のまずさについてはお許し頂きたい。

今後とも積極的に御協力下さるようお願いして回答に
かえる癖である。

底。

、

守

垂
巳

･----‐8－－－‐

Ｌ



I

て年中行事として，新年祝福の形式となれり。此形式が

叉時代の推移と文化の進展とに伴ひ，遂に新年に於ける

一種の装飾となり，互に其の美観を競ふに至れり。抑も

門松の由来に於て，既に黒木の門を形どり寿命祝福とし

て，之に松竹を用ひたる所以のものば，蓋し松の雌粛な

る竹の柔順にして堅忍なると，其深淡なる葉色の万世不

変なる他樹に領を見ざる所にして－中略一一最近之が

廃止を唱導するものあり。然れども之等㈱何れも門松と

して，松林の利用上より起れる経済問題に基くものにし

て，将来之力剰用宜しきを得ば，門松なるものは，林業

上の立場より寧ろ悦ばしき現象なりとす。

§2 F班の種類其他

種類 枝の階数枝下の長
嫌 刈 2階
切 留 同 1．2尺
小（6本ともいう） 3階 4．5尺
中（4本ともいう） 5階 5.0～6.0尺
大（2本ともいう） 7階 6．0尺以上

以上の各種を大正13年度,東葛鰄‘より東京市に移

出せる数量の象にて，30,100円35．同年鹿東京市の千葉

県下より移入せる数量は，約30万組（1組2本）を下

らざるものの如く全需量の9割を占む。

鎌刈・留刈は3．4～5．6年以内の天然下種造林の密

林中より疎伐木を利用しつつあるを以て，天然下種林の

整理・撫育を意味するものなるを以て，伐採に当り残存

木の配置を考慮するを要するに過ぎざるも，大・中・小

3階・5階のものは，10～17．8年生なるを以って，普

通経済林の利用としては早期に失す。

要するに疎伐木はF遜に利用せざれば，薪炭に乏しき

地方である関係上，薪材に利用するより途がないのであ

る。（以上沖氏の調査並に所見）

§3門松に対する賛否両論

門松に就いて賛否両説が激しく対立して，何れが是か

否か昏迷して居る現代世相であるから，今参考迄に昭和

30年10月23日，丁度去年の今頃の東京毎日新聞に投

書せられた，賛否両説の記事を転戦し，尚米国の「クリ

スマス・ 1､リーの林業」を記し，最後に是れを結論した

いと思う。

門松廃止運動是か否か

A[反対〕

気が早いようだが，××采で婦人団体が先頭に立っ

て，次の正月から門松を全廃する運動をやるそうだ。

しかし少し行き過ぎの感じがする。門掻のないお正月

は，想像しただけでも殺風景でさびしい。全廃して門

松の絵でも印刷してはりつけるとでもいうのであろう

か。家庭相応なF班は，正月の象徴として残しておき

たい。ふだんの心がけ一つで，門松に使うぐらいの松

ばどこにでも植えておけると思う。

何にもかも割切って，条理に当てはまらないものを

やめたら，人生なんてつまらないものになってしま

門 松
Ａ
Ｎ
Ｕ
ｌ
Ｎ
Ｗ
Ｎ
凸
同
凹
Ⅸ
１
１
ヵ
日
圃
雨 附クリスマス

トリーに就いて
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例年のように新年が近づいて来ると，今年もまた来

年のF瀝について，賛否の両説が，育林・森称資源の確

保・山林の荒廃・精神的象徴等から，新聞紙上その他で

論議せられ，また対立することと思われる｡

松は古くから御目出度い木として，数多く詩歌に歌わ

れたばかりでなく，其の花に就いてさえも「をしなへて

木のめも春の浅承どり松にぞ千代の色はこもれる噺

古)」などと読まれ，叉俗謡・花に縁のある花づくしに

も｢松の緑町常盤町｣などと俗調化されて,門松賛成論

者の根拠となったようである。今弦に沖忠吾氏の「東京

市に於て使用する門松生産地の生産状況並に其林業上に

及ぼす影響」と題する論文（山・大・15．4．521号）を

原文の儘抜華して，門掻の起源と逸興を添えることとす

る。

§ユ門掻の起源

門松の起源審かならず。無題詩の自注に「近来世俗門

松云盈」とあるを見るも延久･承保の頃より始まり，当

時松の承を立て，其後応永の舅より竹を之に添へたるが

如し。而して世諺問答古歌に「鹿が門松云盈」「藤原の

為平の都の春」と題する歌に「賎が門松云を」平田篤胤

全集徴古歳時記に「門樫は元来古の黒木の門の形ならん

と思わるる，其黒木とば今日は伊勢神宮の承にして，其

名残りて，延暦儀式に云な」とありと。叉本朝無題詩推

考言の詩の自注に「近来世皆以松挿門戸而余以榊換之云

云」とありて，古は禁中仙洞職家等には，門松を立てし

例なく，之に換ふるに緬を以てし，門松は専ら民家に於

て立てたるものなるが如し。叉門松を立つる意味に於て

ほ，古書艇「鴬師宗風には正月に松を立てず。其他の宗

にほ寿命を松にあやかりて立つる云凌」とありて，松は

千年の寿命を，竹は万年の寿命を祝ひたるものなるが如

し。蓋し年頭に当り門松を門戸糎立つることは，本邦特

有の慣習にして，諸外国に其例を見ざるものなるが如

し。而して之等古例が，最近に至り更に発達し，上下貴

瞳を間はず，神社仏閣津灸浦念に至るまで，汎く之を立

＝

1，

一

－筆者・林野庁林業発達史調寶奉
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石川： 門 松

を来す事があっては不都合であると，心配して居る。

そこで今日では，↓鰯Uに「クリスマス・トリ戸林業」

とも云ふべきものが行はれて来た。例へぱ過去2年間に

「オハイオ」の地主は，百万本の唐櫓を植へた。而して

2沢～5沢のものは可成り良い値で売れる。かくして岩

石地でけわしい地叉は荒れた畑は，価値あるものとなっ
た。中高蝿方でもやはり畑に栽培して，4眼，5限のも

のは，昨年1株5弗に売れた。

植栽法。2年生苗は列間を1沢,苗間を3吋とする。

而して之れを鴎臘とする。

§7"JII時代の門舩の制限

丁鹿今年から250年前，即ち宝永3年(1706)に門松

の制限令が，森林の保護･箸侈の戒め・悪徳商人の撲滅
の手段としてか，相当古い時代に門松の制限令が発布さ

れた。

○門松制限令

門松例年大きく有之候間，来正月より小さき松を立可

申候,大きなる門松堅商売仕間舗旨，町中可相触候。

§8緒 び

以上より察するに，門松の起源はそんなに古いもので

はなく，最初は之れを門戸に立てて「松は千年の寿命」

を新年祝福の厳粛な表象としたものであるが，次第に一

種の装飾となって，遂に甚しきは商店叉は商店街にあっ

ては，宣伝・売出等の具に悪用せられ，たがいに美観を

競うようになった。ここに門松本来の神聖な象徴は次第

に俗頚こして来たことは，クリスマス・ツリ戸と同一の

歩象を辿って来たようである。

我が国に於ては既に今から丁度250年以前に，門松の

制限令が御l1蕊府によって発布せられ，叉最近に於ては

廃止論さへ盛んに唱導せられて，賛否両論が激しく対立

するに至った。米国に於ても我が国とほぼ同擬に神聖で

あるべきクリスマス・ツリーが，近年（約30年前）美

観化・装飾化されて真の目的を失い，真面目な人達をひ

んしゆくせしむるようになった｡総べての事は,Thesis

からAnthesisの経過を辿るように，門松の賛否両論の

対立する現今は, Anthesisの末期であって，もう今年

あたりは, SytheSisしなければならないと思う。

資料は少ないが，筆者をして判定せしむるならば，

§1･93A．§4･95･96･97等の諸説から或る目

的のために，門松が極端に美化･装飾・宣伝等に利用せ

られないで，神聖な新年の祝福の表象として立てられる

ことは何等差支えないことであって，松林の更新・撫育

の観点からは却って奨励すべきである。§3Bの廃止

の主目的である林野庁の計算は，何所で叉誰が計錬した

のか判らないが，こんな数字は出て来ないと思われるも

投書者は現今の門松其のものの俗翻上を嘆き，林業本来

の目的を余り考慮しないで廃止を主張して居られるよう

である。

最後に日本でも誰かオハイオの地主のように，「門松

林業」を試験的に経営して戴くことを切望する。

う。クリスマス・ツリーに限りない神の愛を感じると

同様に，我食日本人は門松のあの理屈のないおめでた

きに， 日本再建の新年を祈念すべきではないだろう
か。（白河市・市会議員・岡崎淑郎）

B [賛成〕

林野庁の計算によると，森駄資源で門松に使われる

のは291,600石，クリスマス・ツリ戸には4,600石

で，家に換算するとユ2坪の家が4,753戸漣づそうで

す。東京では主婦連f震が業昔のトビ職代表と懇談し

て，山もとで代らないうちに識礎護を呼びかけまし
た。

モグリの盗伐は，もつと取締ってください。また都

市ではお祭りの寄付のように，強制的に飾られるとこ

ろもあるそうですが，住民の自覚で改善すべきです。

私の家は戦争中の習慣が続いて，いまでも門松を立て

蓑せん。しかしいつもなごやかなお正月を楽しんでき

ました。門松廃止を強制するのも考えものですが，資

源愛護という廃止運動の趣旨には賛成です。

（杉並区・主婦・下田美代子）

尚投書者を失念して申訳ないが，毎日新聞の昭和29年

11月2日付の記事中に，松林の撫育上の見地から門松を

論警られたものがあったので，之を原文の儘抄出転載

し，併せて筆者不詳なるも大正時代の記事中に，「松林

の更新」と題する一種の天然下種造林法があったので，

之亦原文の儘記するこ.ととした。

§4門松は松林の副産物

前略一fl松が1.5尺から2.0尺位いになると毎年
「すぐり伐り」といって，惜しまずに間伐しなければな

りません。そして1丈2丈になってもこれをつづけ，最

後に1反歩100本前後にしなけれぼ，良材を得るだけの

幹の太い松にはなりません。間伐を借むと，ヒョ戸ヒョ

ロとした木になって，雪など降ると曲ってしまいます。

昔から樹生が小さくては良い松林が造れないとか,松林
の中は「萱つけ篤」が自由に歩けなければダメだとか云

われてい蓑す。－－後略。

§5松林の夏噺

昔は松林を売ると，山師が山の神榛に， 1，2本を伐

り残して差し上げたもんで，松の林力喧ぐに出来ました

が，近頃は世の中がセテ辛くなって，山師が神穣に木を

差上げませぬので，とんと松林が生えなくなり蓑した。

§6 クリスマス・トリーの秘薬

Americanfores"andforestlife10, 1925

山・大・15．3．520号野営定滋択

古い習慣であるクリスマス・トリーは，近年盛んに用

ひられる様になって来た。

クリスマス・トリーに用ひられる桜鍾は，唐檜･樅･松・

ビャクシン等で天然生の識くを銅反してくる。然し今日

では，段灸と伐り尽して来たので，山地礎裳の恐れを感

ずるようになった。叉一方真面目な人は神聖であるべき

此の表象木を無郵な商人等に依って託伐され山野の荒廃

＝
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の目標の下に綜合的に運用されるべき性柘のものである

と考えられる。叉山村の振興は民有林だけの問題でな

く，国有林．民有林を通じて統一的に実現されねばなら

ない。それ故にこそ国有林経営の一つの重要な目標が，

国有林の所在する広汎な地元山村の振興であったのであ
る。

以上述べたような意味における林政の新方向が，林業
敦良普及事業の拡充，新農村建設及びこれと関連する綜

合的山村振興対策の推進,地元施設の拡充及び官行造林
事業の拡大を通ずる国有林野の民政協力等具体的施策を
通じて，一歩一歩前進しつつあるというのが， 1956年

の林政の特徴といえるであろう。

叉このような動きと関連して，戦後数年間のとにもか

くにも森林危機を回避するための消極的盗源政策から，
績極的長期需給対策へと転換すべく検討されつつあるの

も今年の特徴といえよう。即ち，最近の日本経濱のめざ

ましい発展そのままに木材消費量の伸びも著しく，これ

らの傾向より判断すれば，40年後の昭和70年の木掴需

要量は約2億8千万石と推定され，これに対し供給錘は
今後人工造林地を拡大したとしても6千万石程度の不足

を生ずることとなるが，このような事態に対処するに

は，次のような諸施策を計画的に推進するよう長期の対
策が必要とされる。即ち，当面林道の開設，木材利用合
理化，外国材の輸入等を強力に推進する必要があること

はいうまでもないが，長期の対策としては，人工造林地

の拡大（この一環として特に民間資金導入による収益分

林政部関

吉原平二郎

1． 経済政策としての林政

1956年の林政は，1955年の林政がいわば平穏のうち

に幕を閉じたのに比して比較的活溌であったといえよ

う。それは，ここ数年来新しい林政の胎動ということが

いろいろの面で取り上げられ又論議されてきたのである

が，本年においてそれがややはっきりしたかたちをと

り，林政の基調となりつつあるということである。この

新しい林政の基調とは，澗政の擬源政策から経済政策へ

の方向であり，その目標はいうまでもなく林業経営の経

済性の確立と山村の振興の二点に向けられるものであ

る。このい承で林政の対象は，従来の属物的行政から属

人的行政へと転換されつつあるということができるであ

ろう。従来の林野行政は，森林費源の維持培養と国土保

全という使命をかかげてその公共的性格を強調し，森林

計画制度を蕊礎に,造林治山林道等の公共響喋による財

政投資を中軸として推進されてきた。又これとは別個に

山村民の経済の向上を直接目標とする政策として林業改

良普及事業が実施されてきた。しかし公共事業といって

も造林林道等はいずれも個人の経済行為と別個のもので

はな･く，山村経済の全構造に至大の影響をもつものであ

る。その公共的要因と経済的要因とは必ずしも明白に朧

分別し難い。公共事業も林業改良普及事業もともに一つ

二

－11－
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収方式による造林を推進する造林事業団の構想が検討さ

れている）林木育種事業の湖上,育林技術の改良普及等

を積極的に進める必要があるとしている。いずれにして

もこれらの施策は今後逐次具体化するものと思われる。

以上は1956年の林政のいわば基調とも考えられるも

のを大綱巴に述べたのであるが，林政の個灸の問題につ

いては本誌の他部門において詳細に取り扱われるので，

ここでは特に二つの問題即ち本年成立した公有林野官行

造林法の一部改正及び新たに発足した森林開発公団につ

いて以下簡単に説明することとしたい。

2． 官行造林事業の拡大

（公有林野官行造林法の一部を改正する法律）

公有林野官行造林法というのは，その古めかしい題名

の示すように，大正9年に成立した法律である。爾来30

有余雫間にこの法律に基いて官行造林晋I操が実施されて

きたのであるが,今回その一部を改正して，事業の対象

を従来の公有杯野から，いわゆる部落有林と，水源林造

成予定地の私有林の一部にも拡大することになった。こ

のような宮行造林事業の質的拡大ともいうべき重要な改

正の機会に，宮行造林事業の沿革なりその造林政策とし

ての意義なりについて考察して承たい。

（1）官行造林事業の沿革

官行造林事業は，明治40年代の治山治水の政策的要

求に基く森林治水事業としての造林施策の一連の発展で

ある。森林の荒廃が洪水の原因であり，中でも公有林野

が最も荒廃しているというのである。大正9年の立法当

時朧，約33万町歩の公有林野の造林を15年間に行う

ことを目標としていたが，必ずしも順調にいかず，本年

度をもって，当初目標がようやく終了する予定になって

いる。しかし乍ら当初目標を終了することによって官行

造林事業は消滅するわけでなく，むしろこの事業の継続

実施が公有林問題の一環として，29年頃から考えられて

いたのである。たまたま昭和30年初頭，河野農相の「国

営造林」の織想が出され，宮行造林事業は，その一翼を

になって更に拡大されることになったのであるが，今回

の改正も，本来の公有林問題の一環としての宮行造林事

業の任務と，国営造林織想の延長としての意義との二つ

にもとづくものである。

②官行造林事業の造林政策としての意義

第1ば,官行造赫鐸が,一般の借地ﾎ鐸や分収造林

とならぶ分収方式fこよる造儲雲であるということであ

る。このい象において一応経済事業としての溜態をとっ

ているのであるが，問題は果して経済ペースに乗ったも

のであるかどうかということである。この点について

は，沿革でのべたように官行造方織のそもそもの発端

が治山治水という公共的施策の一環として行われたもの

であり，かつ，それ力端に公有林についての象実施され

てきたのをみてもわかる通り，国の収益事業として採算

をとることを目的とした事業でなく，国が一定の負担を

負った，高度に政策的な事業であることを示している。

はっきりした収支の計算をすることは困難ではあるが，

5分5分という分収歩合が，相手方にとり一般の補助事

業よりかなり有利であることは否めない。従って，今回

水源林造成予定地の私有林の一部に拡大されたのは，こ

のような基本的性絡に基き，水源林造成事業のような造

林事業としての公共性も叉その鐵荷的困難性もより高い

ものに対する造林施策として最も妥当であるという考え

にもとづくものであって，水源林造成事業に童で林業の

経済性を貫徹しようとする意図に出るものでばないとい

えるであろう。第2は，宮行造林事業の造林施策として

の特徴は何かということである。それは，一つは，国が

営林局署の組織と痴侭を動員し，その負担において責任

をもって造林地の管理経営を行うのであるから，造林准

進策としては最も適切確実，妥当な方法であるというこ

とであり，もう一つは，相幸方は土地を提供しその管理

経営に協力するだけで，収益の半分を坂得することがで

きるので，造林についての知識経験に乏しく，資金のな

い者でも，この方法によれば林業経営による収益を得る

ことができるし，国もまた，その収益を期待しつつ森林

資源の培養及び国土保全の目的を達することができると

いうことである6そしてこの故にこそ水源株造成予定地

の私有林の一部に対.してもこれを拡大する必要性と妥当

性を主張することができるのである。

（3）改正点の概要

改正点の第1は，部落有林に対して拡大したことであ

る｡その理由は，公有林問題の一環としての部落有林の

高度利用，従ってそれに対する造林推進が必要であるこ

と，実質部落有林でも市町村の所有名儀になっているも

のは，従来でも宮行造林の対象になっていたのにそれ以

外のものはできないという片手落があったことの二つで

ある。改正点の第2は，水源林造成予審池の私有林の一
部に拡大したことである。水汲繩苣成簔の一翼を官行
進那緯業がになうに至った繕固なり毒琵については既に

のべたので省略する。ここに一部に拡大したというの

は，公有林野叉は葡辮有繩野と「併セテ造林スル要アル

モノ」と隈壱しているからである。

3．奥地林の開発（諺銅境発公団法）

（1）森林開発公団法成立の背景

わが国の森耕蓄鎖は66憾石といわれているが，利用

可能林は約63億石あり，その中既開識*は26憾石で

全体の39％にすぎず残りの37億石は稀首の開設によ

って始めて利用可能のものである。その中繩道延長によ

＝
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ーり開発可能のもの25億滴，林道新設により醗箔可能の

もの12億となっている。このような森休資源の開発が

いかに棚首に依存しているかがわかるのであるが，これ

を完全に開発するには，民有林で7万9千粁，国有林で

3万4千粁の繩首を必要とする。このようないみにおい

て既にのべたように長期需銅策の一環として繩首の開

設が特に取り上げられたのである。民有林道について

は，公共事業費による国庫補助が行われているのである

が，その質的量的限界によって錨の目的を達しえず，

里山の過伐度をますます進行させているのが環伏であ

る。濃琳漁業金融公庫による融資繩首についてもほぼ同

様のことがいえる。ここに新たなる政策的投資を期待す

る余地があったのである。たまたま余剰錘物資金を森

林開発に使用するという方針が打ち出されたことは，ま

ことに時宜にかなったことといわなければならない。凡

そ以上のような背景の下に，森林麗発公団の設立を承た

のである。

②森林開発公団の業務

蓑ず公団の事業の対象地であるが，これは森林開発公

団法第1条wこ豊富な森林資源に恵まれながら立地条件が

悪いために開発のおくれている特定の地域を急速かつ計

画的に開発すると明記されているように，熊鋤11流域地

域及び劔山周辺地区に限られている。業務の内容として

ば，第1に，いう蚕でもなくこれら特定地域の獄道§総

事業である｡その計画は,全隊計画(31年以降3年間）
として，沫道延長は熊野地区195粁（事業幾約22億円）

劔山地区60粁(事業蜜約6億7千万円）となっている。

この黄金はいうま:でもなく余剰農産物資金融通特別会計

からの借入金でまかなうの:であるが，その彼還条件は，

年利4分15ケ年年賦であるのでこの償還に見合うよう

に公団が事業菱を回収する予定になっている。これは

国，県及び地元受益者が分担することになっている。業

務の第2は，林道の管理事業である。公団はその開設し

た林道を自己の施設としてその支配下におき，その経済

的価値及び物理的騨自の維持保全を図り，一般利用者の

利用を確保するわけである。業務の第3は，造林事業で

ある。公団による林道の急速な開設は，当然に相当大規

模な伐採を伴うであろうから，公団の資金及び技術を提

供することによって開発地域における伐採跡地の造赫を

推進することは当然のことであろう。この事業はもっぱ

ら土地所有者の委託によって行うが，その事業量憾，さ

し当り両地区で約3600町歩となっている。

（林野庁林政課）

縁，

、

r
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もう戦後ではないという林業の現状認識は，林業経営

に対する政策の上にも現われはじめてきた。伐り荒され

た山林の復興という見地から直纈勺に森林そのものを対

象としてきたいくつかの政策のうちに，産業としての林

業の発展という考え方が次第に強く意識されるようにな

ってきた。たとえば，伝えられる森林計画制度改正の構

想などはその具体的な一例としてあげられよう。この林

業経営に対するﾀ郷からの規整とも承られる森林計画制

度は，実施後今年で5年目となり第1期の編成を終了し

た機会をとらえ，その改正力澗題とされるに至ったので

あるが，改正の基本線として，現在の消極的な資源現状

維持計画を，積極的に生産性の向上をめざすものとし，

その手段として，自主的な経営意欲に基く合藍郵勺経営を

進展せしめるべき指導行政に重点をおき，行政上の監督

は必要最小限度に止めることがあげられている。改正が

実際にどういう形になるかは，これからの動きを承なけ

れば分らないが，いずれにしても，国土の保全と資源維

持のための伐採規整というこれまでの基本線が，林業経

営の経済性の確立とか，産業としての林業の発展といっ

た経済政策の一環に相応しいものに一歩近づくものにな

ることが予想され，また期待されている。

これとは改正の動棲を異にするが，その内容において

林業経営部門

大内 晃
1

エ

今年の林業経営の活動ぶりば，かなり活溌であったと

いえる。その主因は,一般経済界の活況に伴って，建築

用材，包装用材，パルプ用材,坑木用材等に対する需要

がいずれも増加したため材価が数年ぶりで上昇に転じた

ところにある。この棚而の上昇に東職されて，用材の伐
採量も前陣に比しかなり増加しているもようで，一部に

貨車輸送の逼迫という障害があるにしても，全般的にい

って，山林所有者にとっては，28年以来，久し厚りに迎

えた明るい年であったといえよう。このような喜糖を反

映して，進淋もますます好調を示し，長い間の懸案であ

った戦争に原因する伐跡地の造林が今年ほぼ完了したば

かりでなく，挿来の拡大生錘のための赫種岻換造林も増

加したといわれている。こうして，「もう戦後ではない』

という経済白書の塞見が，ホ撚営においてもそのまま

あては煮るようになったとゑるのは,搾鴬生産の長期性

からして，多少問題はあるかもしれないが，大体妥当な

みかたといえそうである。

△

、

、
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深い関連をもつ国有称径営規程の改正の動きも，今年の

大きな話題であった。この方も今年は準備段階で最終的

な決定を象るにはまだ多少の曲折があるであろうが，す

でにかなり具体的なところまで固っているようである。

その内容を蕊ると，保続の単位を従来の作業級または経

営区から，民有林を包含してのかなり大きな面積を占め

る保続計画区にかえるとか，需要の伸びを考慮しての標

準年伐量の評定とか，空中写真，標本調査を応用する森

林調査法の採用とか，立地級に応じた経営計画の樹立と

か､,ったことがうたわれており，その進歩的な構想は，

保守的な国有林関係としては型破りの観がある。それだ
けに，一部のものからは多少不安の念をもってみられて

いるのは否定できないが，国有方罐営の現状とか，国有

林に課せられた使命にマッチした経営案を作ろうとする

意図は高く評価されるであろう。これについてば次節で

研究の立場からのべることにする。

今年の国有ﾎ撫営は，昨年の収支逆調のあとをうけて

年度当初より戊立予算(予…409億,実行予算388

億）を澗度に計上できないでかなり圧繩した形（実行予

算367億）でスタートしたのであるが，前述したような

材価の上昇によって大体成立予算の線まで拡大Lうる見

透しのようである。なお，国有詠野琴礫腱釧会計におい

ては，今年4月より計理の面で劃期的な敦正が行われ

た。それは，勘定組織を澗轄計の特銅生に適合するよ

うに改めたことと，従来単式鐙で計理されていた日,々

の嘱奪の盤狸を…計の採用によって複式簿記による

単鈍な経理に改め，営ﾎ樗長がいつでも自署のそのとき

の経営成績なり財瑛伏態をしることができるようにした

ことである。この改正は，国有林の経営合理化に少から

う舂与するものと思われる。

n

滴鑑経営関係で今年発刊された著書としては,野村進

行氏の林業企業形態論,松島良雄氏の林業経営形態論，

子幡弘之氏の国有群経営計画，曳地政雄氏の立木価絡評

定論高橋七五三氏の林業経済の基礎理論等があり，例

年にない賑やかさであった。野村氏の著書は昨年の林業

経営経済学に続くもので，氏の意図されている林業経営

経済学大系の第2部にあたる。本書では，一般の謹企業

および公企業についてもかなり詳細に説明されている

が,薯者が最も力をいれているのは公企業としての国有

林野事業の理論的解明である。野村氏はここで,林業国

営の基本的梗拠として，林業経営に課せられた国民の経

済的福祉向上という最高目的を頂点とする対内的・対外

的任務群，すなわち，林地生産性の向上，経濱性および

計画性の確保，公共需要の充足，保安性の維持増進，関

係住民の計画雇傭ならびに生活の安定向上，財瑛Ⅸ入の

獲得等の達成をあげ，さらに，これらの任務群のうちで

もはじめにあげた二つの対内的任務を完全に達成すれば

他は自動的に達成されるから林業国営の根源的根拠は，

林範生産性の向上と林業における経済性および計画性の

確保の二つに集約できようとのべられている。氏はこの

見地から国有林の過去を批判し，今後の在り方を論ぜら

れているが，これらの任務群の達成のために国営が適し

ているとしても，氏が自ら批判されているように，国有

林経営の過去をみると，計画性の確保以外の目的群につ

いては期待に応えるだけの業績をあげたとはいいがた

く，むしろ問題は今後に残されていると象なければなら

ない。それはともかくとして，この本でのべられている

ような国有林の意義なり在り方が関係者に充分摂坂され

るならば，こんな文句をならべる必要朧なくなるであろ

う。

松島氏も林業経営形態論のなかで，赫譲における公企

業の意義について論じ，今日，林業に鐙ける公企業存在

の主要な理由は，それが国民経済の発展および安定のた

めに必要であり，その必要の限度において存在の意義を

もつとのべられている。すなわち，第一に，国民経済の

発浸に伴う林産物需要増加に応えるには，林業の低生産

力の向上，とくに奥地林の合理的経営が必要だが，それ

を直接かつ合目的に行いうるのが国有林経営であるこ

と，第二に，林業経営でばピグーのいう社会的限界純生

産物と私的なそれとが一致しないことが少くないこと，

第三に，ケインズのい､うような公共投資のもつ意義，と

くにこれよりする林木生産および加工段階での雇傭の増
加と髪走をはかるための三点をあげておられる。

このような存在意義をもつ国有群の経営計画の作り方

をのべたのが子幡氏の著書であるが，これは，国有林の

経営案編成にあたっての必須の知識を，野村氏とともに

現行の経営規程立案にあたった篝者が懇切にのべたもの

である。前述したように，国有林の経営規程は大巾に改

正される機運にあり，時期がよくないのではないかとい

う批判も一部にあるようだが，過去60年の実績の集大

成としての現行の経営案編成の実務内容は，今後経営規

程がいかに改正されようとも，依然として経営案編成上

の必須の知識であることば疑う余地がない。本書が国有

林の経営案の質の向上に果す役割は大きいであろう。

曳地氏の立木価緒評定論は，アメリカの評定方法の紹

介を主としているが，ドイツ流の林価算法に親しんでき

たものにとっては，いかにも現実的な考え方に興味をそ

そられる。商坂引の対象としての立木の評価方法として

ば，理論はもとより，実務上において教えられるところ

が多い。

＝
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高橋氏の糾鐺経済の錘慰至論については，まだｽ手し

ていないのでなんともいえないが，かつて*騨潅続上

に蕊嬉れたものは，マルクスの蕊本論にしたがって林

業の生轌,流通,分配を論じたものであった。

虹

林業経営関係の研究論文芝しては，前述した国有林の

経営規程の改正を進めている小沢氏の＝連のものと，林

業経済誌上における半田・栗村両氏の主として林業の収

益性をめぐる研究，石黒氏の小私有林の損益計算方法に

ついての提案,紙野氏の択伐作業に対する経営経済的研

究等が，筆者の専門分野に関係したものではとくに注目

された｡小沢氏が従来の国有林の経営案の基礎理論であ

った森林経理学に挑戦して，法正林思想を否定し，作業

一

級や輪伐期を否定して，あらたな見地から経営計画の理

論を築き上げようという意図は，それが研究の段階に止

まらずに，経営規程の改正と結びついて実践に移されよ

うとしているだけに，大きな反響をまきおこしている。

これに対して半田・栗村氏等の研究は,直接林業経営の

実践に結びつくというものとはいえないが，野村氏や小

沢氏が痛烈に批判している抹業較利学をむしろ肯定する

立場において，近代経済理論の導入による理論の精綾化

に努めておられる。こうした研究も林業経営の厳密な理

論構成上欠くことのできないものであり，今年の称業経

営のW嬢分野は，実務の分野に劣らずまことに多彩であ

ったということができよう。

（林業試験場経営部）一

究者，林試熊…宮崎分場の高ｸi雲が急遊せられた

ことは悲しき極承である。ここに会員とともに深く哀緯

の意を表する次第である。

2．国際の動き

1956年には，国際会議がいよいよ頻繁となり，ホ澆界

でも多くの方が海外へゆかれたが，そのうち遺体に関連

するものを記録し主う。

(1) Oxfordにおける国際林業会議

7月7～14日にわたりOXfordで第12回国際林業試

験機関金銭(IU璽狸o)が開かれ，議長には前回のイタ

リーのA.Pavari謝受の後任としてイギリス適郵の

J.McDonald氏がえらばれた。わが国からは代表とし

てﾌ勺攻繊受が出席された。育休関係の模様については同

鑓受ならびに罵蔭鰯驫によって公表されるであろう。この

勝鋳9回の図書委員会が，フィンランドのE・S"T･i教

授を議長として開かれ，1957年の早剣を期して，ホ鐸の

術語の国際間の関連をつくることが企画せられた模様で

ある。

（2）チエツコスロバキアの見学旅行

7月23日～8月17日にわたり, FAOの主催によっ

て, Czechoslovakiaで，スイスのLeifundgut壷が

中心となって，育獺寺にﾎ鮴と混識力鐸に関する見学

旅行が行われた。わが国からは大政教授と遠藤嘉数氏が

参加した。

（8）世界ユーカリ会議

FAOの主催により, 10月17～29日にわたり戸戸マ

で世界ユーカリ会議が開催され，わが国からオプザ戸パ

ーとして化繊輸出掩査協会遇蟻長大幡久一氏が出席し

た。

側国際遺伝学会

9月6～12日にわたり，東京・京郭で国際遺伝等が

育林部門
丘

坂口勝美

1．人の動き

1956年の人の動きば，特に託録に残る年である。それ

は藩大学の造澗識座を久しく担当しておられた艇学

博士中村蟹太郎撰受が，昨年11月30日をもって淵60才

の誕生を迎えられ本年3月，停年制によって退官，名誉

教授となられ,そのあとを澗辮職場長大政正隆博士が

つがれたことである。場長の後任には木材部門の権威，

斎藤美篭氏が任命された。この年10月1日林試北海道

支場長,柳下鋼造氏が北海道立林業指導所長にかわり，

本場造林部長石川健康氏がそのあとをつがれ，本場造林

笥罎には，図らずもわたくしが任命された次第である。

国有林造林の第一線にある営林局の造林課長には多少の

異動があり，現陣容は，旭川・山川忠司，北見・木村俊

彦，帯広・寺岡秋夫，札幌・吉岡薫，函館・細川亘，青

森・横溝伝男，秋田・岩田重夫,前橘・狩野鉄次郎，東

京・金井太郎，長野・大河内正敏，名古屋・鯉淵隆，大

阪・小泳光雄,高知・松下溌矩，熊本･浅野正昭の諸氏

である。なお，林野庁では指導部造林保謹課長濁il林三

氏のもとに，新たに育種班が設けられ，課長補佐伊藤清

三氏がその任にあたっている。このほか，各大学，各果

の造舜関係にも動きがあったと思われる力割愛させてい

ただく。

今日地についた活動をしている，わが国林業普及事業

を発足せしめるに大きな尽力をしたF･シャーレー氏は

1月14日f鯛Iペンシルパニア州で，また多年造休界に重

きをなし多くの業演を残された沼田大学博士が3月11日

京都で他界せられ，8月9日にはなお春欲に富む若き研

召

一
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開かれ，染色体の構造および有糸分裂，染色体の化学，

癌の細胞学的見解，人為突然変異，倍数性,雑種強勢，

…性，ポリジーンの遺伝,微生物およびウイールス,

血液型の10部会にわかれて研究討議が行われた。この

会議が日本で行われたのも，一つにわが国の遺伝育種学

が高く評価されたことにもよると思われ,今後のわが国

の林木育種にも大きな背景となるものである。

（5）その他

上記のほか， 8月にはパリーで国際土壊学会議が開か

れ，ソビエット連邦では，乾燥地帯の土壌に関する見学

旅行が獄つれた。この月東大農学部の畑野健一氏はアレ

キサンダー．フォン．フムポルト財団給費留学生として

一年間，主として種子学の研究のためドイツ国，ミュン

ヘン大学へ向け出発した。ICAにより，岩川・千葉・

横山3氏の育種グループが，米国の育種情況視察のため

本年出発の予定であったが，これは気候の関係で明年3

月に延期された。

(vi) FAO:TreePlantingPracticesTemperate
Asia,Japan.イタリー・ローマ。定価1.50ドル

（本欝に関しFAOはつぎのように述べている。｢500

年の造林歴史をもつ日本におけるタネ，苗畑，育林の

実践が述ぺられてある。この醤にかかれた多くの実践

は，長年に亙る林業の現地経験を基礎としており，温

帯に属するアジアの他の地方に幾多の応用面をもつも

のである』と｡）

その他林野庁ほ,林木育種鍵指針（鰐写刷）や制業

新知識を，識ｳ牒率場と各浩さはそれぞれ研究報告

を，また各営休局・省県庁・各荊錐団体はそれぞれの機

関誌を刊行した。NHKIX7月3～31日間の澗辮撒座の

テキストをだした。いずれ顎侭会議は，1956年の学位

論文を鐸崖歩年報によって紹介するであろう。また，

ﾎ鐸技術協会は*礫百科事典出版の企画をすすめてい

る。また，大日木山泳会ほ，特琳ド産の研究を助成する

ため，特殊産林塵奨学金を設造し，この企画をマツ，ク

リ，コルク関係について進めた。

B普及と行事

回列の植樹祭は，4月7日山口采防府市に天皇・皇后

両陛下を鏑迎えして密に行われ，同時にミドリの羽根

蕊金が全国的にくりひろげられた。4月22日には第3

回全国青少年制業改良筆発表巻が薔及協会の主催で

行われ，11才の小学生をはじめ各年令層の青少年が雲

に加わり，女性の進出もいちじるしく，実緩琶藍蕊はグル

ープの一員としてのものの多いことが目立った。 10月

10日に臓全苗連大会が，全国山林復興大会に先立って，

虎久門の共済会館で催され，造林蘂篭の羨謹と，これが

基本をなす優良種苗の確織|策に関することが，提案せ

られた。10月29日には，第5回剃隼技術員…各表会

が林野庁主催で開かれ，10名の予適菌逓昔によって報告

が行われた。この発表会は，従来技術措導の承に重きを

おいていた傾向が強かったが，今回は山村民の経済安定

という見地から農勇謡登斉，経営のあり方，労力の配分等

を階層別に鰄斤し，その望農にたって技術ならびに経営

指導を行っていこうとずる傾向が目立った。NHKは7

月3～31日にわたりラジオ林業瀧座を企画し，潅水*懐

臓か造林関係9編が対談形式で放送された。林野庁研究

誓及課は,"lll棒ほか9カ所の優良凋謡iを紹介する

ため，スライド製作を企画し，年度内に完了の予定をも

って着たと進めている。

4．研究の動き

この年，特筆すべきことば科学技術庁と鍵林水醒麦術

会議の発足である。この発足は，今後のｵ棒研究全般に

亘って，その鍵疑の挺点をあたえるもので，前者につい

ては大鑑三氏が職膨12号（9月号）に，鍵昔につい

《
、
》
垂
や

3．国内の動き

A学 会

第65回日本淵学会大会は，サクラ咲く4月8～9日東

大で開かれた。その講演要旨は日林誌38（3）附録に，

その育林関係の概要は，坂口勝美力…術171号（5

月号）に，柳沢聡雄氏が山林866号（7月号）に述べて

いる。北海道大学は宋年創立80周年を迎え，それを記

念して第66回の日本林学会大会が初秋の9月10～11日

北大で開かれた。その講演要旨は日林誌38（8）附録

に，その育林関係の概要は，山林869号（10月号）に武

藤憲由氏力錘べている。林学会の各支部で講演会が開か

れているが割愛させていただく。

本年造林関係では，次の図書が刊行された。

(i)中村賢太郎：育林学，金原書店

(ii)学術会議:農学進歩年報第3巻(1954年分）

(iii)林業解説シリーズ：四手井綱英･称分密度の問

題，中野実．とど蓋つ・えぞまつ，門田正也・荒

廃地造林をめぐる土壌の問題，郷正士・春マキ秋

マキ芽ダシマキ

(iv) ホ鐸普及シリ戸ズ：石川働蕊編・ 日本の春名

松，井上陽一郎・寧池とその改良

(v) BertilLindquist:ProvenancesandType
Variation inNatural StandsofJapanese

LarCh・ACTAHORTIGOTOBURGENSIS.

Vol.XX:1(1955.12.30出版）

（日本のカラマツについて産地とタイプの偏異が詳しく

記戯されている）

I

《
悪
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ては田村栄三氏が林野時報10月号，渡辺武夫氏が樹影

13号（未刊)，坂口勝美が林業技術177号（11月号）

に，そのあらましを紹介している。

（1）放射線による研究（原子力の平和利用）

林業の生産力の増大と木材の利用合理化ならびに高度

利用をはかり，もって国民経済に寄与することを基本方

針として，林試では現在行っている研究課題に原子力利

用をとりいれ研究の推進と成果の向上を期することと

し，アイソトープ研究室が林業試験場林産館の東方に本

年度新設されることとなった。さしあたって，林木の養

分吸収ならびにその利用変化に関する研究，放射線によ

る木材材質の物瑠上学的研究，林産物の構造反応の機構

および物瑠上学的研究があげられている。

侭） カラマツのタネの大豊作

カラマツは1950年以来の大豊作をしめした。ただし

富王山では海波2400m御#瞳・御庭を中心とする限界

地帯に開花後きびしい晩霜害があり結実僅少という記録

を残している。この機を失せず，わが国ではカラマツ産

地別試験用のタネが細密な計画のもとに採種された。ド

イツ国でも, Dr. Schober,Dr.Larsen,Dr.SChrock

等一流の学者が, NewZealandからは林業研究所の

Mr.F.Allsopが，これに関心をよせている。スウェ

ーデンのLindquiSt教授は富士山のカラマツ限界地帯

k

ハイ型のカラマツ

J一

におけるタテ型(UPrighttree)とハイ型((Prostrate

tree)の樹型の母樹から若い雌･雄球果とタネの採集を

依頼してきた。

13)林木育種研究と育種事業の展開

国をあげて剃永育種が大きくうかびあがり，林木育種

協会は，文献の交換に大きな役割を果している。林野庁

に本年育種班の設けられたことは，さきに述べたが，伊

藤清三技官が中心となって，北海道・本州・九州に明年

度から育種場開設の予算が大蔵省へ提出された。民間で

は，王子製紙株式会社が「林木育種研究所」を，鉄筋コ

ンクリート2階蓮140坪，3万余坪の実験圃場，5千町

歩の実験林という規模で開設し， 9月8日盛大な開所式

が行われた。この機をつかんで,林業技術は，175号(9

月号）に林木育種特集号を刊行した。農林水産技術会議

もﾎ妹育種に大きな関心を示している。

5． む す び

多彩な1956年を回顧して，その全貌といわなくて

も，あらましは述べたつもりである。このへんで紙数も

つきたのでむすびを述べよう。

木材の播要ほ近時構造用材のほかパルプ，繊維仮等の

原料用材が急激に叢す傾向があり，また木材加工技術の

進歩によって，いままでのように素材を製材するだけで

なく合板集成材．，削片板などがつくられ，比較的小径木

で立派な製品ができるようになった。その結果として，

林木の短期育成に対する要請が強くなり，その反応は林

木育種,林地肥培，短期育成の保育形式等の研究にハク

シャをかけておる。林総協は早期育成林業の総合体系化

を企画しており，一方芦斗琳業や牛根松林業等の短伐期

称業が世の注目をあびている。

これが解決には，林業の各分野がこれに焦点をあわぜ

て研究を推進し，世の要請に答えることが必要である。

それは，つぎの一覧表に示すような複雑な関係にある。

『

▲

鍵
遙
撚
撒
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蝿
蝋

芦 篭

タチ型のカラマツ
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1956年 回 顧の

造林（更新・保育）方法造林環境
一

■|…
×

|…闇|篝瀧“
l護然報（土壌型）

造林材料

畷臘
育種目標一 ’

↓

育種方法

×､

二議蕊

一(外国樹種導入）

この関連をもつとも能率よく共同研究で進めることを

1957年への課題とする次第である。1956年よさような

ら。

(農林省抹業試験場造林部長･農博）

､畠"

J〆
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文献の多い人だ。カウィータを始めアメリカの理水試験

地については中野秀章氏が訳した要覧(2)，(3)が今年

8，9月に林試防災部から配布されたので大変助つた･

HortOnの文献の訳出ば平田徳太郎氏に負う所が多く，

30年12月まで日林誌雑録に連載されたのもその1つ

(響)。平田式山地彦透計（のは多摩川でも（6）好摩で

も（ｱ)，実験が軌道に乗り，報告となった。参透能と量

水試験結果との結びつきば遠い将来の夢かも知れないが

湛はその夢を捨てることはできない。この両者をいわゆ

るMicro-,Macro-の方法だといって分けてしまってよ

いものかどうか｡量水試験地は新らたに九州に1つ作ら

れるそうであるが，願わくぱ単なる鐘水試験地に留らず

実質は流域管理の試験地となることを目指して貰いたい

ものである。今年は大きい台風水害がなくて幸だった。

小さい山崩れなどは絶えないが新聞で分るのは現象より

“ず災害の方だから徒らに嘆息するの承である。印刷
などの都合で昭和29年に起った水害の調査報告がわれ

われの目に触れるのは今年になってからである(8)。同

報告のうち九州地区篇で丸山岩三，藤井真一両氏は出水

の痕跡をたんねんに追求している。報告ではピーク流量

と流域面積との関係ということが1つの観点となってい

るが，私はかつて丸山氏と阿蘇山の山くずれあとを歩い

たとき，稀有の大雨時に田水がどの程度になゑかを現地

の痕跡から追求する方法を学び，その後愛演の山などを

歩くときも楽しゑの1つにしている。川口武雄，難波宣

二t両氏が同報告（四国地区篇）の中で，「渓床上の一断

面に存在する礫の大きさはあまりにもｵ識iいで,平均粒
径を求めることは不可能に近かった」とのべているの

は，砂防工事設計上平均粒径を基礎にして限界流恵を判

定する鐸}書的方法とのつながりを見出すためにも努力

されたものと思われる｡この問題はわれわれ基錨的研究

防災 部門

野口陽一

年に1回測量学の野外実習で愛知県演習林に行くのが

主なブイールドの彪識である私に，1956年の回顧（測困

一防災）というような題目を与えられだも，書棚から

日舜梢巻誌やｵ棒技術などを引張り出して，改めて研

究簔長や鯛塞報告を読んで承るのが関の山である。砂防

工学教室の書棚に本を入れたり出したりするのも鑿童員

としての日常のつとめと心得えてはいるが，つぎからつ

ぎへと出る新刊書をどの書棚にしまうかには迷わされ

る。「何か新しい本はありませんか」といって来る人の

絶えない間はこの迷いも無くなることはある重い。識朋

を買ってもこれをどこに侭くかでまた半日位会議を開か

ねばならぬかと思うと審棚を買う気にもならない。林学

会などで人が集るときには嗜棚の模様がえはあまりや

らない方がよいなあ」とふツと感ずることもある。しか

しそんな気狩はすぐに吹き飛んで，「こんな古書をﾒ熱

に保管しておいて一体何になるんだろう」と思うことも

1庭や2度ではない。そんな気持で書棚に突込んだまま

になっていあ箸謂署も少くないが，このあいだプルプライ

ト交換教授として教室に来たDr.HurShにいろいろ質

問していたら，先生いきなりその古書棚からほこりのつ

もった｢Theconirolofwater｣(Z)(以下数字は末尾の文

瀞霧号を示す）という本を引張り出して，「これを読み

ましたか」と来た。まだ銃んでいない事構などを英語で

いうのはむずかしいので簡単に「これから読承ましよ

う」といっておいた。Dr.Hurshはアメリカ合衆国ノ

ースカ戸ライナ州，カウィータ水文学研究所長をしてい

た人で林学に関する水文学の分野ではHortonについで

ル

ム

ロ

為

垂

－18－

１



~可

1956年 の 回 顧

に従事するものにとっては逃れられない課題であり，設
計とほ一応離れて礫の分布状態の測定法の問題としても

なお研究の余地がある。さしあたり設計上の資料として

の石礫径は平均ということに必ずしも捉われず，最大の

もの，面積的に大部分を占めるもの，堆積を考慮してき
めるなど種凌の考え方があることを荻原貞夫氏が論じた
(9)。現実に砂防ダムの放水路断面が洪水時流量の計算
値だけから決められているのか，実際に出来上っている

ものを見るとどうもそれ以外のfactor力湘当重く考慮
されているのではないかと思われるがこれは私の感ちが

いだろうか。砂防変ムといえば安定計算の新技術として

遠藤教授の業績の普及版と唱い，荻原貞夫，山口伊佐
夫両氏の方法が「治山」(Zのにのせられた。ダムの内

部応力に関しては栃木省二氏の報告(ZZ)がある。なお

3次元解法については高田孝信，貞升文槌両氏の論文

(z2)もある。これは7月に福岡で行われた砂防学会講
演会で発表された。私は始めてこの会に出席したが研究

発表21篇の外に特別講演,討論会もありなかなか盛会
であった。林学会では各部門に分れるので防災だけでこ

れだけの人ほ集らないが，それでも今年嫁教室の茶碗が

足りずに困った。これからはお茶には困らぬようにヤカ

ンも2つ買っておいた。しかし大学という所は学生さん

には寛容を以て処する所だからわれわれは諸道具の買入

れ，椅子の修理，時には水洗便所の糞づまりまで一切合
切自ら処理しなければならぬこともある。今年はやろう
と思っていた流砂実験もとうとう手がつかなかった。神

戸の田中茂氏には従来から斜面の崩壊機構についての研
究報告があるが新砂防に発表された(z3)ような実験結

果はいわゆる厚層侵蝕といわれる士層の厚い所のくずれ

に対する処方を考えるに参考とはならないだろうか。同

じく崩壊を対象にしても，これは実験であるのに対し飯

塚肇氏は野外のデータを統計的に扱っている(zの。統

計的といえば流出土砂量を追求した難波宣士氏の報告
(Z5)もそうで，森林影響を量的に握むことの必要性に
答えたapproachの1つであろう。昭和26年から28年
までに行われた治山調査の結果も同じく難波氏によって

坂認められている(Z6)｡Dr.Ogiharaは森林影響を論
じた(Z7)がこの論文は英文である。伏谷伊一氏は流水

中に土石を混じた場合の流速に関して実験を行い(Z8],

従来の流速式'‘="×γ+孟二7丁と憾逆の結果も一
応出している。この式は古くは西力造氏によってその不

合理が指摘され，近くは鷲尾蜑竜氏が新砂防で論及して

いる。われわれの教室そもかつて卒論として実験した某

君が，この式と逆の結果を得たが実験の範囲力錘うとい

うことでその後進展していない。土石流または濁洗の実

験にセメントを用いることはわれわれもやって承たいと

思う。今年4月から治山研究会で出している｢治山｣には
種公の新工種が紹介されている。莚張工，蛇篭ダ公，蛇

樋水路，半円ヒユーム管水路，実濯工，爆破植栽工など

である。中野秀章，菊谷昭雄両氏ほ釜淵のデ戸タを融雪

と森林に関係せしめた(Z9)。同じような問題がJOur.

ofForestryにものっている(2の。防災というと誠に

範囲が広く，渡辺隆司他5氏が参画して行った治山用木
本挿木試験(2z)W･,中島武氏の積苗工とMicroclimzI

との関係（22）（23）も見逃せない。気象関係でば樫山
徳治氏が森林の耐風力の弱さを報告している（24)。

1956年回顧という課題を与えられたことは手もとにあ
む

る読承残しの文献を鑿理するのに大変役立ったが，まだ

まだ土木霊や鍵胃E学方面のものまで引張り出して
いてはきりがないと思われるからこの辺であきらめるこ

とにしよう。私のメモに過ぎないもので緬訂を汚して申

訳ないが，これで1956年を書醐に押し込んでしまうこ
とができれば幸である。

文献控え

(Z)P.M.Parker: Thecontrolofwater, 1932
London.

（2）中野秀章(訳)：サンディマス森林理水試験地要
",Aug. 1956,林試防災部

（3）同上： カウイーダ森林理水試験地要覧, Sep.
1956,同上

（4）平田徳太郎(訳|):"1Iおよび流域の発達と侵

蝕，日赫誌Jan.-Dec､1955

（石）平田徳太郎：山地溌透計について，日林誌
Jan.1956

（6）平田徳太郎：多摩川水系綜合調査における流出

量関係報告書July,1956,森林保全研究会

（7）佐藤正，村上与助，村井宏，関川慶一部：新

しい型の山地彦透計による測定成績，林試研報
No|．83,Jan.1956

（8）武田，川口，難波,岩川,丸山,藤井,四手井，

渡辺，滝口，原：昭和29年台風水害に関する調査
報告，林試研報,Feb,1956

（9）荻原貞夫：流路設計法の再検討，演習林No.
11,July,1956.東大演習林

(zの荻原貞夫，山口伊佐夫：新しい重力ダム設計

法の簡易化，治山,Aug､1956

(Zz)栃木省二：砂防変ムの内部応力に関する研

究，京大演習林報告No. 26,Sep.1956
(z2)高田孝信，貞升丈槌：砂防ダムの3次元安定

につ↓､て，謂圃沙防NO．22,Sep，1956

(z3)田中茂：豪雨による砂質斜面の崩壊機構，

鐸夕
一

一

序

垂

－19－



1956年 の 回 顧

誌Aug.1956

(2のJ.M.Rosa: ForestSnowmeltandSpring
F1oods,Jour.ofForestry,Apr. 1956

(2Z)前橋営ﾎ編： 治山用木本挿木試験, May,
1956

〔22）中島武：積苗工壊部の大きさ力馳温に及ぼ
す影響，日林誌,Apr.1956

(23）中島武：穫苗工懐部の大きさが含水量に及

ぼす影響，日林誌i,May,1956

〔2製）樫山徳治： 強風に慣れない森林の耐風力の弱

さ，日林誌,Apr.1956
（東京大学農学部林学科(砂防)）

親沙防No.22,Sep.1956

(Z4)飯塚肇：治山治水覚書，林業技術ユ70

Apr. 1956

(Z5)難波宣士：荒廃山地の流出土砂量について，

日旅誌,,S".1956

(Z6)治山研究会：荒廃地からの侵蝕士量につい

て，治山,0ct.1956

(Z7) Sadao,Ogihara: NotesonErosionand.
rtsCounterMeasures演習林No.11,Julyl956

(Z8)伏谷伊一：土砂の含有が流速に及ぼす影響に
ついて，日旅誌May,1956

(Z9)中野秀章,菊谷昭雄：森林伐採と融雪，日林

が
Ｉ
》
〆

【
Ｊ

頃
－

制約から予算的には補助林道，融資林道とも4割弱の裏

付けしか得られなかったが，融盗額は前年度対比2億増
（補助額は6千万円増）となり，実質的に融盗繩首強化

への第一歩を踏承出したのである。

しかしながら年内の，林道資金の融資申込は，必ずし

も予想通りの進捗を見せていない。これは後述するよう

に地方財政の窮迫とも関連し，補助林道の路線確定力暹

れたこと，森制組合の経済的基盤が尚脆弱なこと，借久

手続のK"IE(役員の連帯保証と事務上の不馴れ）等に基

因するものと思われるが，森林組合の育成強化対策とも

併せ，共同施設としての沫道が謬鮴経営の合理化から粗

合の経済力の拡充に通じ得るよう，一層堀り下げた究明
と適切な打開策力:必要であろう。

②森林開発公団の設立（大規模集団開発の着手）

次に特記すべきは，森林開発公団の設立による集団未

開発林の大規模開発の着手であろう。即ち米国との「余
剰農産物買入」に関する第2次協定において日本の自主

使用比率の引上(第1次の70％を75％に改訂）と使
用分野の拡大により177億円の内10億を「森林開発」

に授スすることが本決りとなり，その機構,事業内容を

定める「森林開発公団法」が昭和31年4月27日公布

(法律第85号）せられ，同年7月16.日森林開発公団が

正式に発足したのである。

公団法の柳腰については，既に広く紹介されているの

で省略するが，面談で30％，諒費で60％にのぼる建育

未開発林の早斯開発は，現在鑿のような方法をもってし

てば謬謝ちのかっこうで何等かの打開策が要請されてい

た状況からして，癖I4分，衛量40年年賦の黄金運用

ほ，奥地未開荊飛謂発に一大識幾をもたらすものとして

大きな期待が寄せられたのである。「森林開発」に投入

される見返円費金の淵難頁は30億と予定され，昭和31年

度に10億，同32年度に20億を期待し，地域は，奈

林道部門
も

若江則忠

（1）経済自立計画と林道（補助から融資への転換）
林道開設事業は，従来から国庫補助林道を主軸に融資

林道，県単自力称道を副軸として推進せられて来たが，
森林法の全面改正のあった昭和26年度から昭和30年
礎迄の5ケ年間の施行比率は，国庫補助林道51％，融
盗林道21％，県単自力林道28％で，平均1ヶ年の開設
延長は2,600粁であった。もっともこの実績延長の中に
は森称計画に登載されていない林道の延長(約600粁）
も含まれているので，これを除外して森*信卜画内林道の
施行比率を算出すると，国庫補助林道70％，融資林道
16％，県単自力林道14％となる。

昭和31年度は，安定経済を基調として経済自立と完
全雇用の達成を図ることを目途に策定せられた確済自
立5ケ年計画」の初年産に当り，林道事業は，「既開発
林について現在の過伐度を原則として悪上せしめないよ
う考慮すると共に奥地未開発林の開発を行って木材の需
要に応ずるため奥地林道を中心に林道整備事業を促進す
る」ため5ケ年計画の開設全延長を3万粁とし，その施
行方法による比率を国庫補助林道60％，融資林道25％，
果単自力称道15％とした。過去5ヶ年の実績(森林計
画内林道)比率と比べて，特に融資林道の率が伸びてい
ることに気付かれると思う。

このことは，補助から融盗への転換を意味するもので

あるが，具体的には，昭和31年度より国庫補助林道の
採択条件の内，従前は，発駅叉は市場より利用区域迄の

距離を5粁以上としていたものを10粁以上と改訂し，
補助対象林道路線の約2割を補助から融資に転換せしめ

･たことによるものである。この計画は，国の財政規模の

1
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良，和歌山，三重の3県に跨る熊野川流域と，剣山（徳

島県）の周辺地域を指定し，概ね3ヶ年に，32路線256

粁の幹線林道を開設して83千町，45百万石の未開発林

を，早期に開発し，併せて36百町歩の林種転換造林を

実施しようとするもので，既に役職員の大半は充足せら

れ，相当の路線力琴内情工を期待出来る運びになったこ

とは，明るい話題と云えよう。

公団の林道施行要領は見返円貸金で一先ず事業費全額

を賄1,､，国庫補助金(…の52％)は開設翌年より4

ヶ年に分割交付，県負担金(事業費の10％）は3年据

羅，12年を賦で納入，受益者負担金(鐸費の38％）

は2年据置，13年を賦で夫を公団に納入せられることに

なっているが，受益者に対する賦課金の割当方法,利用

料徴収の方法は，今後の林道開設事業に，よき示唆を与

えるものと期待される。公団がいよいよ機構を充実して

世人の期待に背かないような業績をあげることを祈念し

てやまない。

（8）新豊山漁村建設と林道（小団地開発のための林道

の拡充）

昭和31年4月6日の閣議決定に基く「新農山漁村建

殼総合対策要綱」は，文字通り総合助成策をもって，農

林漁業経営の安定と艇山漁民の生活水準の向上を図ろう

とするものであるが，助成措瞳は特別助成と一般助成に

分れ，林道開設事業は，－殻助成の「小団地開発整備事

業」の一環として公共事業の行われ難い小団地を対称と

して実施されるもので補助率3割，事業菱114百万円，

100粁余の林道開設が予定されている。事業費は必ずし

も多くはないが， もともと一路線当りの工事量は平均

70万円程度の小規模なものであるから，恩恵を受ける市

町村の数も166に上り，山村振興の一翼をになう事業と

して，地方でかなりの好評を得ているので，将来一層の

増額を期待されている。

仏）地方財政と林道（再建整備の影響）

「地方財政再建促進特別措涯法」（昭和30．12．29法

律第195号）の公布施行に伴い赤字県の財政計画ばかな

りの事業縮少を余儀なくし，公共事業の遂行に暗､影を

投げかけていたが，林道開設事業について見られた影響

は，府県の財政計画の確定承認が下半期になったため，

この間，府果別割当は相当の変転を見たこと，工事の着

工が一部を除き，かなり遅延したこと等の外，府県の自

主財源確保のための采有林開発が積睡的に採り上げられ

たこと，受益者負担金の確保策とじての「稀菖負担金徴

収条令」力噺しく数県に施行せられ年末現在12県に及

んだことをあげることが出来よう。県単独補助林道の県

費補助金は当然削減の的とはなったが，全国計に論いて

前年度対比80％台を爆涛し得たことは,林道事業の一

面を物語っているようでもある。

尚，林道開設事業について補助条件的に付されている

県費の義務負担制度（奥地繩首1割，一般林道2割）は

従来から慣習的に実施されて来たが，その理論的#趣に

乏しく，地方財政を圧迫している現況よりして，将来何

等かの是正策が必要であろう。

（5）災害と林道〔法律改正と復旧進庭）

昭和31年災害は，例年の融雪災害から10月豪雨に

至る，地域的には,相当の激茜地もあったが10月末現

在における林道被害総額は約7億円で前年度と略盈同程
度であった。この間，過年災の復旧は順調に進捗したが

最も､ひどかった28年災は当年度末をもってしても尚

30％弱の残遼をかかえており，明年度に全面復旧する

として5ヶ年を要することになる。これがため，従来か

ら唱えられていた3ケ年復旧を法的に親燈するため「農

林水産業施設災害復旧事業国庫捕助の暫定措置に関する

法律」及び同政令の一部改正が行なわれ（昭和31．6．

11．法律第164号)，緊急を要する施設の復旧について

は3ケ年復旧が法定された。従って，当年災害の復旧に

ついても，既に3回に豆る予備費支出が決定せられ，概

ね25％の復旧が年度内に翻待出来ることになったこと

はここ2ケ年台風被害が少なかったことと併せ喜ばしい

ことであった。

（6）林道事業調査（電源開発計画と林道）

奥地未開発林の開発と隠源開発計画は常に，その地域

を同じうしていることは，吾が国の地理的，経済的条件

から当然のことではあるが，当年度，特にその連かんが

深く，相互の接しようが持たれ叉は持たれようとしてい

る地域は天竜川流域と熊鋤I硫域であった。前者は既に

佐久間ダムが完成し発醗を実施しているが，背後の水没

地対策としての湖岸道路の整備計画については，静岡，

愛知，長野県の要請に華き，経済企画庁が各省の調整を

図り，最終的に，右岸には県道を，左岸には耗道を建設

することとなり，繩首について総工事費の2/3を補助林

道（補助率3割）で，1/3を電源開発会社の負担で施行

し，更に，補助抹道の地元負担の一部腫ついて会社が負

担することとなったが，このような費用のア戸ケ壼卜に

ほ繩萱鐸について確たる前列もなく，発電を画苅に控

えての行政的配慮もあったようであるが，定められた割

振りに従い料鑪開設雪諜は予定通り適渉し全線ユ8粁に

及ぶ剃遁は5ヶ年で完了することになっている。

熊鰯11流域については,東ﾉ川支流に設け§れる大瀬
ダムに関連するもので，鰯源開発会社の盗材輸送道路と

沫道の重複をどのように調整しその費用負担をいかに割

振るか℃流筏補償をどのように擁定すべきか。更に奥地

開発と林地保全の調整，水源林造成計画のあり方等多種
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多様の問題がある力敦方の事業が概ねスタートを同じう

しているので，典型的なケースとしてその事前調整が要

望されていたが，偶を当年度から新規予算として認めら

れた調査識（特定地域総合開発の指定地域内に於ける各

省間の事業調整のため経済企画庁が所管する調査菱）の

配分を得て，既に第一陣の調査班が現地に出発し，明年

3月に至る間，稠密な各種調査が実施されることになっ

たことは，従前の水没地補侭対策の調査から一歩を進め

機種的に電源開発と森林開発の関連を明らかにし，具体

的な事業費アロケートの客観的基準制定に至るものとし

て大きな期待がかけられている。

（7）その他

1．当年度は鍵&林開発のため始めて動力索道の補助

が，山梨，長野，奈良県について行われたが，何れも工

事規模は1千万円程度で，近く制定される見込の「索道

観罐」と相俟って，今後一層の拡充が期待できる。

2．北海道冷害対策事業として，予備費1千万円の支

出を得て林道開設事業が実施された。（林野斜画課）

－4

ところが，吾左が普及の対象としている一般民間林業

は，その経営の規模に於いて，個をの山林は数量的にも

企業資金的にも極めて零mなものが大多数であり，且つ

ば山村自体の擬械に対する関心乃至は能力の低いことや

旧慣を固執し，万事消極的な山村気質等をも考え合わせ

るとき，その坂上ぐべき機械化の規模も，国有林に於け

るそれの如く，高度のものでなく

a絡安な磯械器具であること，

即ち，投資々金が少なくて済むこと，

b簡易な穰械器具であること，

即ち，取扱いに高度の技術を要せぬこと

この2点に立脚した規模の機械器具の普及と云うこと

に範囲をしぼられて来るのである。

従って，吾灸は所謂「機械化とは，動力（エンヂン）

を使駆すること乃至は巨大な構築施設をともなう作業法

にすること」と云った風に考えないでもつと広義且つ程

度を下げて解釈し，チョッ1､した作業器具の散良，考案
から始まり，前述の格安簡易な機械の導入と云うことに

そのピントを合わせねばならぬわけである。

但し，この様に現在吾々がその普及にとりあげて居る

ものは，軽架線，その他簡易な磯械器具が主体ではある

が，このことは「目下のところ」と云う註釈付のことで

あって，これも農山村の成長，林業機械器具の進歩にと

もなって，将来更に幾多の推移発展があることは言う童

でもないことである。

本年度の歩み

では，今年度1年間の歩承と云った様なものを回顧し
て見ることにしよう。

前述の様な次第で，改良普及事業開始以来今日までそ

の主力を軽架線即ち．戸レフ式，巻田式等の如き簡易

なものによる薪炭材，間伐材の集,運材作業の普及に目

標の重点をおいて推進して来たのであるが，本年度全国

各府県普及係より提出した機械化普及事業実績報告にあ

らわれた結果を綜合判断すると，今日までの月刊「林業

森紘作業部門
（
Ｕ
ツ林 正人

はじめに

終戦後，すでに滴10年，吾国諸般の生産工業も，そ

の本来の歩調をとりもどし，今や次期の飛躍への段階へ

迩進しつつあるが，篭者は，この一年余林野脚f究普

及課にあって，主として，林業技術員を通じての「民間

林業機綱上」の企画,推進にたずさわった関係上,本誌

御指令の「森林作業部門」の回顧ということには少燕外

れて申訳ないのであるが，職務がら「民間林業機湖上の

歩承」といったようなことについて，御紹介かたがた少

しく振返って見ることにして，お許しを願う次第であ
る。

民間林業機械化の橇想 、

元来，農林業はその仕事の性質上がらして，他の生産

工業にくらべて，機械力の応用し得る範囲が少ない様に

思われて居るが，今更言うまでもなく，これは大きな誤

りである。

従来，農業方面では，小規摸ながらも，色六な動力機

械を使駆して居るが,林業は農業に較べると，その応用

使駆する範囲も決してせまいものでなく，寧ろ称業こそ

その対象物件が，質量的にも，地域的にも巨大であっ

て，人力や牛馬力の及ばぬ大きな動力，機械力を必要と

すると云わねばならない。

然し，一口に「林業機鯛上」と云うが，その規模に於

いてはピンからキリまである。

吾国山獅察業の大宗とも云うべき国有林事業に於いて

は，その機械化の規摸も強大であって，各種の集材機，

森材鎌首,・トラクター，ブルドーザー等の大機械を次盈
と導ｽ使駆して居ることば，御承知の通りであるが，こ

れはあくまで国営と云うその強大な企券顎勺鍵に立って

始めて行うことの出来ることであろう。

1
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このことは兎角作設鐸の支出難がその尭見のネック

になることの多かった民間林業の実情からして，誠に嬉

ばしいことで，索道施設の普及譜浸上大きな助成とな

り，民間制蒙溌鯛上にとって多大なプラスとなることを

うたがわないものである。

すでに数十ケ町村の計画が査定決定を見て居り，いよ

いよ梁線普及も纐首に乗って来たと言うぺきであろう。

今後,民蹴穆篝羨が，この制度を大いに活用されること

を祈ってやまない次第である。

次に宮崎大学青木信三先生御発表の「丸太軌道トロリ

ー運材法」がある。

これも「林業新智識」6月号に掲載紹介したのである

が各方面から沢山の反響があったc

レールとして出材地の立木丸太を使用し，これに鉄製

ツヅミ形の車輪をもつトロッコを走らせる運材法である

が，複雑な地形の制地にも簡単に作設が慶来,木馬の様

な危険性や，はげしい労働力もなく，牛馬の地びき，或

いは索道よりも安易に田来，而も搬出終了後，そのレー

ルに使用したブI火が回収利用出来る点は特に民間小規模

林業家には魅力と云えるであろう。

先生も更に，そのトロリーの自重軽鋤上，積載趣の増

大化，製作費の低蜘上へと御研究を進めて居られるので

将来民傭淋業界への普及も期して待つべきものが感じら

れ楽し難である。

叉,前橋営林局石川営林署で実施され出したジープに

よるトロリー運材法がある。これはトロリーの設計に今

少し改良研究の余地があるようだが民間木材業者が，蚕

材木の鍛出に非能率な牛馬車運鐙によって居ることの多

い現状から見て，今後,普及の線に浮んで来る好適な方

法であろうと考えられるものである。

以上主として木材搬出関係のことについて本年度のあ

ゆゑを振返って見たのであるが，この外に

戦後急速に吾国へも導スされた自動鋸はすでに国有林

事業に於いては,大量に採用され,これ専門の伐木作業
班も出現して，実用発展期に入って居る様であるが，何

分機械の単価高の問題で遺憾ながら民間では未だ普及の

段階に達して居ない。

然し，この一年，多数の府采よりその実演，講習会の

実施を要請されて来ており，数ケ所でその実施を見たの

であるが，民間に於ける有力林業家への導久は，余り遠

い将来のことではない謙に考えられる現状となった。

又，東京大学藤林先生のプッシュ，クリーナーも大体

これに似た状況である。

更に，これも戦後，農業方面に急速に導入された動力

耕転機，動力噴霧撒粉磯等は，逐次，苗畑作業の面に坂

スれるべく，関心もたかまりつつあるが，何分経営規模

新智識｣，バンプレット「普及シリーズ｣，各現地に於け

る作護講習会等による関係先輩各位の挿募と努力が既に

実を結び,今やこれ等軽架線は全国的に民間＃礫に活用

される域に到達したと言える様である。

而も，昨今各凋防から次灸と更に高度の架爵謹術の指

導を舞清して来るのほ，錐昔としては誠に嬉しい悲鳴で

もあった。

この様に，一般民間林業家の，軽架線への関心が高ま

り，その作殼活用が盛んに行われる様になった今日では

あるが，全国に夫友架設されつつある軽架線の形式は種

種雑多なものであり，而もその機材も夫々の業者の所謂

「勘」によって設計製作されたものが多いのである。

吾を普及を推進するものとしては，これ等機材を，力

学，機械学，金属材料学，等の面から理論的に研究策定

し合理的設計のものに統一して，その普及を一層推進し

たいと念願し，本年より東京大学加藤誠平先生をわずら

わして，下記の如き標準親綴の軽架線の設計策定研究を

御願し､することになり，迂余曲折のすえ応用研究費の支

出が決定したのであるがこのことも本年度の一つの忘れ

られぬ事績であろう。

目標を準規格の条件

〃

郷‘

■

１
日
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
Ⅱ
０
１
０
■
▼
Ｔ
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
ｊ
０

(n 型）

同 左

一荷500kg以下

(I 型）

多麦間屈曲連送式

一荷250kg以下

型式別
一

架線種類

一荷を重限度

2kmまで可
もの架線距離’ 艤繧総期まで河

癖
グ
ー

径[2nlm前後の
ワイヤロープ

径18mm前f
ワイヤ画一う･使用主索直径

蕊材経賓|鰯当り20万周｣騒餅釦互一

本研究は明32年度を以って完成の予定であるが，そ

の完成の暁が待たれてならない。

又,本年4月青森営林局作業課勤務の巻田源久技官が

考案発表された可澆吊持式(F式とも称す）架線装置

ば，そのカーブ架線の点に於いて，在来のものと全く変

った独特の着想があり，簡易且つ完全と考えられたの

で，「林業新智雛」’’月号に掲載紹介したところ，各方

面より非常な反響がおこり，この方式による民間林業の

軽架網上が新しい課題となりそうであり，このことも本

年度特筆すべき事績であったと言えよう。この機会に誌

上を借り巻田技官に対し，深く敬意を表しておくもので

ある。

他方，本年度より発足実施された「新農山漁村建設綜

合対策」に於いては，林業用索道の共同施設に対し，補

助金，及び融盗の制度が制定せられたことを挙げねばな

るまい。
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の弱小厳民間でば，現在，一部宥力林業家に採用されて

居るにすぎぬ状態である。今後これ等機械の軽量,簡易

化，価絡の低廉化がその普及発展のポイントとなるので

はないかと考えられる。

最後に，この一年特に諸種の作業器具の改良考案熱が

非常に高まって来た事も見逃せない一つの事績であると

思う。

木登用具，生長雄付検土杖，種子採集器，苗木堀坂

鍬，特殊除草鍬，改良枝打鋸，等々次盈と各地の個燕の

林業家が，夫'ぞ各自の現場にあって工夫考案したものの

報告に多数接したのであるがその内容は或いは小さなこ

とかも知れないが，この作業器具を工夫改良しようとす

る気風の発生ほ実に貴重な事であり，大事なことである

と思う。これ等の事が，将来，日本民間林業機獅上の発

展に一つの強力な原動力になることを思い，且つば力強

く感じると共に，この機運の順調な伸展を心から念願す

るものである。

おおりに

以上この一年を振返り，頭に浮ぶ童霞に民間ﾎ襟機械

化普及のあり方や，現況を述べたが，その内容は国有林

に於ける機械化の如く或いは「機械化」と銘打つほどの

ものでばなく，中には児戯に等しいとさえ感じられる嫌

なこともないではない。

然し，吾国山村の一般的レベルを対象と考えれば，こ

れもやむを得ぬことであり，否そうでなければならぬの

だとも感じるのである。

叉，この様な低いレベルから一歩一歩前進して行くこ

とは誠に日暮れて道遠しの感がせぬでもない。然しその

個々の改良普及の事例は小さくとも吾国全体の民間林業

向上への意義は決して小さいものでばなく，多難且つ遠

い将来ではあろうが，山村民生活合理化実現をめざす改

良普及事業の一環として林業機械化の重要性賦実に大き

いのであることを思うものである。本年を終るに当りそ

の感を深くし民間林業鶴謝上推進の決意を新たにする次

第である。

（林野庁研究普及課林業機蜘悩企画官）

Lヘ

<‐A蝶？

勺
？
む
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思う。

森林病害虫獣部門 それが戦後，松くい虫が異常大発生して，各地のマツ

林が悲しむべき惨状を呈するようになって，好むと好ま
松山資郎

ざることにかかわらず，もはや拱手露は許されなくな

森林病害虫獣部門での，過ぎたこの1年をかえり承る ってきた。

と，近頃この部門に対する関心が，だんだん深藍ってき 他方，淋業技術普及制度の実施にともなって，各都道
つつあることがわかり，真によろこばしいことである。 府県に保謹専門技術普及員，及び地区技術普及員が設け

というのば， これ寮での抹業における病害虫獣部門 られ，また森称病害虫等防除法の制定にともなって，害
は，有体にいえば，林業の専門家からはとかく敬遠され 虫防除員がこれまた，各謝遁府県に設けられるようにな
がちな部門であり，森林所有者は,よほどの寄篤な人で つた。

もないかぎり，もうかりもしないこんなことに，関心を また，林業試識場の本，麦，分場においては，保護研
もつ人は少なかったようである。 究室が拡充され，新設もされて，これによって，研究陣

したがって，樹病学や森林動物学上のすばらしい研究 が充実され，研究はもちろん行きとどいた指導,普及も
成果も,あるいは殺菌，殺虫，殺鼠についての薬剤，機 行われるようになってきた。

具溌賊の発見や考案も，それはそれぞれの分野におい こうしたいくつかの状況の変転によって，森泳病害虫
て’関係者が考えているようには，他の人なの関心はひ 獣についての関心が，急に膨群として各地におこるよう
かなかった。それはあくまでも樹病学者や森林動物学 になった。

者，あるいはきわめて僅かな森林保謹旦当按娠昔だけの その1つとして，各地で森休嶽茎虫獣についての観
森獄病害虫醗鄙門であった｡ただ忘れられた匪渓如とし 察,実験,調査研究が年盈臓んになってきた。
て森休に，苗畑に，病害が娼厩し，害虫が戯深し，ノネ 今年の各営掬司の機関誌を承ると，何回かは森林病害
ズミが陵屋すると，その時だけ時の氏神として脚光をあ 虫獣の被害や防除についての塞浸がある。殊にノネズミ
ぴていたにすぎない。 とノウサギについては，「北見林友」「札幌林友」「樹

これが,．これまでのﾎ榛における保護部門の偽わらな 氷」「鎚蕊」「東京林友」「長蛎林友｣等に，森休害虫
い姿であるといっても，あ童りいいすぎではある薑いと や木材窪虫についてば，「北見林友」「寒帯称」「札幌

－－24－
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情報力擦り，各地の被害発生状況がよくわかるようにな

った。また，観察,実験の詳しい報告がこれまた，ふえ

てきた。恒例の4月特集号では紙面の都合で，次号へ繰

越すほどの寄稿があった．また，それぞれの専門の諸先

生方からも御支援と御指導が頂けるようになった。こう

して森林病害虫獣についても，大いに関心をもって頂け

るようになったことは，望外の喜びである。

「森林有害動植物被害調査報告」の昭和29年度も雲

と霞つた。まだまだ補正しなくてはならない点が多い

が，一応これで過去5ヶ年分が霞とまった。

N.R.S.におどかされたり，森林病害虫等防除法が

審議された当時を思うと，よくぞこれだけ集ったものだ

と思う｡これはひとえに，各営林局署,各都道府県の数

多くの方盈が，熱心に御支援下さった賜である。

ところで，昆虫学者サブロスキーは，この地球上に現

在いる昆虫の種類数は685,900種といい，蓑たマラー教

授は753,920種といっている｡ (高島春雄氏による，森

林防疫ニュースⅣ，5，105頁)。兎に角，種類のわか

っている昆虫だけでもこれだけいる。

わが国の森林には何種類の害虫がいるか知らないが，

この他にダニ類，獣類の害がある。国の試験研究機関の

限られた研究者の人力にほ限りがある。

そこで，害虫獣についてば，各大学や研究磯関のそれ

ぞれの専門学者方に御協力をお願いしている。

今年ば前年から継続中の「クリタマパチ天敵の分布及

び放飼に関する研究」を九大農学部の安松京三博士に，

「風害跡埴に発生する穿孔虫の天敵に関する研究」を北

大農学部の渡辺千尚博士にお願いしている。

この他に，今年新に本省に設澄された農林水産技術会

議によって，次の応用研究費が新規項目として認められ

た。

1．蟆蛾の分類学的研究

近年メイガ類その他小形の蛾による林木の被害が多発

している。ところが，この種の』形の蛾については，そ

の分類同定が不充分なので，この分顔学的基準を明かに

して，これによって，生態研究ならびに防除方法の研究

を確立しようとするものである。

この研究ば，この方面の権威者である大阪府立大学の

一色数授にお願いすることになった。

2．白蟻の被害に関する実態調査

白蟻による被害は，近年増大しているﾂ賑が見られる

ので，早急に防除の対策をたてる必要にせまられてい

る。ところが，白蟻の分布，被害の実態については，詳

でない点が多い。そこで，防除対策の基礎資料を得るた

めに， まず実態調査を行う方法を確立することになっ

た。この調査の主任研究者ば東京大学農学部の芝本教授

林友」「銀葉」「山脈」「高知林友」等に，樹病，木材

防腐,薬剤等については，これまた｢寒帯林」「札幌林

友」 r樹氷」「銀葉」「蒼称」「山脈」等に，それぞれ

実験研究の成果が出ている。

各都道府県が森林所有者を対象に発行している旬刊や

月刊の普及機関誌にも，森林病害虫獣の生態や防除法，

農薬の性能や使い方,薬剤撒布機の取扱い方について，

平易な解説，注意事項が大きな誌面をさいて，よく載る

ようになった。

叉，「林学会誌」「林業撰術」「北方林業J 「山林」

等燵も森林病害虫獣についての調査研究や解説力鐡る回

数がだんだんとふえてきた。

その他，今まで森林の病害虫獣についてはあまり記事

が出なかった，農薬会社の機関誌の内で，北海三共の

r農薬の進歩」や日本農薬の「農薬」にも，今年はほと

んど毎号のように森林病豐虫獣の記事が載っている。

今年の林学会大会では，講演数は15題であったが，

樹病，木材の防虫防腐，害虫，野鼠の各分野にわたっ

て，研究成果の発表があった。この大会で病害虫獣関係

の発表は，以前は毎年2～3題，一番多かった昭和24年

でも7題であった。それが昭和27年からは15題にも

ふえ，年をはなばなしく研究発表が行われるようになっ

た。

主た，応用動物，応用昆虫学会の講演においても，森

林害虫獣についての研究発表がふえ，今年は航空機によ

る薬剤撒布，ノネズミの生態，殺鼠剤について，それぞ

れ数題づつの発表があった。

4月催された第3回全国青少年林業改良実演発表大会

では，「野兎の被害対策」「クリタマパチの研究」「松

枯死の原因と経過」等について，それぞれ優れた発表が

行われた。

10月の第5回全国ﾎ襟改良普及実繊発表大会において

は，クヌギカレハについての発表があった。

今年出版されたものには，安松京三氏の「天敵の話」

中原二郎氏の「すぎはむし」中条道夫氏の「図説食葉は

むし類」清永健介氏の「空からの森林保護」野原勇太氏

の「実験スギ赤枯病の防除」日本農業KK発行の「森林

病害虫便覧」等がある。

次に，森林防疫ニュースは，今年で発刊5年目となっ

た。この印刷物は，ほじめ各地に発生している病害虫獣

の被害状況をお互いに知らせ合い，被害を衝早期に発見

し，早朔に適切な処置を識ずる一助にもと考えて出され

たものである。だが，はじめはこの被害情報がなかなか

集らず困り，殊に1～3月頃は種切れとなった。ところ

が，その後各地で熱心に観察，調査された情報を，どん

どん送って下さるようになった。今年ほお蔭で数多くの

樺、

一
畠
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で，その他九州大学農学部の江崎教授，宮崎大学農学部

の中島教授が昆虫学方面で，早稲田大学理工学部の十代

田教授，建設省建築研究所の森第二部長，運輸省鉄道研

究所の河村技官力建築学方面で協力されることになっ

た。

最後に，森林病害虫獣部門における本年最大の回顧

は，森林害虫防除室が3月31日をもって解消したこと

である。顧れば昭和25年に設置されてから足かけ6年

目である。これは国の方針として，決ったことであるか

ら，かれこれ申すべき筋合いのものでIまないが。

ただおしむらくは，この部門力淋業の内で最も立遅れ

ているものであり，これを農業のその部門とくらべる

と，実に数10年の差があるといわれていた。それがと

も角，ここ数年来各方面のこの部門wこ対する関心が，急

にもりあがりつつある際なので，一抹のさびしさが感じ

られる。

これはあまり適当な例でないかも知れないが，昔から

よくいわれた「水を飲承たがっている馬なら，千頭の馬

に飲ませることもたやすいが，飲承たがらない馬に飲ま

せようとすると，たとえ1頭でも大変なことである」と

いう話がある。

森隊保謹業は，まさにこの飲承たがらない馬に水を

無理に飲ませるの類である。自身で飲糸たがるまでは，

どうしても強い国の組織の力で擢進，鞭縫しない限り，

発展の困難な事業だと思う。

しかし幸いにして，森辮甫害虫獣に対する関心は年,々

たかまりつつあるのだから，この点じられた火を消さな

いよう，ますます燃えさからすように各方面の御支援と

御協力をお願いする。

（称野庁封〈保護課）

一
一
〉

一一

る。然し乍ら近代産業の基礎となる科学技術の面と原始

産業を対象とした科学技術との間に緯自ら性格の差異が

あり自然の育成力に依存して目的物茜生産することを立

て前とする農林水産方面の技〃1Wについては農林省内で一

応の調整をとる必要が考えられ，このために発足したの

が農林水産技耐跨議であると云える。従って農林水産技

術会議は科学技術庁との緊密な連けいの下に農林水産関

係の試験研究の総合調整をする使命を持っているのであ

る。 3’年度は両機関とも発足の年であり戯極的活動は

現われず32年度からの活動のための準備的時代であっ

たともいえる。然し技術会議としては31年度の試験研

究予算を配布する面に一応の活動を示したのであり，科

学技術庁も原子力関係予算の配布に具体的仕事を示した

のである。

2． 国立試験場の整備

技術会議の発足に当り塩見事務局長は各試験場を廻り

各試験場の歴史的特性，現在の研究の動き，今後の進め

方等を個別に聴取すると共に現状に於けるNeck,特に

経費面で解決出来る問題点等につき聞き取りを行いこれ

を調整の基礎知識としながら整調用の研究費，施設費等

の配布を行ったのである。然し乍ら各試験場とも既定予

算が従来の大蔵省査定思想によったもののため急に新構

想に乗りうつるにはむりな面があったのは当然である。

林業試談場としては徳謄からの方針の麦場を新設するこ

とをやめ既存の支場及び本場の施設整備に主力を置き叉

原子力利用実験室の新設を要求したのである。この結果

鱸妓，京都の支場の整備及び本場の林産研究室の整備が

実現し又原子力利用実験室力噺殼されるに到った。

既定予算の外技術会議糎追加要求をして認められたも

林業試験部門
』

渡辺武夫

1．科学技術庁，農林水産技術会議の発足

昭和31年度吾国試験研究を対象とした新しい動きは

科学技術庁と農林水産技術会議の発足に伴う諸般の動き

の一環として，称業試験のあり方について従来の姿に対

する反省がなされると共に今後の進み方についての検討

が加えられるに到った点にあるとも云えよう。

吾国科学技術の振興の要は誰もが承知しながら試験研

究が研究者の独創性に依存する度合が高いことから一般

の人にば試験計画や試験に適当な方法論が理解されず引

いては必要な経菱が認められないこととなり，研究者は

常に研究施設の不備や研究費の不足になやまされて来た

とも云える。然し恵董れない環境衛生の中でも成果をあ

げることが出来たのは，従来の試験研究が個人の独創力

に依存する個人研究的度合が高かったことにあったため

とも云えるのであるが，最近の研究ば次第に専門が分化

し一つの問題を解決するにも多くの専門家の協同研究が

必要となる面が多くなって来た。このために研究の総合

調整が必要となり各部門の進鹿のパランスをとることが

必要となった。そのために英国では大学の学部学科の分

籟迄再検討されつつあり研究調整の講座が設けられるに

到り，研究機隣に対する研究が行われるに到って居り，

米国でも同じような動きが活溌に見られている。

このような動きが吾国にも鯵透して来た結果として科

学技術庁が発足し科学技術行政の基本計画の企画立案及

び総合調整を全国的見地から行うこととなったのであ

8
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ではスギの地方的品種の適地試験を取り上げ国立試験場

麦場が中心となり活溌に検討が加えられるに到った。林

業の試験研究ば従来栽培試験が主であり，分折的試験研

究はあ蓑り行われなかった力殿後分析的研究手段を多く

坂入れることとなり国立試畷鎧本場を中心に新しいW焼

が実施されるに到った。然し最終的にはやはり栽培試験

が実用とつながるものであり，林業の特性からも，地方

的適性を検討するためにも，地方試験場の占める役割は

大きいのである。

このために現地適応試験を指定し国の補助金で実施し

ているが，指定試験の目的には(1)国立試験場で一応成

果を得たものの地方的適応性を試験するもの，②国の

試験場で成果を出すために地方的試験成績を必要とする

もの。の二つの性格があり，スギ精英樹選伐試験は前者

の例であり林地肥培試験等は後者の例である｡紬英樹選
伐試験は32年度から発足する林木育種事業の基礎とし

て発展的に取扱われる予定であるが他の試験も順獅鐸

を把握することにより普及にうつされる項目であり林業

試験と成果の実用との関連に於いて指定試験の持つ役割

は大なるものがある。

農業試験場でも同様の傾向があると云われているが，

このような指定試験即ち国の補助金による試験を行うの

が地方試験場の試験の主体となり，地方的特殊問題を取

上げ独立の特性により試験を行うことが副的になる傾向

か見られるとすれば考えるべき問題と思う力覗在各試験

場の試験を見ると半数は独自のテーマを持って居り半数

が現適を主とした試験を行っている状態である。地方林

試が普及事業のセンターであることを主体に考えるとき

ローカルとしての主要テーマと取組承，これを処理して

行くための試験方法について中央と緊密な連絡をとるこ

とがより朧んになることを期待したいものである。試験

方法の検討こそ試験結果の成否に関する重要な問題であ

り，効果的試験の実行こそ試験場存在を有意義あらしめ

る結果となるものである。このことは国立，地方立を問

わず深く考えるべき問題であろう。

4． 応用研究

農林省の有する応用研究費補助金についてば従来官房

で処理して来たが今年度から鐵侭会議で扱うこととな

り,新らたに選定した項目中に国立試験場で取扱うべき

研究テーマの研究設計にまで充分現象が把握されていな

い事項，叉は林業試験場以外の専門家の協力により結果

が出ればその結果を利用して残りの研究を方襟試蝿で

進めて行ける問題と云った事項を含めることとなった。

従って31年度新らたに決定した項目は

（1）称業における航空写真の利用

（2）天然林における精英樹選伐に関する研究

の庭は(1)年度に入って急に問題化した緊急課題として

木曾，伊梛谷一帯の懸鼠防除に関する研究があり②大

蔵省で認められず是非希望するものとしてスチウンス

A35B型水位計職入，アスプルンドデイファイプレータ

ーの寄贈を受スれるための経盛。温度湿度調節実験室。

本場称産館の井戸水浄化装置があり(8)大蔵省ではなか

なか今後も認められにくい京都支場苗圃の整備其の他の

施設整備費がこの経謎で認められ又マツカレハの発生予

察基礎資料を得るための固定試験地の設殻。樹木病害の

生態的防除#こ関する'燦。外装用改良木材としての防腐

材，防火材，防湿材，集成材，等の樹種別，処理別，薬

剤別，の耐候性の研究。等の経蕊が認められ原子力利用

の一環としてアイソトープ利用の実験室が設羅されるこ

ととなったのである。

このように従来の大蔵省センスで認められにくい予算

が畿鋤捻議の調整費で認められ多年のNeCkが多少とも

排除されるに到ったことは，研究機関とし多年の念願が

解決される一歩前進として明るい年だったとも云える。

例えば淡射§誹り用施設が認められたと云っても直ちに

研究の進歩に大きな褒化をもたらすことは考えられない

が一つの新しい手段を坂入れて研究力進められることは

＋であり今後COG･の1,000ミリキユーリ声の照射室

も認められる予定であるので次のような慨究計画が先ず

考えられている。

（1）林木の養分吸収並に養分移動変化に関する研究。

即ちP32による苗木の肥料吸収に養分移動の追跡。

（2） リグニン，セル戸戸ズの生合成の研究。

リグニン，セルローズが作られる過程を追跡しその

自然界で作られる機構を明らかにする。

（3）材質改良の物理化学的研究。

木材への注入処理に対しての鯵透速度叉は謬透部位

の測定。

等の研究が予定されており特に強い放射能による突然

変位等については別途各省共通叉は農林省共通の施設が

考えられることになっている。

以上の如く国立林業試験場の試験実施に対する新しい

スター1､が今年産から発足したと考えてよかろう。

3． 地方試験研究機関

地方試験研究棲関は技術普及のセンターとして戦後各

地に設立され現在は35道府県に設置され，埼玉県，神

奈川県にも新設の動きが示されるに到った。然し地方機

関は夫々設置の目的力鈍方的特性を持って居り運営内容

にも地方差を持っている。大部分の機関が製品収スと試

験費支出がバランスを取る経営になっており，地方的要

求の解決のための栽培試験的試験を主体としている。最

近ばブロック毎の連緒試験を行う気運も現われ九州地方

輿‐
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③標準型簡易架線装磁の策定に関する研究。

催）蟆蛾の分類学的調査研究

（5）白蟻被害における調査方式に関する研究

の5項目が決定し従来からの継続試験は3エ年度を以っ

て一応終了し来年度から全面的に新らしいテーマにより

実施される予定である。従って一般公募と云った性絡よ

り農林省の依託試験と云った性格が強く出ることはやむ

を得ぬことであろう。かくの如く応用研究費も要求点を

明確にし結果を一銭行政並に研究設計に活用することに

より今迄以上に有効になると考えられる次第である。

試験研究の成果を実用に移すのは技術者の使命であ

る。そのためには個女の試験結果をそのためには試験鰭

果を祷計することと錐笥薊から見られる縄濁点を常に持

つように心掛ける必喪がある。試験研究は常に一定の仮

定の上に出発し結論されているものである。従って仮定

の中に新らしい因子を加えると繕果に凝潤が生ずる場合

が多いのである。これを解決するためにさらに進んだ研

究が必要となるのであり問題点は現実から生じるのであ

る。従って権簔に関する研究を婚塵するために搾驚j諭『

者各位からの強い注文が田され常に技術の研究と実用と

が賊くつながってゆくように念願し，期待するものであ

る。 （林野庁研究普及課ノ

一

兵
戸

匝

司
務の運用については，現場々食に応じての実情を記録

し，明年以降の効果的な運用のための実験年として力強

く発足した。

しかし，普及態勢の確立はなかな力溶易なものではな

く，町村への現地駐在によって，より頻繁に森林所有者

に接し得るものであるが,簡単に実現は出来ないようで

ある。事務所の問題，住居との関係などに種盈の問題は

あっても，この町村駐在による普及効果の発現のため，

各瀞瞳府県には大きな努力を払ってもらいたいものであ

る。

統合後の月,々の勤務実漬を拳ると，時間割合は大約普

及業務30％経営指導業務40％，その他の業務30％と

なっているが，法律的な義務づけをもってその実行を強

く規制される実施計画のしごとは，実行の面でつねに優

先的にとりあげられ，反面企画性，独創性，高度の技術

水準を要求される普及業務は，比蜘勺とりつきにくく，

いまだに技術員としての完全な普及活動に移り得ないで

いるむきも多いことと思う。これがため，統合後の普及

業務の進行はまだ完全に軌道にのったものと考え得る段

階ではなく，実態は上記の比率以上に実施計画のしごと

とその他のしごとに重点がかけられているものと考えら

れる。この間の不都合は，今後度を繰り返えされる技術

員の識習会や，現地訓練によって排除し得るものと考え

る。

しかし，この反面両者の統含によって，まことに具合

のよい面が端的に現われているところもある。技術員の

心をよく汲みとっていてくれる所有者，所有者の身にな

林業改良普及部関

杉下卯兵衛

1956年は林業改良普及事業にとって，大きな転換のと

しであった。いまそのすぎこし方をふりかえってみ，整

理をして，明年への足がかりにしたい。

．林業技術員の誕生

これまで普及事業は林業専門御愉員(SP)及び林業

地区技術員(AG)の両者によって進められてきた。

SPは関係専門事項についての調査研究をするととも

に，地区技術員を指導し,AGはi…禧者に接し

てその林業経営を合理化するために林業に関する各種の

指導を行い，両者相まって農民生活の向上を図り，豊か

な農山村を築きあげようとしているものである。

一方経営指導業務は森林盗源の維捧培菱と国土の保全

を目的とする森林計画を地につけるため，森林所有者に

対して経営の指導及び監督を行うものである。

これらの両業務はそれぞれ，月南者本位にしごとをす

すめるものと，森林資源本位にしごとをすすめるものと

のちがいこそあれ，大きい観点から承れば，最終的には

林業の振興という同一理想点に到達し得るものである。

この論点に立って》本3’年度より，林業経営指導員と

林業技術員とを解消して，あらたに林業浅術員を設け，

この両者の業務を併行的に行わせることとなった。事

実，31年度予算内示にあらわれた大蔵省の意志表示によ

って，この職務統合のきっかけがつくられたにもせよ，

鰯

』

F篭

揖
〃

その運用に妙を得るならば，両澆務遂行のためには理想 って親身になってその山のことを考えてくれる鈎脈員，

的な組織であると考えられる。 その間には経営の合理bへの熱情によって両者が一体に

統合後の林業改頁普及事業 なり同じ眼で森隊計画の面からの山の理想型をえがき，

統合の行われた4月以降における普及事業の本年度目 このすがたにもってゆくための経営上の技術的努力をは

標は，これらのあたらしく置かれた材業湊術員の資質向 らってゆくことができるところにこの統合のよかったと

上と，新発足後の普及態勢の確立とにおき，本年の両業 とをそつちよくに認めている技術員もいる。

－28－

１



1956 年 の 回 顯
－－

監視的な性緒の経営指導業務と，教育的な性絡の普及

業務とが相容れるものではないとするひとびとは，上記

のような合理的な現実を注視して欲しいものである。

専門技術員の賓格審査

統合によって，新しく3,105名の称業技術員が配置さ

れ，専門技術員の専門分科が従来の造林，保護，加工，

林産化学，経営の5科目に，普及，青少年，林業機械

化，特産,計画の5科目力錯えたことと，専門技術員の

定員が増えたことによって，新しく有資絡者を得るため

6月10日，専門技術普及員の資格審査が行われた。その

結果受審人員1,200名余に対し, 15%という極めて低

い合格率であったことは黄格試験水準の高度なためなの

か，また本年は全国4ケ所で実施したため受審費格のあ

るものは誰でもが受けた関係もあったのか，まことに残

念なことであった。しかし，高度の郷|『水準を要求され

る専門技術員にあっては，ただ合格者の数の多いことを

喜ぶよりは，少い人数でも，確実に技術を身につけた人

を合絡者として得られることこそ真に望ましいことでは

なかろうか。

林業技術員大会

統合後初めての林業技術員大会は10月28．29．30日

の3日間，農林省で行われた。その結果実績発表者58名

のうちから次の4名がそれぞれ表彰を受けた。

農林大臣賞 井野 宏（埼玉県）

零細森林所有者の経営改善と林業改良普及の推

進について

林野庁長官賞鹿島俊親（鹿児島県）

貧しい農民生活を救う奄美大島の椎茸栽培につ

いて

〃 新田一雄（岩手県）

青少年活動を中心にした高冷地の林業改良
〃 石垣和夫（山形県）

私の普及漉助

本大会の開催目的が猫姉員の過去における率を顕彰

することにあることは勿論であるが，これにも童して大

事なことは，各自の発表を相互に検討研究することによ

って反省の資料とし，各自の普及描堕の力を培う研礎の

場とすることである。このためことしは特に， 入選者

10名の発蕊について，それそｵ1専門家から薙葵内容につ

いての助言を与え，参集技術員にその内容を正しく理解

せしめ，研鐙の資となし得るように心がけた。第3日は

普及を総僅させるため，〃第一線にある掻捌罎臓いかに

あるべきか〃について，グループ・ディスカッションを

行い，この研修の目的をさらに意義あらしめてことしの

雪喪発表プ金をおえた。 ．

ことしの誓及のすすめ方

本年度の地方庁指導の指針を普及態勢の確立と，技術

員の盗質の向上に主眼をおいたが，一方林野庁において

は，これまでの普及項目の選定法などに検討を加え，と

かく技術員から農民へといった一方的な，ときによって

はおしつけるような普及項目でありがちだった項目選定

の方法に反省を加え，農民が真に望承，直に受け入れ易

い，地についた普及計画作製の方法を強くおしすう-めて

きた。即ち，本年度青少年SPの識習会において，その

方法を習得せしめて，その実行を容易ならしめた。 ，

林業改頁普及推進地区について

普及活動を重点的に行い，大きい普及効果をあげて築

きあげるモデル的な農村を，普及推進のための波紋の中

心にしようとする林業改良普及モデル村は，ここ2.3年

の間に行われた町村合併によって，その地域が拡大され

た結果，村内経済の耕蒙への依存度が低下したことから

して，あたらしく各県に2．3の林業改良推進地区を設

け，ここに，確立したたて方による普及計画で普及活動

をおこない，普及事業実行の推進地点たらしめることと

した。

一方，新農山漁村建設総合対策にうたわれる「新しい

村づくり運動」は強力にすすめられているが，この運動

の思想は盛り上る漫民の村起し運動であり，あくまでも

農民の自主的な計画にもとづく実践が期待されるわけで

あるが，この計画にせよ，実行にせよ，現地に駐在する

林業技術員の実質的な協力が要請されるわけであり，普

及組織の真価が大いに発揮されなければならないところ

である。これに伴って，林野庁においても，山村振興対

策をただ，山村の所得水準をあげ，山村の経済振興を促

すため，中央及び地方の林業関係者の指導と地元山村住

民の自覚を促すこととなり，改良普及推進地区に基礎を

おいて，山村振興対策を実施に移そうとしている。

林業改頁普及協会のうごき

恒例の全国青少年林業改良実綴発表大会は，普及推進

のための大きな誕点である青少年70名を集めて罪4月

23.24.25日の3日間東京で協会主催の下に開かれた。

ことしの傾向としては年令層も広く，女性の進出も多

く，発表形式も礎化にと象，内容とともに過去2回に比

べ相当の進歩が承られた。また，グループ活動に話題を

求めた発表が多かったことは，農山村に新しい科学技術

を導入しようとする普及事業の大きな阻害要因である農

山村の封建性や排他性をとりのぞく上からも非常に喜ば

しいことであった。

さらにNHKの全国罐による制錐講座は7月，13回

ににわたっておこなわれ，全国各地の篤耕塚によって培

声.涼
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われた技術について専門家の解説をも加えて，これらの

、技術の一謝上を図つたが，大きい反響を呼び，着たと事

績をあげて育っている林業改良普及協会の大きな足どり

を証明した。

さいごに

昭和25年以来の問題点である林業技術員の鰭付けは，

近くおこなわれる森林法の改正に呼応して，任用資絡を

規定して解決し，地方における猪付けの基礎にしたいと

考えている。

昭和31年度316,357千円をもって実行中のﾎi繁普及

指導費も明年度は大きく技術員の俸給単価引上げを要求

し，俸給平均補助率が実質1/3であるのを1/2近くに持

込承たいと予算要求中である。同時に人員不足のなや難

を解消するための手段として，交通時間の短縮を図るた

必，巡回指導用オートバイも要求している。

本年も年度の3/4を経過した。この間にのこされた実

績は，統合に伴う多少の足ぶ承によって，或いは芳しい

ものではなかったかもしれない。しかしこの間に包蔵さ

れた技術員の明年の活動力は大きいものと期待している

ものである。 （林野庁研究普及課）

においては，桐油，松脂などの増産に基本的IW究を重ね

優良，安価な製品を量産して，これを国外に輸出し，外

貨獲得の実を収めている。

アメリカのジョン・ラッセル，スミスは，これら特殊

林産物をツリー・クロップスといい，賀川豊彦は樹木作

物と呼び，これらの増産こそ農業経営に欠くべからざる

ものの一つであると強調している。

零細産業とはいえ，わが国の農業経営iこ最も適切なこ

れらの栽培を，不安なく有利に経営できる指導や措置を

確立することは，農林政策の重要な一施策ではなかろう

か。

3．栽塔に当って心懸くること

とかく特殊林産物の増産は，農山村の経済恐慌のあと

を追うてとり上げられ，社会，経済情勢の変遷とともに

その声を断って，収穫期に及んで，その生産物の処分に

苦しむことがこの事業の不確実性であると指摘される向

が多い。このようなことは土地生産業の常性で必ずしも

特殊林産物に限ることではないが，一般林木に較べて，

その褒動の激しいのは当然である。

従ってこれが栽培に当っては，次のような事項を充分

検討し，周到適切な計画をたて，誤りなき経営を行い得

るように努めなければならない。

（1）生産物の販路と，対内外の需給状況の見透しを究

めること。

（2）地方の産業の事情をわきまえ，栽培者の経済に応

じて，種類や規模を定める。

（3）事業単位に零細栽培される場合でも，その生産態

勢を共同組織化すること。

側集荷や販売の機構を設け，中間搾坂を避けるこ

と◎

⑤栽培捷術の敵善を計ること。

4．技術的改善の要

化繊，ビニール，合成鋤旨などのように，日日に新し

い製品が天然資源を駆逐するとはいえども，なお天然資

特産 部開
墨

の

唱〆
特殊林産物と栽培技術の歩み

小野陽太郎

1．新農村建設にとり上げられる特殊林産物

わが国の農山村における大部分の農家は，経営謬馳面

積が小さいので，単一な米麦農業だけでは楽な家計がた

てがたい。どうしても経営を多角的にし，裏山を利用し

ては家畜の飼料を得たり，換金作物や特殊林産物を栽培

し，或いは賃労働に服して現金収入を図るように努めな

ければならない。しかし家畜特に乳牛の飼養になると，

非常に有利といわれるが，経営規模の大きい農家でなけ

れば実現が困難であるが，クリ，クルミ，キリ等の栽植

やシイ共ケの栽培であれば，盤業経営の片手間に，未利

用閑地や，裏山地帯に営菫れる。しかも現金切れする時

期に高率の収益が収められるから，その経営よるしきを

得れば直接農家経済の安定に，国内資源の増産にふさわ

しく,一新農村建設に果す役割もまた極めて大である。

2．増産に強力な推進が必要である

このような特殊林産物の増産を農業経営にとり入れる

0ことは，今日に始ったことではなく，わが国では遠く旧

藩時代から，佐藤信淵や大蔵永艤などによって提唱さ

れ，名君の保護政策の下に鍵を象，窮状の農家を安定

させてきたのである。

しかるに時世の推移で近世に及んではその政策は捨て

られ，加うるに生産磯構の不備，利用の沈滞をきたし事

業の継続性を失って，次第に衰微の一途をたどる有穣と

なってきた。

一方国外にこれを承ると，スペイン，ポルトガルなど
C

はコルクを，ナ･タール国はワットルを，イタリー，フラ

ンス朧クリを未だに国の保謹の下に増産しつづけ，世界〃

市場に進出しておる。また近年に至ってアメリカや中共

■
四

｛
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源の中には，他の追随を許さない特性をもちつつ，価楕

の点で後退を余儀なくされるものが少くない。

震た同じ桐油であっても，アメリカでは，育種改良さ

れた催良種を集約に栽培して，低価格の産物をあげ，わ

が国産品を圧倒して市場を礎得しており，中共における

シイタを栽培も，将来油断のできない技術の數善が見受

けられる。

このような諸外国における栽培技術の向上のさ中に，

わが国における特殊林産物の栽培，加工は1，2を除い

ては殆んど科学的技術のとりスれられたものがなく，今

だに粗放な掠奪的経営に委ねられているというても差支

えない。

そのため単木当りの生誕董騒は低下して，勢い塑吻は高

値を呼ぶことになって，利用面を狭め，品目によっては

輸入品に駆逐され，遂に醒諜の壼職を招く．ことにもな

る。

従って今後特殊林産物を増産するに当っては，良質の

生産物を安価に産することに目標をおき，前記諸項にも

まして適切な技術をとり入れ，集約な経営に努めること

が庇要となる。 ．

而してかかる技術の改善は，一に，研究機関における

基本的栽培技術の研究と新用途開拓の研究成果にまたな

ければならない。

5．新しい栽培技術の－，二

既往において顕著な貢献をとげた按術には，シイタケ

の人工栽培をあげられるが，最近斯業の発展に寄与する

と考えられるものは，次のものであろう。

（1） クルミの接木育苗

クルミの需要は年と共に増加するに伴ってその増殖が

盛んになってきたが,今後は淵峰の系統の木の中から，

優良なものを選抜するなり，或いばよい系統の品種を育

成して，これを増殖し，統一された甥賂にもとづく果実

を生産するように努めることが急務となる。

そのためには従来の実生繁殖を，接木による養苗に改

めなければならない。しかるに，このクルミの接木養苗

は極めて困難に属し，過去20数年このかた各方面の人

人によって．その研究が行われてきたが，それらの活着

率ほ不安定であったり，著しく低位であって，残念なが

ら事業的の方法が確立されていなかった。

幸いにも現在島根大学におられる高馬進教暖が，先任

地の信州大学において， 1949年以降この研究に没頭さ

れ，遂にその難問題を解決し，何人でも容易に成功し得

る接木繁殖法を完成したのである。

同氏は霞ずクルミの樹性を生理学的に究明して，癒着

に最適する条件を把握し，これにふさわしい接穂，台

木，鋒k時期及び環境的要因を，実際実行し得る穣式に

凶癖
鴎

蕊
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一

接木したクルミ苗の発芽（唐沢克蕊）

とりいれた。すなわち

（イ）接穂の取扱い。充実した1年生枝を選び，綱民

期の12月から1月までに採坂し，これを低温下に貯蔵

しておく。雌寒中は穴蔵で差支えないが，春先きになれ

ば冷蔵庫を用いるようにする。

（ロ）台木。1，2年生の実生苗でオニグルミでも，

共台のカシグルミでもよいが，前者は低湿地に後者は乾

燥地にあてる。

（ハ）接木。3～4月の候に，台木を掘り上げ，普通の

切接法で低目に接木し，これを電気温床内の土中に穂の

頂部まで埋め，活着を促進さ巷る。

（二）電気温床。クルミの癒着しこ最適する地中温度は

摂氏24～25度。土壌の湿度は80％内外である。

この条件を保たしめるために,板枠叉はコンクリート

枠の温床を作り，その底に籾殻をしき，1．2ミリのニク

ロム線を10cm間隔に張り，その上に50cm位壌士を

入れ，500ワットの電流を通じて温産をあげる。

（ホノ管理｡接木した苗を坪当り300本位の割に伏せ

こんでから，約1ケ月の間地温を一定に保たしめる。そ

の間合芽の掻きとりを怠らず,接木活着して新梢が伸び

た頃,戸外の冷床に移植して健全苗に育てる。

この方法によって従来不可能とされたクルミの接木

", 80～90%の活着を収めることができた。

Q
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②クリの新品種 、

昭和16年クリタマバチが岡山県下に発生して以来，

この被害が急速に拡って，今や東北地方の鯛Iを残す全

土に椙駁を象，栽培グリの早生系の大半は全滅に瀕し，

シバグリほ伐採を余儀なくされる惨状を呈している。

これが対策としては，国費をもって被害木の伐採，．ﾞ

－ルの採取を行うと共に，天敵の発生を促して防除に努

められているが，基本的にほクリタマパチの無被害品種

を検出し，更に抵抗性新品種の育成が急溺となってき

たo

無被害品種の検出については，時を移さず農業技術研

究所園芸部や，東大農学部日塔助教授などによって明ら

かにさ池被害種にこれら抵抗性品種を接ぎ替えること

によって，回生を計ることができる。

参考のために主な無被害品種をあげてみる。

銀寄，田尻銀寄，鹿ノ爪，今北，岸楓赤中，正

月，福西,長兵衛,長光寺，金赤，毛長，市右衛門，

又兵衛,篠栗,小布施栗2号，田辺栗,利平栗,豊多

摩早生。

ところで今日栽培されているクリの品種は，恐らく

150種に及ぶものと考えられるが，経済品種としてはお

おむね10数種に止まる。これらは本邦各地で選抜淘汰

されたものが大部分で，交配育種されたものは極めて少

い･クリタマバチの発生に刺戦されて，クリ晶置の育成

は漸く軌道にのり，しかもその狙いは従来の大泉性より

もむしろ，耐虫，耐病，美果性で，かつ樹勢の旺盛な品

種が研究の対象になってきた。

これについては農業技術研究所園芸部を初めとし，岐

阜，兵庫，新潟の各果農事試験場や兵庫県林業試験場及

並

Ｆ
ｒ
▽

~
シ

世

＝

農研育成のクリ新品種ち～20

ぴ民間栽培者の中で交配育種の研究力進められている。

既にそれらの中で優良種と認められるものは農研で

11種にのぼり，叉民間で選抜育成されて種苗登録申請

中のものは8種に及んでいる。これらは目下全国的にそ

の適応性を挨討されておるが，その成果によっては，将

来重要品種として栽植されるようになるであろう。次に

それら新品種の特性を表示してみよう。

0

農研園芸部で選抜交配したクリの特性
凸
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民間で育成され登録申請中のクリの特性

討覺
肉

肉質’
熟期双子率穂|筆” 蝉※…。￥

果 肉
果皮

品種名育成者

萢珂肉質色沢

菱 縛
森早生

七福早生

大和

有磨

銀鈴

錦秋

田辺栗

I

産
司

(林野庁研究普及課）

－

の関係筆が協同して，あるテーマについて研究を舞捷

し，デスカッションすることはあまりなかったように思

われるので，殊にその感が深い。

次に各部門に目を転じると，先ずパルプ部門では今更

此処に云とする迄もなく，広葉樹資源の高度荊用の蚕室更

な一翼として,BKP, SCPの鍾窒は箸るしく伸びつつ

ある。本年3～7月の5ヶ月間の平均月生産量はKPは

総生産量の22.2%, SCP"3.4%を占め，殊にSCP

は29年来の生産量1.8％に比較すると，2倍弱になっ

ている。なお現識目当数の会社でBKP, SCPの議娠講広

張，新設が行われているので，これが完成の暁には一段

と錘重量は飛鰻することであろう。叉CGPも一応研究

段階を終え，生頚菱階に入ろうとしている。Chemical

GroundPulp(CGP)は米国において鍵近嘩化され

たパルプ化法で，1946年以来ニューヨーク州製捌職硫赫

会，ニニーヨーク州立大對氷学部で研究，成功を見たも

のであり，これは各種の広翼調から雷鼠の針葉樹パルプ

に比して強度の高いパルプを，しかも筒歩留りで蝿豈し

得，またその製法は薬品を加えて木材を鶉慧し，材の組

織を軟らかくしてから，普通のGPの製法どおりストー

ンですり潰してパルプにするから，針葉樹資源に乏しい

わが国としては，洵に瀧繕な新法で，その癖力蝿待さ

れる。

一方研究面においても高収率パルプ蝿豈について緬笥

ない追求が行われ，本年の報告の中にも，アスプル才ド

法の変法，亜耐嬢ソーダ，硫化ソーダによるパルプの製

造法等，，2，3のものが見受けられる。またセミケミ

カルパルプ製造について問題になる種,年の広葉樹の，パ

ルプ原木としての価値評価，パルプ製j鐸件の鋳討，パ

ルプ製造上の種灸のトラブルの究明，解決等を目指し地

林産化学部門L

米沢保正

1956年の世界の動き，白木の動きは，東欧問題，ス

エズ動乱，日ソ交渉等，問題と言うべくあまりにも大き

な出来事がここ2，3ケ月の間に踵を接して起った。

一方わが国の林産化学部門のあゆ承に眼を転ずれば，

今年は木材盗源合理化方策決定後第2年目にあたり，漸

くその動きも軌道に乗り, stepbystepの着実なあゆ

みを続けたと見るべきではなかろうか。つ差りstepby

stepと言うのはまさに文字どおりで，世を刮目させる

に足るような箸るしい進歩発達は1年位の期間で起る筈

もなく〃十年一昔〃のたとえのとおり，これ位の期間を

おいて比較し､て始めて判然するものであろう。

さて本年の出来事の中，先ず筆者の頭に浮んで来るの

ほ，春に行われた，木材学会，化学会，繊維学会,紙・

パルプ技術協会，高分子学会等共催の木材化学に関する

識演会，および秋に行われた矢張りこれらの学会の主催

によるリグニンに関する討論会の2つである。これば研

究面において，また技術面において木材に対する一般の

関心が非常に高蓑って来たこと，およびあらゆる部門に

おいて，種含のことが実に複雑多岐に分化している現

在，木材に対する考え方が従来迄のような観点からは当

然ゆきづまりを見せ，より高所から新らしい見地に立っ

て木材と言うマテイリアルを解折し，よ‘り有効に利用し

て行こうと言うことの一つの表われが，これらの催しに

昇華したものと思われる。これはそのまま木材強蛎荊用

合理化への積極的な推進力に蕊るものと言えよう。この

ことは従来，こと木材化学に関しては，このように多数

鱈
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味な努力が扱われつつある。現在最も多く用いられてい

るパルプ原木であるアカマツ，ク酒マツ等でパルプを製

造する際問題になるピツチトラアルについても，着々そ

の本質の解明，解決策力鈍明されつつある。サルファイ

ト蒸解について朧，その蒸解困難の原因として心材中の

ブェノーノレ成分があげられるが，本年は昨年程多くはな

いが，2～3の報告が見受けられる。その他クラフトパル

プの着色の問題，パルプ化に際しての脱リグニン壌溝，

パルプの諸|生質と木材成分との関週生等基礎的な問題の

研究も見られる。漂白法は近年長足の進歩を遂げ，この

たあFKPの出現等も見られ，パルプの用途は箸るしく

拡がりつつあるが，わが国においてもCIO2等の過酸化

物漂白の工業化が漸く行われつつあり，更に増加の傾向

にある。

本年もパルプ製造設備の増設,新設に伴い，幾多の新

鋭溌械が種,々輪ス，或いは国内で製作されたが，就中連

続蒸解装睡がクラブトパルブ，セミケミカルパルプ部門

に続々とりスれられつつあることは特筆に値しよう。こ

れに伴って品質管理も容易になり，パルプ生産全工程も

当然連競化，自動化され，オー1､メーションヘの急速な

転換が行われつつある。

廃材の有効利用で高く評価され，急速に発展しつつあ

る繊維板工業は，31年8月にはその生産量は約22万坪

に達し，中でもハード・ボードは約74,000坪で30年

の1ケ月平均生産量の約1.5倍にあたり，チップ．ボー

ドは約22,600坪で2倍弱になっている。パルプ工業と

同様にこの工業も，多分に先進諸国に負うところが大き

いが，一日も早く世界の水準に達しようとの努力はたゆ

翠なく続けられている。本年発表された研究は，ハー

ド・ポ戸ド，チップ・ボードに関するものが多く，製造

条件の検討，品質向上のために行われる諸種の処理のお

よぼす影響等，製造に対する根本的要因の究明が行われ

た。

木材成分としてばセルローズに次ぐ重要性を持ち，昔

から多くの入会が研究を重ねているにも拘わらず，いま

だに未知の分野が多く，かつ利用面の甚だ少ないリグニ

ンについては，本年もその重詞生そのままに数多くの精

力力藻中された。刊行された報告だけでも10篇を越え

ている。この部門について特筆すべきことは，前にも述

べたように，秋に討論会が行われ，多くの研究者，技術

者が参集し，蒸解機権，リグニンスルホン酸，リグニン

の生合成，リグニンの反応等種含の問題について研究結

果を報告し，討論が行われ，多くの成果を挙げた。利用

面ではパルプ廃液から合成繊維の製造がある。これはポ

リエステル繊維で，リグニンワニリンからワニリン酸を

製造し，一方石油化学工業からエチレンクロールヒドリ

ンを入手して，縮合体をつくろうというのである。すで

に研究室的実験段階を終え，太獅勺工業化試験に移った

とのことであり，大きな翔待が寄せられている。

さきにも述べた30年1月の閣議決定以来，急速に世

の関心を集めつつある木材糖化ほ，本年はまさに林産化

学部門では，大方の話題を一手に鍵つたかの観のある程

である。冒頭に述べた春の講淡会においても重要な演題

の一つになっていたし，各種の刊行物にも絵説，解説，

展望等枚挙にいとまのな'い程である。ここでその重要

性，将来性等々について喋なするまでもないが，今やめ

ばえの状態にあるこの産業を，見事な大樹に育てあげ，

あまねくその恩恵を受ける日の必らず来らんことを望む

こと切なるものである。実行面についての本年の動き

は,一昨年,昨年度,政府からも相当額の工業化試験の
研究補助金も交付され，今迄積男Kあげられた研究成果を

工業化に移すべく，糊上生産物である糖液よりアルコー

ルの製造，結晶葡萄糖の製造，木謎の前処理卿七工程,

即ちヘミセル戸一スの抽出と，抽出したペントース液か

らフルフラールの製造，濃塩酸法による木材糖化等夫煮

のプラントの設置も進められ，本搭的試験に入りつつあ

るようである。

現在わが国では，木材の化学的利用としてバルブに次

ぐ．位置を占めている木炭は，年間200万屯生産されてい

る｡その大部分を占める75％が家庭燃料であり，残りの

25％もエネルギー的使用が大部分で二硫化炭素用，活

性炭素用その他工業用炭素源として使われる量は年間10

万屯に満たない｡然し木炭は工業用炭素源として，他の

炭素源に見られない特性を持っている。政府は利用合藝

化の一面として，家庭燃料としてこの木炭の節約をはか

り，その使用量は減じつつあるが，山元廃材の処理法と

してすぐれた特徴を持つ木炭生産業は，貸源釆鵬の面か

らも，又山村経済の面から見てもその生産量は減少する

ことはあまり考えられない。従って木炭の合理的禾蛎法

として工業用炭素源としての木炭の利用の重要性が強調

される訳である。研究面では活性炭製造,触媒製炭法，

昨年に引続き揮発分についての報告等があった。

特殊成分については，松脂増産の必要性が強調さ勘1参て

いるが，青変菌使用による生松脂採取試験が行われてい

る。叉企業化試験の行われているメープル・シュガーに

関連して，邦産カエデ属樹液の糖についての報告があ
る。

以上林産化学部門1956年のあゆゑについて概観した

が，もとより高所よりの展望は期し難く，本年のこの部

門の動向を知る上に何らかの参考となれば幸いである。

（剃業試験場林産化学部）

寓
〆
》
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鑿を受け，合板も英国向ほ昨年に比して殆んど半減した

が，合板に対する米国の需要は充分これを補う程に活溌

であったため，全体としては輸出墨ま昨年を上廻る見込

であり，価絡も概ね安定を保っている。

技術的に見て本年の木材工業の顕著な動きは木材を綜

合的に利用することによって，原洞料を最も有利に利用

し，企業の安定に資するという方向への前進であり，こ

れは好況によって資金に若干の余裕の田来たこと及び，

原材料の不足という木材工業の共通の悩みを自ら解決せ

んとする努力の現われであり，製材工場，合板工場，繊

維板・削片板工場が同一企業組織内で行われる機会力轄

加している。この方法は木材加工としては最も合理的で

あり，かような形態の工場鋤ﾛ速度的に増加し，将来ほ

これらの綜合工場の製品が市場を主導するに到るであろ

う。これの工場の生産コスI､が低下するとすれば，他の

単独業種の象を経営している企業の採算は漸次鰯階する

ことを意味し，将来の大きな問題点を含むものである。

I業種別生産動向

品目別の月別生産量は第2表に示す如く，いずれも本

年3月以後箸るしく増加しているが，工場数には顕藩な

増減はなく，1工場当りの生産最が増加している。

第2表木材加工品の月月畦産量

木材工業部門

繁沢静夫

I概 況

本年の木材加工生産は活溌に終始した。これは経済規

模の拡大に伴う産業の一般的な好況と相俟って木材需要

が箸るしく増加したためであり，最も重要な影響を示し

たものは木材及び木材'加工品需要の最も主要な部分を占

める建築活動が本年頭初より極めて活溌に行われ，製

材・床板・合板・郷俊板・削片板等の建築材料の需要が

旺盛であったことである。即ち我が国の建築着工坪数は

昭和30年は月間平均約85万坪であるが，本年は記録

的に増加し，第1表に示す如く毎月100万坪をこえてい

る。この中木造建築の占める割合は昭和28年の89％に

対して糟と減少し，本年は77％となっているが，月間

平均80万坪で，1月2月の建築不需要期を除けば月約

85万坪の木造建築が着工しており，昨年の70万坪ベー

スに比すれば約20％の増加を示している。かような建

築絶対壁の箸るしい増加が木材工業生産活動に直接影靭

を示し，他の木材需要面に於いても大体同様の傾向を示

したため，製材その他木材加工品の価絡は本年春以来漸

騰歩調をとり，生産過剰を憂慮されている合板に於いて

さえ生産力に充分応じ得る需要に支えられて，価格は漸

次上昇した。叉繊維板，削片板等の新興加工材料は漸や

く本格的な生産にスリ，需要生産共に活溌であったが，

価格は本年頭初より稽々低下している。これは工場の完

全操業によるコストの低下と，需要圧醗な機会に安定し

た市場を確保せんとする配慮に基づくものである。

第1表建築着工坪数（坪）
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野庁林産課）

1．製 材

現在稼動している製掴工場は全国に約29,000に達し，

原木供給鐘から見て製材工場が多すぎるという問題は依
然として解決せられておらず，地元費源を中心として発

達した産地に於いて遠､醗純他府県から原料を移入しな

ければならぬものが漸次増加しており，製材工場の適地

が移動する傾向がある。

製材品目については挽角類と仕組板の増加が箸るし

（建設省調）

一方海外市場に於いては主要輸出品は吋材と合板であ

るが主要市場である英国の不振により吋材は箸るしい打

－35－
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く，板類の増加は僅少である。これは合板，繊維板，削

片板等が製材品の中撫噴の占めていた市場に漸爽筐出し

つつあることを示すもので，今後癖の占める比重は漸

減することは己むを得ないことである。

本年の製材工業に於いて最も鵯葎すべき事は廃材;侭よ

るチップ生産が繩首に乗りつつあることである。廃材チ

ップの生産は本年6月現在の原木価格では充分採算のと

り得ることが堯証せられ，各地に極めて急速に錨蕊しつ

つある。10月現在で14工場が蕊篭して19台のチッパ

ーが顔動しているが，年末までには約60台が稼働する

ことになっている。

この新規事業は原材料を集約に利用する点において国

家的にも有意義であるの承ならず，原料不足に悩むパル

プ工業，織陰板工業等の需要者側の協力を得易いので，

若干の問題点はあるにしても，今後急速に発展じて製材

工場経営改善に資するであろう。

2．床 板

第2表に見る如き床板生産増加は殆んどが蕊鐵辮に木

造以外の建築の増加に負うものである。従来床板工業は

低細吊の需要不足による不安に絶えず脅やかされていた

が，現在はこれらについても活溌な需要があり，最近の

工場在庫は昨年に比し約3万坪の減少を示している。

床板生産技術上最も問題となる乾燥についても最近の

研究が漸次坂りスれられ，将来乾燥コス1､の低下によっ

て，床板価格を低下せしめる可能性が出て来ていること

ば床板工業に於ける明る'いもう一つの話題である。

3． 合 板

合板工業は昨年夏以来生産設備の過剰とこれに伴う価

絡低下に苦し承，輸出価格，数量の協定，国内販売態勢

の蕊備強化等の対策を講じ，本年に入ってからは調整組

合を設立して出荷数量の調整をはかると同時に，協同組

合を中心とする販売価格の澗整を行って来ており，本年

春以来梢を市況は立直ったが，第2表に示す如く生産量

は頭初定めた調整数量を澗度に使用するまでに上昇し，

11月以降の不需要期を迎えて再び市況混乱の恐れを生じ

たので，11月以降は調整数最を圧縮して，これに対処す

る方策を講じている。1蛎溺Uには国産樹種の占める割合

が糟を増加し，特に輸出に於いてば北海道産のセン，カ

バ合板は重要な地位を占めるに到っている。

生産面に於いて特に箸るしい傾向は特殊な合板の生産

増加であり，所謂vグループ，中空合板，ランパーコァ

ー合板等の生産が著しく増加しており，米国市場等に大

難に送られている。これらが新しい合板市場を開拓して

いることは誠に喜ばしいことである。

機械設備に於いても従来の量によって他企業より偲位

を占めようとする努力ば調整組合の設立によって一応終

止符を打たれ，設備の質的改善に重点が置かれ，特に単

板の巻坂装羅，レース直結のオートクリツパー等単板処

理工程に於いて箸るしい改善が行われた。叉本年に於い

て諸外国の優れた戸一タリーレース及び関連設備が輸ス

せられたので，今後の我が国の単板切削設備の改善には

箸るしく貢献するであろう。

需要増加によって設備過剰と見られた合板も現在は比

較的順調な生産を続けているが，生産過剰の問題は嘩

的には解決せられていないの承でなく将来には困難な問

題が少くない。

その最も重要なものは原木問題で，国産材優良材は漸

次減少しつつあり，更に輪ｽ材に於いても産地であるフ

ィリッピンの産地事情及び政策によって，今後の輸入原

木に優良品が少くなる可能性があるの承でなく，製品市

場に於いてもフィリッピンは将来の最も主要な鼓争国と

なる可淘生をもっている。その解決は現在の合板工業に
課せられた大きな課題であり，他の錘を求めると共

に，現在の資源を最も合理的に加工するための技術的研

究が熱心に進められなければならない。

4．硬質繊維板

我が国の繊維板工業は24工場によって構成されてお

り，その中硬質繊維板の生産を行っているものは6社に

すぎないが，木材工業の中で本年最も重大な関心が持た

れたのはこの硬質繊維板工業と次項の削片板工業であ

る。即ち新らしい建築材料としての織随板の特i生は漸次

消費者に認識せられ，建築増加と相俟って需要は急速に

増加したため，生産各社がいずれも生蕊昌力の増強に努

めると共に新らたに硬質識随仮生産を計画する者が続出

し，その大部分は実現の運びに到らなかったが，本年の

木材工業の話題の中心となった。計画の具体化と工場建

設中のものは日本ハードポF-ド及び秋田木材の2社であ

るが，これらはいずれも従来のものよりは遙かに大規模

で，この2社の年間生産能力は4万1､ン（1トンは約90

坪）に達するものであり，今後の硬質繊維板工業の方向

については示唆に富むものである。

現在の年間生産能力は既設工場の増設分を含めて約

1.5万トンであるが，明年中にば約5万トンに達し，現

在計画中のものもあるので今後更に箸るしく増大するも

のと考えられ，一時的には供給過剰の不安もなしとしな

いが，鍔削的には欧米の生産零階より見て更に飛躍的な

発展力零えられるものである。

製造方式は現在工場建設中の2社はb,ずれもスエーデ

ンのアスプルンド法によっているが，米国で行われてい

るセミドライプレッシング法も計画されている。いずれ

にしても硬質繊維板生産規模の最低単位は1万トン以上

ハ
ー

画
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対しては最も適した性質を有する材料であり，今後この

方面の需要が急速に増大することは諸外国の例に見ても

確実であり，需要の増大と適合した発展が期待される。

と見られ，比較的少数の大規模工場の承によって生産が

行われ，中小企業を主体とする従来の木材加工工業とは

異なった形態で発展するものと考えられる。

5．削片板

削片叛生産に於いても繊維板生産と同様の現象を示

し，現在操業している4社の能力増強により生産量は毎

月増加しており，新らしい工場建設の計画も少くない。

削片板も繊維板工業と同様に大規模生産に移行する傾向

があるが，本質的には中小規模のものが成立する可能性

を多分に含んでいるものであり，本来他の木材工業副産

物を有効に利用することによって企業採算を向上せしめ

るという形態で発展したものである。そのため製造方法

は極めて多種多様で，夫鳧の製法により製品の品質が異

なり，夫々の特色により異った用途を持つものである。

現在計画されているものも，ノポパン法，クライバゥム

法等様盈である。いずれ単独企業としてでなく，他の木

材加工との兼業であり，従来行っている木材加工によっ

て生ずる廃材の量と形態によって，最もそれに適合した

方法力課用されなければならない。

削片板の現在の用途の大部分は家具及び木工であり，

建築用がこれに次いでいるが，削片板はこれらの用途に

む す び

木材及び木材加工品の需要ば今後の経済発展に伴って

益盈増大することが考えられるが，我が国の森林資源の

現況から見て，増大する需要に充分に応じ得る原木を供

紛することはかなり困難であり，木材工業に於ける原木

確保の困難性が緩和される見通しは少い。従って今後の

木材工業原料価格が更に上昇する場合もあり得るのであ

り，これが今後の木材工業に取っては共通の最も重大な

問題である。従ってこの問題を最も合理的に解決する業

種或いは企業に繁栄が約束されていると考えられ，全体

としての木材消費量は増大するにしても業種毎に若干の

消長はあり得ることであり，企業としては最少の原料か

ら最大の生産額をあげる努力が必要であり，いくつかの

業種を兼営し，木材を最も集約に利用することによっ

て，製品コス1,を低下せしめると共に企業の弾力性を塘

加せしめるという努力が必要であろう。

（林野庁林産課）

＝
‐

鴎

■

56朧計度の生産のうち約4％の2．3{鯛度が輸田され

る見込である。

第1表

パルプ産業部門

紙バルブ産業と原木事情

福島三郎

紙は文化の糧とか，尺度ともいわれるように文化の進

むにしたがって，我国の紙パルプ産業も近年順調な伸展

を遂げ，最近は外貨獲得の一翼を担って国際収支の改善

に寄与している実情は関係者の努力もさること乍ら，ま

ずまず今日迄の処洵に恵童れた産業であったともいえ

る。しかしながら，我国の森林事情に照してパルプ所要

原木の急増が漸く林伐界は無論のこと，業界内部でも強

い関心事となっている秋，昭和31年の紙パルプ部門に

ついて所感を述べよとの御指名であるが，命題があまり

にも過重でその任ではないので御趣旨に反するかも知れ

ないが，本稿で憾紙バルブ需給の現状と原木に関連する

特に顕著な動きに就ての記述にとどめて御赦しを願うこ

とにする。

最近の傾向として紙頓の有効需要は国民諏与の約3％

と推定され，従って国民所得，人口等の増加は如実に紙

類の儒譲を促していることを甚嶬すると本年度紙類生産

ほ金額にして概算1800億円に上るのではないかと承ら

れる。紙類需給の見透しは次の第1表の通りであって，

種月ﾘ|生産量|輸出量|内需量｜ 摘 要
百万封度

164

46

20

230

百万封度
新聞,印刷,筆記,ク3287
ラフト，その他用紙

百万封度

3451

1623

586

5660

識
赫
燕
計

。
《

ダンボールその他

機械漉和紙

紙パルプ連合会推定

1577

566

5430

国民1人当り消費量にすると約60封度となり，米国

の400封産は別絡としても欧米の先進国力報ね100封度

以上なので内需は更に増加すべき趨勢にあり，輸出も上

半期実績が約1億封度，34億円に達しているし，今後東

南アジヤ，中近東諸国の市場が開拓されると詮公伸びる

であろうから，前雄は需要面からすると極めて有望なこ

とが期待される次第である。

此筆型紙用のバルブと人絹，スフ等の試料となる人絹

用パルプ等の儒鵜は第2表の通りで各種パルプ228万英

屯の需蕊こ対し国産供溌鍾は218万屯で10万屯の不足

量ほ主に人鵜パルプで此の需露曽は輪スに俟つことにな

っている。

〃
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第 2 表
1

需

製紙用|

1
千

557

10

159

279

84

40

728

1857

要 量

化繊用|基弛1 剣
供総量

輸入|鬮内生
パルプ種頃 備

》
壱

一
千
討
蝿
膨
率
弘
如
秘
誕

計

千屯 千屯 屯 千
逗
配
－
８
－

屯 千屯I

巽
唾
醒
唾
垂
唖
唖

紙パルプ連合会推定

其の他用，セロハン，セルロイド

サルファイトパルプ

人絹パルプ

晒クラフトパルプ

未晒クラフトパルプ

セミケミカルパノレプ

ソ．－ダバルブ

ケランドパルブ

計

545

356

159

271

84

40

728

2183

一
皿
一
一
一
一
一
“４

一
認
一
一
一
一
一
詔

－

103

〃

儲
』なお我国のバルブ生産の長期見透しに就ては，去る5

月通産曽撒諜課に於てい策定された8ケ年計画があるが

(第3表の通り）31年度既に約10万屯近い生産超過と

なるので，この計画も大幅に更改されねばならない程の

躍蕊封辰である。

第3表

比較的低価格であった地区の赤松立木の公売で一般材並

の佃端で落札している麺兄等から推して，確かに瞬く集

荷が困難になってきていることは華のようである。

なお業界は数年来木材資鵬琢1用合理化策として30％

の広葉樹使用を勧奨されてきているので漸次広葉樹増加

の傾向にはあるが，今の処全使用量の15％位で，上半

期ｽ荷1390万石の職腫別割合は赤黒掻58.97％，核曹

0.76％，樅栂2.30％，蓉掻0.01％，えぞとど20.56

％，其の他針葉樹0.40%,ぶな5.80%,其の他広蕊謝

(主にかば)n.06%,屑材0.07%,棚卸0.07%(日本

パルプ材協会調）となって依然として赤総掻，えぞとど

への'臓芋度は高く，特に内地に於ては赤掻費輝h諾への

集中は筵に餓烈である。即ち第4表にゑる通り，需要原

木の過半を該地区にて自給している処は北緬萱,東北，

中国，四国，九州等の工溺でその他は織原を遠隔地に求

あている状況である。このことはパルプ各企業体間に於

て輸遥蓮賃の面より原木仕上り佃端に大きく絡差を生ず

る講果，今鍾浅国の紙パルプ産業繊豈に相当な変革を商

すのではないだろうか。と云うのはパルプの製造園而に

於て最大の比重(40％以上）を占めるのが原ﾌ蛾である

ので原木仕上り価栴の如何が喧接原価即ち企築庭に影瀞

することになるからである。（第6表，昨年庭通産省の

推定資料）

また紙パルプ製吊自･体多分に国際的市場性をもつもの

であるので，我国パルプ睡譲が伸びるためには，品闘而

絡に於て国際競争に耐えることが前提条件である。暑睦

品質に於ては海外の菊骸術も受け入れ研綴を重ねた綣果

一応国際水準に達したもののようで，一画輌格に就ては

企業合理化によるコスト引き下げに真拳な努力もなされ

てはいるが，第6表の通り北米ものに比べ10％前後高

価で最近米国，加奈陀がパルプ錘鐵膜勢にあるので原木

値上りを理由に国産パルプの値上げを承るようなことは

躍諜の健全化策ではないし，むしろ更に芳干のコスス低

｜
塞
壱，謝蝋BIA|

パルプ
年産 生産畳

備

千屯
2085

2263

2680

3052

千屯

28085

30366

34923

38695

千屯
4477

6370

10022

12943

鰯
６
９
７
４

●
●
毎
■

５
０
８
３

１
２
２
３

１
２
５
８

３
３
３
３

従って現在米国の2,000万屯，加奈陀900万屯，瑞典

の400万屯,券蘭，蘇瀞Bに次ぐ世界第6位のパルプ生

産国となっている。

パルプI識に就ても昭和21年度335万石の使用量が

逐羊200～300万石宛増加し本年度は約10倍の3000~

3100万石に達する星込であって更に昭和35年度迄にパ

ルプ設備投資600億円120万屯のj静f設が画策されてい

るもののようで，この通り芸観すると5年後所要厩仁も

5,000万石に及ぶこととなろう。

将来のことはさて措き，今年の1詠需諾状況をみると

例年ならば4月より9月迄の_上半期はス極が使用量を

上廻り下期に備えられるのであるが，本年は9月度に使

用量が入荷を20万石も超し，従来在職量も9月末3ケ

月分位であったものが2.6ケ月となり，即ち9月度ｽ荷

232万石使用254万石在庫678万石で例年に比べ，いさ

さか変調で心細い状態である。此の原因が最近の輸送灘

によるものか，需謹の急増から鍾藍の手当が追付かない

のか，或は一圖鍵築用その他の我が鐸活動の活溌化に

伴って読兄も極めて強調なるため，燭閥格であるパルプ

材はス手難におち入ったものか即断は出来ないが，従来

｛
宮
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第4表昭和31年度上期（31.4～31.9）パルプ用材交流表

単位1，000石 （迩藍省資料による）
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195工場あって，夫友の工場立地によって原木仕上り価

糟にも差異があることから炎源地帯への工溺建設も出て

くるし，広葉樹パルプ化に適する淵鯉造法の晒クラフト

法，セミケミカル法，ケミグランド法等の二匡場に転化も

行われるだろう。しかしこのためには多大の資金と相当

の期間を要することでもあるので当分はえぞ,とど,まつ

等が繊維の挫伏よりしても，採算に見合う限り主原木で
あろう。このことは昨年度迄パルプ用あかまつ価楕が地

区により例えば九州南部と東海地方の如く発駅価絡差

400円位であったものが此等資源地帯に買に出たため此

の下期に入ると全国一擬の価絡になってきたことでも窺

われる。而も一般材その他の需要も旺盛で木材価楕の下

落ば当分期待出来ない構勢のようで，此の上更にパルプ

第6表

藍)|(鍵)’
日本

(蕊庭
垂
遍パルプ種類 備

未”ﾙﾌｱｲ'、 躯｡。 ，異｡'懇総調
円

パルプ(USP) | 29.70 ;
普通人絹パルプ ::::: "3o n月現在(DSP)
未晒クラフトパル ;:::: 22SO7" (UKP)

一

下も要請される事情にあるので原木面からの産業鍵模の

再編成も必至となるかも知れない。

現在稼動の木材パルプ企業体数ほ大は年間350万石を

消化するものより小は千石に満たないものまで167社

－39－
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蹟1,450町歩，会社数10社であったのが31年度は

約10,000町歩，会社数16社に及び往有林面稜も20万

町歩蓄積5,500万石となっている。之も原木榊給策とし

てのﾀ財が（本年度ソ連材筏2杯本船1隻分の入荷をふ

たのであるが）海上運賃，輸鐵自力等の面から高価にす

ぎて大した期待ももてずあくまで国内盗源への依存を余

儀なくされ長期原木確保には造林強化に侯つ外ないこと

も認識されたからであろう。

特に本年度最も刮目すべきことは北海道,東北に夫盈

｢林木育種研究所｣「造林事業所｣等一部の企業体にて数

千万円を投じての研究機関の開設をみたことで原木合理

化の一環として在来の優良品種の育成，外国樹種の導

入，林地肥培等による短伐期育林を本絡的に実地研究す

るもので我国林業にも貢献する処大なるものがあろうと

信ずる。

終りに一言し度いことは人口過剰にして黄源の乏しい

我国に於ては国土の67％が林野面識であってしかも木

材は培養資源でもあるので，木材需要産業は現実の森林

を直視し，且つ林業に対する深い認識のもとに之力鐙成

と合理的利用によって自らの産業の振興を図り国運の昂

揚に寄与すべきではないだろうか。

（日本パルプ材協会）

Q

設備の増加は原木量の増嵩となり愈灸木凋需給の逼迫，

ひいては価絡の騰勢に拍車を力;けることになりパルプ産
業自体重大な危機を招来することになるので，去る9月

業界最高幹部の総意に於て「原木設備総合対策委員会」

が結成されて業界のとるべき方向を検討中であることは

近年にない最も注目すべき動きと云える。

次に業界の称業に関連する最近の動向としては新興企

業体が積極的に手山の確保に乗り出してきたことであっ

て，これは資金の回転効率を昂めて利潤の追求を本命と

する近代企業のありかたからすると矛盾するやに考えら

れるのでこの点非常に難しい問題であるが，少くとも今

日業界に於て指導的役割を果し相当な業績を挙げている

一部企業体が従前より常に利益の一部を山林に投費し原

木値上りに際しては手山の伐採を強化して価絡を調整し

て無事乗り切ってきたこと等の反映か，値上りを承こし

てのことか，何れにせよ，多量に木材を使用する紙パル

プ企業としては当面の採算以上の有利性があるのではな

いかと思われる。しかしてこのように原木が昂騰してく

ると昨年の如き手山材28.5％，国有林材13.0％，民材

買入58.5％のス荷割合も今年は手山の比率が大きくな

るのではないかと推測される。

なおパルプ備林造成の意慾も高まり昭和25年造林面

0

〃

桑
〆

（

代って鉄筋コンクリ1､建となったことなどを見ているか

らである。

新興の建築用資材生産工業なども，木材を原料とする

仕事ではある場合も，それは多くの場合，もはや木材業

者の事業の領域を超えたものである。そしてその目標は

用材として不適当な木材をもって，用材に代わる立派な

製品を提供するところにおかれている。

これでは木材業者はたまったものではないと云う考え

が生ずるのはあたりまえである。それなのに木材の高度

利用や，代替品を盛んに使ったとしても，これを長期的

に見れば，木材の需要は増大すると云う見透しに接した

わけである。木材業をつづけてゆけるとわかって，木材

業界に将来について，明るい空気が吹きこまれたことで

あった。

（2）木材業者を動揺させた新しい窓口

木材はムクのままで使用することにおいて，その本来

のさまざまな長所をもっている。しかし欠点もすぐなく

ない。この欠点除去から進んで，さらに木材を原料とし

て，高いが加工過程を加えることによって造り出される

所謂木材新製品の登場は，本年の特徴と云うよりも，

つの劃期であると云える。

木材業界もこれに対しては無関心ではあり得なかつ

木材業界部門

宮原省久

（1） 26年後の用材需要増1.75倍

本年1月のことであった。獺恩協は〃木材需要の長期

見透しと森林資源〃ならびに〃今後6カ年にわたる木材

需謹謹量の推定〃と云う調査熱告を発表した。この報告の

長翔見透しは，用材の需要量を，昭和27年を鑿耀とし

て26年後の昭和57年には，26,250万石に達するだろ

うとしている。即ちその増加率は昭和27年を100とし

て，実に1．75倍となると云うのである。

この需霊尋曽の推定は，アメリカで同じような調査研究

をしている1報告（スタンフォード・レポ）における25

年後のアメリカ木材需要増を1954年の2倍と見ている

のにくらべて低いが，われわれが普通に考えている常識

と臆，かなりかけはなれた意外に大きい増加だと云うの

が，木材業界一銭の見解であった。

こうした見方が業界になぜ生れたか。それは現実から

受けた影響であった。即ちここ2ﾒｰ'3年間の木材代替品

の進出はすばらしかった。木材を侭っない崖宅這蘂であ

るプ戸ツク蒐蘂，住宅がアパート様式に変って，木材に

ｰ

、
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た。鯛胸阪工業，削片板二[業に対しては，特に注目し

た。はじめの段階においては，このような新らしい木材

工業が，行きつまった木材商業部面の打開のために役立

つかのような考えを抱いた人禽がすぐなくなかった。

在来の木材関係事業への投資は一先ず見送られて，新

らしい木材工業が,木材業者の容易に調達しうる上罐的

小さい資本金によって企業できるだろうかと云う点を中

心にしてW暁されたのであった。これは云うまでもなく

不可能であることがわかった。そして計画された繊維板

および削片板工業りま，木材業内部としては巨大資本に属

する部面，もしくは外部からの資本霊によって実行さ

れるようになった。

多くの木材業者，即ち木材‘商業面では，この新らしい

木材製品を，在来の-殻製材品や合板と共に唾及いの対

象とするものが増加してきた。材木店はその]反扱商品の

幅を建材全般にひろげてもつようになったのである。

廃材屑材から砂糖がつくれるようになった。こう云う

話は,木材業者の興味をそそったところがすぐなくなか

った。新聞は〃負躰某Fに建てられた木材糖工場からの

砂糖が8月頃には厩項にお目見得するだろう〃などとい

ますぐの問題であるかのような記事をのせた。木材業昔

とくに製材工場は，屑材があのまつ白な砂糖に礎ると云

う魔術使いの話のようなことに，すぐなからぬ麓きをも

ち，その仕譲を考えた。

製品安の原木高の宿命をになっている製材工錫は，屑

材を有利に使えることから，この事業に期待をもてたの

だ。もし小費本でこの事業が行えるならばとも思った。

山赫家のなかにばいよいよ木材が大切な資源になったこ

とを力強く感じた。しかし木材溺上は，洞才業営をこけ

おどかししただけで，いまのところは，寒瀧の進行は一

服していると思われる。

い簑屑材のチップ化が木材業界では，新しい企業の対

象として花形のようである。屑材朧主として燃料に使用

されていたのであるが，それがプロパンガスや石油コン

ロ，煉炭などの普及によって，販路が狭くなった。その

ためマキにしていたものをパルプの原料としてパルプ工

場へ賑話しようと云うのである。

このような動きは，木材業界が見出した生きる道とし

て，木材業者にすぐなからぬ癖を及ぼしている問題と

して，今後の発展方向と共に多くの意味をもつことであ

る。

（3）パルプ材と相剋傾向の表面化

木材業者が屑材をパルプ原料として供給しようとする

事業が企てられているほどに，パルプ工場の原料材に対

する要求は臨んである。これはパルプ工業の生産力増加

の結果でもあり，またさらにそのもたらしたものとして

のパルプ禰貿集め競争の謝上の反映でもある。

パルプ工場としては，この原料材のス手難伏態を，主

として一般用材の値上りのためと見ている。そうだとし

ようか。一般用材の値上りによって，ひき起されている

パルプ材の謝直買付けが，こんどは一般用材の値上りに

はねかえり，さらにそれは再びパルプ材を高いものにし

ているのである。

パルプ材は松を主としている。過去3カ年間く．らいの

松材の価格ば杉材にくらべて割安であった。生誕畠凝，輸

送費などが杉材にくらべて害崎であるところの松丸太も

しくは鯉製品が，木材軍弓晒で比較的低価滞で取引きさ

れていることば矛盾であるとされていた。また松材が，

杉材より識舶勺な価格変動の波が大きいことも，松材の

取引を比較的不円滑にしていた。このことは松に依存す

るパルプ工業のためには概して幸していた。

アメリカからのパルプ材の輸入が，大きな計画で行わ

れたがすぐに挫折，このころにほアメリカからチップ輸

入さえ識羨的に行われた。もちろん採算的にだめであっ

た。 ソ連材‘もまたパルプ材としては， はじめは対象に

ならなかった。何れも国内の松材が安値のためであっ

た。

しかし1956年，松材の値上りが下半期に至って顕著

になるに及んで，ソ連材がとり上げられている。1956年

度の輸入ソ連材のうち， 3隻分はパルプ材として試験買

付けが行われている。明年度に輸入される計画のなかに

は，パルプ材'として組承込まれる通が増加するだろう。

木材業者と云うよりも正確にば用材向製材業者は，原

料材獲得に関して，バルブとの〃相剋〃力避けられない

運命にある。パルプ工場はその原料材買入値を低位に保

つことが；最も大きな生産コスト引下げの要素である。

しかし，さらに工場運営の立場からは，工場の作業に支

障を来たさない量の原料を確保することが，一段郷､命

令である。

杉材の下落傾向にもかかわらず， ユ956年末には，松

材ば値上りを示している。これは松材‘の低い価楕水準の

是正だけではすまされず松材価格の水準が高ぬられる転

期にあるように見える。

性）木材値上りは束の間で再び反落

本年の木材業界を通じて最も大きな問題と云えば，木

材価格値上りである。上向は年初からはじまり，ついに

9～10月には，記録的高値であった昭和28年の最高値

にまで近づくに至った。

東京市場の仲値について見れば，私歌山県産の杉2間

角（3寸5分×3寸5分．1等）は1月価格基準で10月

は2割高となり，静岡県産杉厚板(厚5分×幅5寸）は

1月比で10月は2割弱高，東北産松平角（2間×4寸

藥詞
~

里

＝
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×5寸）は同じく1.5割高，新宮産掻2間角（3寸5分

×3寸5分．ユ等）妹同じく2割高と云うように，率

品用はいずれも1．5割から2割の値上りを見た。製品の

値上りにつれて原料丸太も同じ傾向をたどり，標準材の

杉55下丸太は1月比で10月は1．5割高，松の（6寸

～9寸5分）丸太もまた同じく1．5割の値上りとなり，

他材と大体同じようた動きを見たのであった。

このような値上り侭どうして起きたか。これを木制界

内部から見ると次のようである。 29年からのデフレ経

済による木洞業の不況に原因する生産の低下が，ついに

極限に達したところへ，昭和31*｣二半期の終りごろか

ら,経済界の設備投資の増加などにより，建設工事が増

加し木材消費が多くなったためである。

木材の値上りが，先ず外部の景気を反映して原料値上

り，生産コスト高を誘発し，それによって招来された原

価高から来ているものではなかった。先ず製材価格の値

上りがあって，これに続いて原木の高騰となったのであ

る。しかし製品の値上り速度にくらべて原料丸太の値上

りが早く，生産者を誤寛に追い込むに至って，この木材

景気は意味がないものとなった。

10月下旬から反落ははじまった。10カ月を費した2

割の値上り分臓10月末から11月にかけての3旬で1

割方を下げた。急落である。このはげしい値下りの主因

は，消鎚萱を上廻る生産増にあった。生産増は値上りの

東幟によるものであること云う誉でもない。この生産増

は急落した価格によって，おのずから歯止めが加えられ

たことは云うまでもない。しかしこの過程は木材業界と

しては，いままでの値上りで得たと思われる利益をはき

出さなければならない逓径である。

底殖の1月から出発し急調の値上りにまで発展はした

が，早くも秋の落葉とともに凋む方向に変った木材‘の価

格のゆくえは如何になるであろうか。これは来るべき年

へかかる木材業界としての最も関心のある問題である。

（木材商工研究所）

一
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31年度において指導を行ったのでありますが，森林組合

連合会は農協事業連に比して経済団体として活溌な事業

活動を行っていないので整備に長斯，かつ，困難を要し

たのであります。特に次の諸点について改善を要する点

があり，また困難と考えられました。

1． 執行体制について

（イ）役員が経営の最高責任者として責任をもって任
務を遂行されることが必要であります。

（ロ）機構，職員の配澄についても事業体として経済
自立体制の達成のために内部統制組繊を確立しう

る整備が必要であります。

2． 事業体制について

組合員から系統組織を一貫した無条件委託による計画
的飼櫛買を行う体制を確立する必要があります。少くと

も樹苗，及びパルプ材を主体とした林産物の版購買を推
進する必要があります。

従来の連合会の運営方針が経済団体として経済的自立

体制に欠ける点が多く，本来の自主性を失い，外部から

の援助を受けることを繰り返しているので，系緬且織の

総力を結集して事業体制の確立を図る必要があります。
3．増資目標の達成について

再建劉繭法による増資目標の璽戊は整備促進のための

前醍となるので会員の弱少な蕊伏からは困難であるが強
力な増資を必要とし霞す。

4．会員の協同について

会員の協同は系統利用の強化の基本要件であり，役員
の選出に情実を排して適任者を選出し，また，出資金，

森林組合部門

昭和31年の森林組合連合会の

整備促進を顧みて

忌部静夫

昭和28年8月に農林漁業組合連合会整備促進法が公

布,施行され，同年9月に整備計画の審議方針が決定さ

れました｡森柵m合連合会についても，おおむね，この

方針の趣旨に則り，審議されることになったのでありま

す。

森林組合連合会についても欠損金が多額に上り，再建

が極めて困難な連合会について法の適用を受けられるよ

う指導を行って参ったのであります。昭和30年度にお

いては岩手，福島，長野，広島，山口，大分の6森澗組

合連合会を対象としてとりあげ，増賓目標の達成，執行

体制の整備，事業体制の確立，財務の整備，会員の協同

等について県,系統金融機関，連合会が一体となって連

合会の麹蒲を低堕した結果,岩手泉森連は31年1月31
日に，福島，長野，広島，山口の各果錘は31年3月

31日，壱果森連は31年4月30日に嬬壱日が罐し，

農赫大臣と大蔵大臣と協議中であります。現在，各県森

連は整備計画に基いて実質的な遮罰颪の経営雫を行

い，経済蘂農を瓶僅中であります。これらの各果森連の

整備I知Bについては別表の通りであります。

これらの燕繩合連合会の蕊撒侭堕について30年度，

‐

1
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I

1956年 の 回 顧

(別表） 整備促進法の適用を受けた6森嫡且合連合会の整備状況調
1． 執行体制

連合
指定日

会名’
指定日 |
｜

’
朧
一
難
前
名
５
８
４
３
４
６

１
１
Ｆ

｜
後
一
鋤
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ｌ
ｌ
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蔀
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一
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“
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_蕊備前|_整備後 備考F1ロ 宣官

｜
’

I

l
l |雲職' 整備前整備後

なし なし

なし なし

16支所13臓在所
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10支所9支所

12支所全廃 3共販所
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後
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３
３
８
３
４
３

辨
後
名
哩
瑠
娼
“
《
ぬ
妬

整備
後総数｜

名
31.1 .31 1 15

81．3．31 17
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81 .8．31 17
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１
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２
１
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９
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０
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２
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2． 財務状況 （単位千円）

…穏|会員数
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18,252 1 2,381 . 8
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3． 事業体制
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I

1956年 の 回． 顕

に対する実績を検討して見ますと，岩手，広島，山口の

各県森連は過去において経済事業を活溌に実施していま

したので，概ね，予定通りの実演を挙げてい蓑すが，福

島,長野，大分の各県森連は過去において経済事業が活

溌に行われず，3'年から新らしく事業藩f了う体制を確立

したので，単位森林組合が弱体であるのと連合会の販売

体制に対する協力が未だ不充分のため計画通りの実績を

挙げることが困難であります。しかし，’0月以降はこれ

らの困難な実状を徹底的に核討して計画達成に全力を傾

注している現状であり童す。

これらの整備促進法の適用を受けた岩手外5連合会の

外に欠損金が多額に上り，経営に困難を来している長崎

外数連合会についてもこの法律の趣旨に基いた運営を行

うために，31年8月末に林野庁,全森連主催で協議会を

行い，整備を実施中であります。

これらの各果森連の整備促進を通じて各単位組合の振

興に県森連，采，系統金融機関が一体となって迩進中で

あり藍すので，今後，各単位組合の振興は大いに図られ

ることを期待している次第であります。

（林野庁森林組合課）

賦課金を所定の期日までに払込む等の約束の履行を行

い，特りこ穣極的，かつ，全面的に連合会を利用する体制

を確立することが必要であります。

以上申し述べた事項を実施するには，従来の連合会の

運営方針としては画期的に異なる性格を持つ部面が多い

ため，会員である単位森林組合の事業体制がこれに伴わ

ず，種食の点において単位森林組合に無理な影響が及ぶ

ものと感ぜられる･しかし，これらの困難性を打破して

必要とする整備はこれを徹底的に断行しなければならな

いのであります。このためにはまず連合会自体及びこれ

を組織している会員組合が従来の在り方を真剣に反省す

ることは勿論関係の系統団体も連合会に対する従来の

協力体制を深く反省し，連合会と系統各団体とが一体と

なって全力を傾注することが必要であります。

これらの整備促進に必要な条件を満し，指定日が決定

され，法の適用を受けられたのであります。これによっ

て岩手外5森連が農林中央金庫から受ける整備促進借入

金（整備期間中無利子）の総額173,717千円であり，農

林中央金庫に対する整備潮間中の国からの補助金総額

37,935千円となります。

岩手外5森連の指定日以降31年9月までの整備計画

一
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はっきりきあてかかってはいけないものが両立している

ことである。いずれの場合にしても，この世に生をうけ

た人の子は，毎日毎日をいまひといきいまひといき

という気詩で明日を迎え，遂にこの世にわかれをつげ

てゆく。おそらく人も社会も1墜黄すあためにいまひと

いきという思いを永遠につづけてゆくであろう。では，

皆穣といっしょに，新しい気狩でいまひといきの

1957年を迎えましょう。

いまひといき

坂口勝美

今年もつとも遮憾な出来事は，海のかなたの動乱であ

る。しかし，幸いわが国は，戦後十余年を迎えて，急速

に世の落ちつきを，とりもどしてきた。それでもなお，

その落ちつきにかかわらず，混乱がある。手近かな混乱

は，交叉点の交通である。交通安全週間と名うって，オ

マワリさんがついていてさ

’||｜ 、
え，大衆は左側に流れ，

byorderの右側を守る人
K沙ご－､〆､釣魁h不橘了侭Lﾁ←

I
byorderの右側を守る人

人とぶつつかり

寒心＝感心

小沢今朝芳

わたくしは，最近ある試

験の委員を2年つづけてや

らされた。

そのときの答案を調べて

当世学生気渡とでもいった

ものに若干触れ，大いに寒

心しかつ感心した。

よく新聞などで，珍答，

迷答などがしばしば披露さ

れているが，ここに誌さん

とするものもそういった類

ll

Ill

，不愉快な

思いをさせられている。こ

の統一はい堂ひといき

と思われるが，なかな力現

実は梗識いものがある。し

かし，これは，はっきりさ

せないと尊い個人のイノチ

にかかわる。これは尭這と

〃凸レガーノ'しY幸, Y本ノごソ‐

＝

’←んしゅういいん珊鰯嚇驫
せないと尊い個人のイノチ

にかかわる。これは尭這と

のおしゃべり れているが,ここに誌さんいう表現型にあらわれたも

のであるが，わが国の思想 とするものもそういった額
も同じである。今日二大政党があるかのように承える いのものである。

が,内容は左の左,左の右,右の左,右の右と，まことに 例えば，械攻の試験で堂盈と「人エ問題」が論ぜられ
穆諜卿蜑奇である。これも早く，すっきりした二大政党で たかと思うと，造林では「人口称の潅進」を強調してい
あってもらいたいものだ。この原因は，ナライ性となつ ・ る°森林纒浬では「林伐期」と肱一巡伐採する期間だ
ている，われわれ戦前脈が，その習性を脱脚するのに非 と，折角の内容の説明を台無しにしてしまったり，「法

常糎困難がある，ということに胚胎している,のではな 政体」「法蹴｣が飛びだしたりしたのでは,それだけ
かろうか？彗饒わたくしは，久しくならされ,教育さ で森澗継理の智識は充分諏而できる。その他「原価償

れた，左側の方が歩き易くなってしまっている。また， 却」は堂あまあ仕方ないとしても「保案林」カミ生れたり

この文章でもつかった，複雑怪奇とか，胚胎とか，かつ 「養生」から苗木が育てられるに至っては，沫学の学生

て教育され，脳りにひそんでいる難かしい言葉を，つい かどうか疑いたくなる。一般人でも，こんな誤りは滅多

つかいたくなる。このような赫孔は，新しい教育をうけ にはおかさないであろう。そしてこれらの人奄が,1,000

ている，次のゼネレーションが，きっと解決してくれる 人近い受験者の中から選恢された「100人」の精英樹だ

ものと，わたくしは期待している。 から鰭くぼかない。

その根拠として元来日本人は，左か右かどちらかにき 「字が汚たなくて申訳けありませんが最後まで読んで

あて，わりきらねばおさまらぬ国民性をもっているので 下さい」と冒頭にかいて，しかも途中で何辺か「字の汚

ないか，と思わされることが，しばしばある。その証拠 たなさ」を詫びている回答もあるし，問題をとりちがえ

は，案外研究面で，左右いずれかに，きめてかかってい たのではないという意珠を含めてか「白紙，白紙」とわ

る場合が多いことに驚くのである。しかし，この場合， ざわざ「 」をつけてある白紙もある。「わたくしは，

すなわち研究面で，左右をきめてかかることは，きわめ この問題についてば礎念乍正しぃ答を知らない。だが時

て危険である。研究は，ワリキレヌ場を見出すことに進 間も童だあるので人に聞いたことを書きつらねて承た

歩がある。特に生物を対象とする研究ば嘆重な態度での い」まさかカンニングしたというわけでもある寮いが，

そむ心が誉･えが必要である。 そうかと思うと「この問題は極めて適切な問題である。

この辺でSummaryを述べよう。世の中のことは， このような問題が提出されたところ淀日本の搾裳の悩承
左右をはっきりきめてし雲わればならぬものと，右左を があり，そこから叉活路も見出されよう。．･･･」問題を

』

ゆ

一
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へんしゅういいんのおしゃべり

この旧煤ケ谷村は， 93％が山林で，主食も一部移入

によって蓑かなわれており，村の経済はどうしても山林

に依存しなければならないところである。しかも世帯の

･大部分は山林をもたず，謝蝿面責も充分でなく，ありあ

まる労力の排け口は，ただ典難作な縄営の行われている

奥地の遠い雑木林に,製炭原木をもとめてその日その日
の生計の糧を求めているにすぎない。しかしこれとて

も，限られた村内の淵財竃林を数多くの人間で攻めてゆく

のでは，近い将来に伐りつくし，食いつぶして了うこと

は目に見えて明らかであり， 2ケ牢足らずでなくなって

了うとのことであった。

山のなかに住承，山に依存して生計のかてを得なけれ

ばならないものが，よゆうのある労力を山に捧げること

ができないという悲哀はまことにたえがたいものであろ

う。

一方，この土地の義淋所有者はどうであろうか。その

雪塗駕鰯鍾餓鰯f篭熱嘉熱
けでも，充分に年間の現金収入が得られるとしている大

所有者であり，またいまだに収入の対称とはならない造

林地の象をもっているため，新しい造林地，要撫育造休

地に労力をいれるだけの経済的よゆうをもたない中堅的

森林所有者があり，第三にはわずかに自家用林の承の零

細所宥者といった，三つの型であった。

第一の型である大所有者に積篭諏勺な山林経営の意慾が

なく，第二の型の中堅階級に合遅鋼山林経営の盗力がな

く，また第三の型にあっては，全く考慮の対象外であっ

てみれば，余剰労力をもち，しかも山林にその力を捧げ

ようとするものが，わずかに許されている共有林での製

炭作業のため，早朝には3時起きをし，夕べには星をい

ただいて背に木炭4俵を負って帰えるとき，粗放な経営

のため，荒れている林地を横目でにら承ながら，行きか

えりの途中この山が自由になったらなあと,考えながら

歯を喰いしばって登り降りするのは当然であろう。

林業経営の特殊性を強調し，その公益性を主張する山

林所有者も林業為政者もこれらの労力を吸収する大きな

方策として林業資本の投下を促進して実行し，林地の生

産性を向上させるとともに，二次・三次の賓本投下とし

て行われなければならない撫育作業の実行を，啓蒙教育

なり，資金融通なりの行政的手段によって促進せしめ，

弱りきっている中堅所有者の育成を強力に進めることが

当面，最大の正しい民有林指導の要点ではなかろうか。

●

ほめちぎりながら最鍍までいっても，回答らしいものは

出てこないというのもある。

以上は寒心したことがらであるが，感心したことも述

べなくては不公平のそしりをまぬかれないであろう。

とに角所謂鐸I書だけ趣残しているのではなく，多方

面にわたって智識を吸収されていることには大いに感心

した。洞錐関係の熱誌は大体読まれているようである。

わが「ﾎ徽術」も愛読誌の一つであるらしい。或る問

題の回答にどこかで見たことのあるような文章と内容の

ものがあった。それを他の謎淡委員が象つけた。それは

なんとわたくしが，かつて「1…術」に§霞した小論

の一部であった。わたくしは思わず「や＠つたなあ」とい

う感じと同時に「人前で裸かにされた」ようなちぐはぐ

な恥さも感じた。「それに何点やったかつて？」いやそ

れはi謡に属するからふせておこう。とに角こういった

剃業誌を読んでいれば問題の幾つかはころがっている。

と言ってよいだろう。

このような珍巷，迷答を与える100人の中から更に厳

選されて2～3割の人が採用されてくる。後日これらの

入念と会うのは誠に興味のあることである。これらの精

英樹は，答案から承うけるような「情けない人含」では

なく，誠に「頼母しい」しっかりした人之である。あの

ような珍答，迷答を与えた人灸は途中で落伍したのであ

ろう。

一

矧

8

山林解放のこえ

杉下卯兵衛

主張したことほ必ず実現して欲しいものである。

実現はその主張の正しさをもつともよく証明するもの

ではなかろうか。

大きいにつけ，小さいにつけ，山林に多少なりとも関

係のある入念は，ときおりつたえられる山林解放という

ことばに，注意を引かれない人はあるまい。戦後農地解

放が行われたとき，一時人為のに1に上ったし，前回の選

挙における社会党の政策にもあげられたが，その反対理

由である，洞鐸営の特殊陸と山林のもつ公益性からし

て，問題として大きく浮びあがらなかったことは，われ

われの記憶に明らかなところである。

神奈川県厚木市から丹沢山塊に入ったところに清ﾉI肘

（旧煤ケ谷村）というところがある。普及推進地区の調

査のため，3日間ばかりこの地にでかけた。このとき山

林解放の真の叫びがどんなにか深刻なものであり，その

声にこたえるため，熱心な努力が払われなければならな

いものであることをつくづく痛感させられた。

ー

口

× × ×
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て来た。また例の冷えかと思ったが一向に納まらず，遂

に寮に医者を呼ぶ羽目となってしまった。診察によれば

盲腸だという。旅先の入院など考えてみても味気なく心

細い｡〕反敢えす婦宅するまでの応急処腫をして急ぎ機上

の人となる。相変らずの灌痛で気が気でない。やっと家

に着いてまずは一安心と思ったが病院でこれから直ぐ切

ると云われてまた一あわて。兎に角，手際よい専門医の

執刀でベッドに横たわり，あわただしい不愉快の連続か

ら解放され，やっと云いしれぬ安堵感にひたることが出

来た。

手術当日は傷の痛承，2日目は発熱，3日目は残症と

都合.3日間は結構一般病気並に苦しむことになり盲腸も

病気であるということを体験した。

4，5日目になるとそろそろ仕事のことが気になり始

めた。丁度北海道開発5ケ年計画樹立に当り，林産工業

の振興計画も策定されて居ったので，これを契機に，林

産工業の立地条件調査を行なうことになって居った。本

年度は，寒さに向う折柄，函館地区と繕広地区の一部を

着手する予定であったが,函館地区だけはどうしても12

月中に実行しないと,今年度中には終らないことになる。

ところが北海道開発庁という役所は全くの寄合い世帯

で，無関係の所管外事項を他人に頼むわけにもいかな

い。たとえ準備だけはなんとかやって貰ったとしても実

地調査はそうはいかない。実地調査は相当も謬腱であるの

で佳事のI商容がわからないと実行困難である。童して今

から覚えるというのでは間に合わない。

天井の一角を眺あ乍らあれこれ考えてみても，中心人

物が居ない調査方法の名案は仲盈浮かばない。結局函館

では寝て居っても，相談相手として行くだけは行かざる 、

を得ない。医者は無理さえしなければというがその無理

が問題である。一旦勤めに出ると仲をゆっくりとは出来

ないものである。まして各方面の権威を多数依嘱して多

額の経費を使うのであるから，調査は侭秀なものにした

いと思う余り，つい無理をすることは見えすいている。

なんにしても不安である。このとき程1人の力の頼り

なさを痛感し，また1人の力の偉大さを認識したことは

ない。全く1人では何の仕事も出来ないが，その反面，

ただ1人の人が居ないと仕事が全く停滞することも知っ

た。これがまだ調査位のことだから大した問題はない

が，もし重大問題であったらその影響は極めて大きいだ

ろう。またたとえ日常業務にしても，それが集積すれば

意外に大きな結果を産むのではあるまいか。

幸いこんな取越苦労も退院して机に向うと一つ一つが

ほぐれ，愈灸この12月10日から函館の調査に出発出来

ることになった｡まずは芽出度しというところだが,今度

はまた冷えによる蒋病が起らないことを祈っている。

と い ち

' 0 い の せ

A君の就職胸填で,Kさんをたずねた。はなしが大へ

んうまくはこんで気をゆるしていると，「ところで，と

いち以下の男で臆採用いたしかねるが,そのほうはだい

じょうぶかね」という。「といち」といって，ぼくの知

っているのは10日に1割の金利のことだけで,Kさん

のいう惹珠がわからずに弱ってしまった。Kさんにいわ

せると「公務員は社会常識がなくてだめだねえ」だそう

だ。そこでKさんから「といち」討議をきかされ，おか

げで注会常識がひとつふえた次第。「十ァ」は10日に

L度の意珠で,Kさんは男の体力をばかるものさしにつ

かっているということだ。といちにこんな意味があると

すると，うかつに人菫えではつかえない。

妙なことを書いてしまったが，さきを書く都合からし

たことだからお許しねがいたい。本誌の編集には，7～

8人の委員があたっている。ぼく以外は，いずれも健秀

な蒲護葬力をもった人ばかりで，この点本誌に幸いして

いる。ぼくは，制鐸の専門知識はもとより，剃集常識に

も乏しいので，自分の無知を暴露して，はずかしい思い

をすることがbうずらしくない。はじをかかないために

は，だまっているに限るが，そうばかりもゆかず，ぼく

なりに案をださないわけにいかない。いつ頃のことだっ

たか，はっきりおぼえていないが，さきの話の例でいえ

ば，金利の.ことしか知らないぼくが「といちについて」

というテーマをはかったところ「といちの体力につい

て」といったぼくの思いもよらない面白い企画になっ

て，ひとの目には大いに面目をほどこす結果になった

が，ぼく自身はひとに知られない恥をかき，今でもあと

味のわるい思いがしているので，ここでざんげした次第

である。

今

卜

？

ー

一
目 腸 記

松原一夫

子供時代から身体が弱く風邪，腹痛など日常茶飯時で

あったが，弱いが故に注意した結果,病気で勤めを休む

ことも殆んどなく，周囲の人からは案外丈夫のように思

われて居った。ところが今年はどうした加減か調子が悪

く，病気が連鮠し，折角巡って来た4回目の猿年も全く

無気力な明け暮れであった。

本年最後の不調催11月初旬札幌で表面化した。オi海

道未曾有の冷害対策の実行打合わせ中腹痛がひどくなつ
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とが大切であることを忘すれてはならないということで

ある。（日ソ交渉当時を思い出す）ボーナスに因んて

伊藤清 バラ作りの弁三

濡灘簾要員の「放談」を書けとの松川理建長からの注文

であるが，放談とはどんなことか，常に放談,暴言をは

くといわれている私にこれ以上放談とは。しかし書けと

の命令であるし，次回の委員会に顔を出したときに麦任

を果さなかったなどとヒヤかされては面子？にかかわる

と思ってすすまない手にペンをとりマスを埋めて責任を

果したい。

年末ともなれば毎年のことだが，私だけであるかもし

れないが，頭の中を充満？するのはポ戸ナスの手取り額

である。そしてアレとコレを買うと感潅はいくらになる

から本年こそ子拱に買うことをせがまれている百科辞典

を必ず買ってやろうと計画をたてるのであるが今にして

（2年ほど前から）その目的を果していない。全く恥し
ナャジ

いことである。子供達にして承れば自分の親父は一人前

の顔をしているから，その程度の注文であ燕ばなんとか

なると思っているらしい。尤なことである。

こんな恥さらしをなぜするかといえば百科辞典を買う

こと一つでもボーナスだけで解決しようとするから困難

であって，この解決には毎月毎月のサラリーを考慮に入

れて計画をたてて，勇気を出して買えばなんのこともな

く，とうに子供の書棚に並べられているだろうと残念で

ならない。たしかにどんな仕事をするにも，またしよう

とするにもそのものだけに無中になっていろいろ考え計

画をたててもなしとげられるものではなく，計画をたて

たとしても勇気？がなければうまくなしとげられるもの

ではない。ことに私共林業技術者に，その上もう少し経

済観念があったなら,'林業に対する考えかたが大きく脱
皮し得るのではないかと，いろいろ考えさせられること

が多い。

雑誌「材蒙技術」に寄稿頂く論文，意見等にしても前

に述べたような考えかたがあってひとりよがりで，関係

する周囲のことをかまわずに述べてあるために，それだ

けを読めば仲を立派であるが，その判断が正しいかどう

か疑わしいものがある。というのは広い視野に立って物

事を判断すれば違った結論となるものも少なくないとい
いたい。

ボーナスの使途から錦論文への苦言1こ霞で麹蔓して

しまったが，私はポーチ･スが少ないからヤツ当りに菩言

をいおうとするものではない。ボーナスの使途から私の

得た人生訓？を思うままに書いただけである。この人生

訓を更に言葉を代えていえば，ある問題を解決する場合

にはその問題だけにとらわれずに，そして僑鱈に引ばら

れずに広い視野，高い所から問題を勇気を出して引ば

つでいけばムズカシイと思ったことも容易に解決できる

場合があるし，また内部の問窪を治めるためには外部を

かため，タ郷の蹄逼を治めるためには内部をかためるこ

松原 茂

バラ作りの労－－－などと口巾つたいことが言えるほど

のバラ作りではない。松川理事長が数年前から実に見事

なツルパラを作って居られて，毎年1回観バラ会iと招か

れ蟻讃させてもらう機会を得てから，つい私も..….と

いう気になったのである。

もともと私はツバキの花が好きなのである（これには

ちょっと人には話せない鱸がある)。狭い庭ではある

が’なるべく多くの種類のツバキを集めようと考えてぽへ
つぼつ始めて見たのであるが，これは仲為高くつくとい

うことと，年中それほどの手久を要しないために私の道

楽としてはちょっと役不足（？）であるということが分

って，この方は持久戦に持ち込むこととした。その点バ

ラの方は年間を通じて，ずつと手久を要するし，その反
〔

面，功罪がてき面に現われて来る。都塵から遠く離れた

郊外に住む私にとっては，日曜日のまたとない遊びであ

る。しかし，どうせ大したことはできないだろうから，

まあ5，6本くらい植えて見ようというのが始まりだが，

昨年の秋ごろからのことであって全くの一年生である。

その頃から石谷長官も大部バラに熱を持たれたようで

ある－昨秋長官就任の際にはあちこちの新聞にも大分

大きく瞳云された。

嶋山さんが時を行かれるトドロキパラ園は松川さんの
遠い御親戚である関係で，私もときどき見学させてもら

ったり，また春や秋のシーズンには，東京のデパr－トで

は大抵バラ展をやっているので，時間の余った土I畷日の

午後はそれを見て廻つたりするうちに，少しづつバラの

品種や作り方が分るようになって来た。何でも少しかじ壷

りかけるとそれに関する本を2，3冊憤って来ないと納ま

らないのが私の性分である。全部読む訳ではないが，あ

ちこちの拾い読承によって，また新らしい知識を得る。

そうなると重た別の品種に対しての所有慾もでき為し，

本にかいてあることにも下手なまねをして見たくもなる

というもの。野パラを台木にして夏接ぎをやって見たら

窪浅の功名か，それが百パーセント成功した。ついつい
バラだけで滴講日曜の1日が短かく幕れてしまう。

はじめてから満1年余りであるが30本ほどのプッシ

ュのバラには今年の秋は大分見事な花をつけて， 9月か

ら12月の初め頃までの間，殆んど絶え間なくその切り

花が，茶の間を美しく色どってくれた。

浦和からの朝の趣勤電車で畭肝り一諸になる機会に，

私がこのことをお話しすると，「君のところは日当りが

良いから．…｣。一石谷長官に言わせれば，どうも私

の作ったバラの成縄まもっぱら日当りが良いからである

らしい。
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◆関西支部連合会大会
n月10日岡山大学農学部講堂に於て開催,林野庁長

篇艤響灘震愁鰭:鰯職瀧鶏具
議長，岡山市長等の来餐及び会員約300名出席，梶田連
合会長の挨拶ののち，野沢岡山県林務部長が議長となり
議案を諮り大会を終了した。

議案1．連合会の運営について
2．次回袴の開催について
3．其の他

尚閉会後,大政東大教授のヨーロッパ林業視察の特別
講演会が行われた。

関西支部連合会役員
会長梶田茂
顧間臼井俊郎
副会長中川久美雄，櫛田徳一
常任委員小林光雄,大庭正治，山県正巳

（監査委員）上田弘一郎，本吉瑠璃夫
委負木下貞次，野崎伸三，白勢修

三好三千信，島林理英，小和田広
堀内勇作，守吉信勝，横瀬誠之
阿部義要，野沢徳郎，安達征治

高橋胤一，重本勝，池田 茂
遠山富太郎

幹事高垣左藤，和田亨
◆九州支部連合会

11月11日別府市北小学校講堂に於て開催，島本連合
会長挨拶ののち権藤大分県支部長が議長となって次の議
案を審議決定した。

1．補欠役員改選につき事後承認の件
2．昭和30年函IX麦決算の件
3．昭和31年度収支予算の件
議事を終って日林協理事長代理松原専務理事の挨拶，

大分県知事の祝辞等があり大会を終了した。尚,大会終
了後「植物の導入」と題する大分J展温泉勇癖1用農薬研究
所長，宮沢農学博士の講演会があった。

連合会役員
願問西田吃二
会長島本貞哉
副会長山添糖三，相馬五郎
常任委員荒川 潔，田島文雄，淡谷忠一
委員川床典耀，黒沢職四郎，権藤久

稲吉克明，日野通美浅野正昭
雛査委員重元厳，長沼勇

今

関西支部連合会規約

第1章総 則 (4)監査委員ば業務を監査する。
第1条本連合会は社団法人日本林業技術機会関西支部連合会 （5）委員は本連合会の運営に当る。

と称し，その事務所を大阪営林局におく。 （6）幹事ほ本連合会の事務を担当する。
第2条本連合会は各支部（大阪営林局，石川県，福井県，三 第8条役員の任期は満1ヶ年とする。但し，重任は妨げない

重県，滋蟹県,京都府,大阪府，兵庫県，奈良県,和歌山県 役員ば任期満了後においても後任者が就任するまではその職
島根県，筋取県，岡山県，山口県，三重大学，京都大学，烏 務を行うものとする。
軍大学，島根農科大学，西京大鈎に属する会員をもって組 補欠により就任した役眞は鼓任者の任期を継承する。
縁する。 第9条本連合会は本部の要請により地方理事2名を推薦する

第2章目的及び事業 ものとし,役員の中から連合会長の指名によって選出する。
第10条本連合会に顧問を置くことができる。顧問は連合会長第3条本連合会は社団法人日本林業技術懐会（以下単に本部

と称する）の目的達成のために捜力し，併せて本連合会地域 がこれを委嘱する。
内の各支部の連絡と会員の懐鯛を図ることを目的とする。 第4章会 議

第4条本連合会は前条の目的を達成するために，次の事業を 第11条本連合会の会議は大会及び委員会の2つとする。
行う。 第12条大会は毎年1回連合会長の招集により，本連合会に属

（1）本部事業の実施に対する懐力 する各支部の会員が出席して開催するものとし．規約の変更

（2）本部の目的に合致する地方的事業の企画叉は実施 その他重要な事項について議決する。
（3）前各号に関して本部に対する勧告叉は要請 会擾は委員会の決議に華ずいて臨時に大会を招集することが
（4）各支部相互間の連絡並びに会員の捜調に関する事項 できる。
（5）その他本連合会の目的を達成するために必要な事業 大会は巳むを得ない場合書面によって会員の承認を求め大会

第3章役 員 の議決ができる。
大会の決議は出席者（蚕任状擢行の場合は委任者数を加え．

第5条本連合会に次の役屋を騒ぐ。
書面による大会の場合は書面提出者）の過半数をもって成立会長 1名
するものとする｡但し可否同数のときは議長がこれを決める。副会長 2名

第13条委員会は本連合会の運営に関する事項について必要あ委員 23名以内
うち6名を常任委員，2街を監査委員とする。 る湯合会長がこれを招集する。

叉，緊急を要する事項については大会に代って委員会が議決幹事 2名
を行うことができる。但し，これにより議決された事項につ第6条役員の選忠方法は次の通りとす為。

（1〕会長及び副会長は委員会に諸いて逮出する。 いては次期の大会において承認を受けるものとする。

（2）委員は各支部より推選する。但し，その人員は大阪営林 第5章会 計
局支部4名とし，他の各支部1名とする。 第14条本連合会の経喪は寄附金，各支部からの拠出金及びそ

（3）常任委員及び監査委員は委員の中からこれを互選する。 の他の収入をもってこれに充てる。
第15条本連合会め会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日（4）幹事は大阪営林局支部より選出する。

叢でとする。支部の役員は本連合会の役員を兼ねることは妨げない。
第7条役員の聯務は次の通りとする。 ‘ 附 則

（1）会長は本連合会を代表し本連合会の業務を統轄する。 第16条本規約は昭和31年10月1日より実施する。
（2）副会長は会長を掻け．会長が事故あるときこれを代理す 第17条本規約によるもののほかは委員会において蟻渓するこ

る。 とができる。
（3）常任委員は業務を執行する。 第18条第ユ回役員の任期は昭和32年3月末日までとする。

軌
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一

昭和31年12月10

林業技

編集発行人

印刷所

日発行

術第178号

松原 茂

合同印刷株式会社

社団法人日本林業技術協会

東京都千代田区六番町7番地

電話（33）7627．9780番

振替東京60448番
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殺鼠剤の決定版

喰いつきよく、極く少量で必ずすぐきき、死ん

だねずみが発見し易いので好評です．政令で

定められた取扱基準に従って使用します．
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説明書進呈
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本橋雪蕊樵識蟇就農薬部
お近くの三共農薬取扱店叉は農協にお問合‐ぜ下さい

品質を保証する このマーク.／

森林ぞ選亨
宙

虫の防除ば…

煙潮の時て鱈 予

一

醗劉翔覗蝿劉
サンクリーンによる縛煙法は、広面祇にわたる森林害虫

の防除に最も適しています．労力と経費が大変省け、効
果は適確で薬のロスがありません．

薬株式会社責睡市薑早春緬逓，4の'7の』岡・札 幌
日本 農

1

ノ



日本図書館協会選定図書

林業労働図説驚赫隆薑共薯
種苗・育林．撫育編A5p250\600〒70

樹病講義改訂版癬屈靜篝図
説 ￥750〒70

森林気象学僻諦箸\250〒32

瓠経営の鮒経草 の
■凶 ザ

林業試験場技官

井上楊一郎著
A5判320頁予価580円〒70円

林政学概要第5訂畠獺繰￥450〒48

森林経理学改訂版盲琴繍
理
論

●－q■甘壷一■卓亨一一一一寺一一一一や■ｰ－画い■｡‐●一÷マーーーーー■句一一一一一一■一－－口一一一一一一一一今一一一一・つ一一一一一つ一I■

U学林価算法及較禾 青田正男蕾
応用編挿ス組版中2月刊

+●●●争舎｡÷･÷一一 ＝一÷-｡一◆｡‐●･争｡｡＝■－－－今一一 早与巳つ争冬一●冬一一一画－－－守吾告-■噂■画口ローーーーーーーーーーーニー

標準林学講義璽緋ｽ:牌
訂正版A5p910\950〒70

－－今一一・つ参一一＝÷一一一今 一全一苧毎口己宇一■－．=－亡＝わ■＝■･■ =▲ 寺●①●●一一一ーーー幸二中■■－中＝缶､■■一一■『つ－－4■一一

習林業実験と実三榊八郎箸
改訂版A5p456\480〒70

現在の日本農業経営は米麦中心農

業であり，山林・山野の豊富な資
源を解説した書は皆無である。本

書はかかる分野に科学的メスをい

れた草地経営者必読書。本書によ
り自己の経営の盲点は指摘され明
日への経営の合理上は達成される。

一新春刊一

〔主要目次〕1わが国の野草一飼
料としての必要条件一諸草類解説

2わが国の草地の植生一草池植生
一牧養型一牧養図3草地の維持

一草地の調査一採草地の維持一放

牧地の維持一牧野林4草地の改
良一庇蔭樹一飼料林一施肥一草地
灌漉一有害植物の駆除一人工播種
一火スれ5混牧林の経営図版
150余図

’

地球出版社東京都港区赤坂一ﾂ木3’
旧西ケ原刊行会振替東京195298番I

万二ﾒーター
ただ一回の測定で正確・迅速に高精度の

結果が得られる定極円板回転方式
納入先

林 野 庁

農 地 局

北海道開発局

日本国有鉄道

北海道庁

各 県 庁

日 本郵船

三菱重工業

大 林 組

湧別炭鉱鉄道

測量機械

光学機械

設 計

製 作

修 理

蕊河上製作所
埼玉県浦和市上木崎162 電話浦和5559 （カタログ進呈）

取引銀行協和銀行浦和支店・三和銀行東京支店
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御観下さい／マツカラー．スーパー33型の
気品の潤いデザインを！

一見してマツカラーの秀れた品質と

常に世界チェンソーの王座を占めて居る理由が良･く判ります．

､

マッカラー・スーパー調型ば僅か”ポ

ンドに過ぎません。此の嫌な商馬力・高

切断能力のチニンソーが，此の嫌な軽職

で而もよく纏った形態に出来上ったのは

批界で蛾初語ありますb
スーパー33型は鋸の亜趾腱比し1”％

以上の佳鞭をし譜すので、総ゆる木材切

断に関係ある方盈の必備品としてスーパ

ー33型は決定的なものとなって屑ま全。
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O", 26"、30"

世界最大のチエンツーメーカー，マツカラー・モータース社日本盤代理店

い△嫌式会ゞ新宮商行

‘’

霊_錘＊弾道心霊市穂菰町東七丁目十一番地砥話555""
湿蚕所地織踊失区日本楊迩-ざ丁目六番地北海ピル冠話〈28)2136弼罐
矛-鑓ｽｴ溺東爽劉江攻区認川煎崎町2番地蹴鰭(”3091審
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靴1畠･論聴碓垂狗ｼ妙獺愈今蚕

3
種 類1 ↑7型 ’ 5－30型 I種 類’ 17型 | 5--30型

ホームライトnサイクル
単気筒エンヂン 気化巖|罰ﾛ願ﾄ嵐ｽ息繁蓄晶型 式

シリンダ戸’50．8×35mm1 62×38mm エヤクリーナー

圧縮比1 10.5:1 始動装置『
寺

行程容積 69.12cc クラツチ

’ 回転数 5600R・P・M 鋸長（吋）

燃料容量 1100cc l l500cc lチエンオイル

★カタログ贈呈★

日本総代理店 本社：東京都千代田区神田五軒町四番地

三國商工株式會祗騨燕閏：： 鳶：
|■

r

●1

D函
凸一

特殊繊維製

自動巻込ワイヤー

自重瀝心クラッチ

歎囎篭'’ 18，23，28，
33，38，42

8：1

130cc

4700R・P・M
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